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令和７年８月２６日 

子 ど も 政 策 課 

 

港区子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）の令和６年度の 

進捗状況について 

 

審議内容 

港区子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）の令和６年度の進捗

状況について、以下のとおり評価します。 

 

１ 対象 

港区子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）に計上している１１５の

計画事業及び１１７の子どもの未来応援施策の令和６年度の進捗状況 

 

＜港区子ども・子育て支援事業計画について＞ 

港区子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づく「市

町村子ども・子育て支援事業計画」として策定しているものです。１０の基本方針のもと、

１１５の計画事業を計上しています。 

また、本計画は、子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条第２項に基づく「市町村

計画」を包含していることから、港区が子どもの貧困対策として掲げている１１７の「港

区子どもの未来応援施策」もあわせて計上しています。 

 

＜本計画の目指すべき将来像と基本方針＞ 

目指すべき将来像 
安心して子育てができ、未来を担うすべての子どもたちが健やか

に成長できる地域共生社会 
  

基本方針１ 教育・保育施設等の充実 

基本方針２ 地域子ども・子育て支援事業の充実 

基本方針３ 教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保 

基本方針４ 子ども・子育て支援の質の確保 

基本方針５ 産後休業及び育児休業後における円滑な事業利用の確保 

基本方針６ 特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実 

基本方針７ ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備 

基本方針８ 放課後対策の総合的な推進 

基本方針９ 子どもの健全な育成に向けた施策の充実 

基本方針 10 子どもの未来を応援する施策の充実 

 

資 料５ 
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２ 基準日 

令和７年３月３１日時点の令和６年度の進捗状況 

 

３ 進捗状況評価 

（１）子ども・子育て支援事業計画 計画事業 

令和６年度の進捗状況調査の結果、子ども・子育て支援事業計画に計上している１１５

事業のうち、「当初計画以上」が７、「当初計画どおり」が１０７、「廃止」が１という結果

となりました。 

 ※「廃止」事業には、令和６年度以前に廃止されたものも含まれます。 

 事業数 

進捗状況評価（事業数） 

当初 

計画 

以上 

当初 

計画 

どおり 

当初 

計画 

遅延 

一部 

未実施 
未実施 廃止 

合 計 １１５ ７ １０７ ０ ０ ０ １ 

 
基本方針１ 

教育・保育施設等の充実 
８ ０ ８ ０ ０ ０ ０ 

基本方針２ 

地域子ども・子育て支援事業の

充実 

１６ ２ １４ ０ ０ ０ ０ 

基本方針３ 

教育・保育の一体的提供及び推

進体制の確保 

３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ 

基本方針４ 

子ども・子育て支援の質の確保 
２０ ３ １７ ０ ０ ０ ０ 

基本方針５ 

産後休業及び育児休業後にお

ける円滑な事業利用の確保 

２ ０ １ ０ ０ ０ １ 

基本方針６ 

特別な支援が必要な家庭や子

どもの施策の充実 

２６ ０ ２６ ０ ０ ０ ０ 

基本方針７ 

ワーク・ライフ・バランス実現

のための環境整備 

７ ０ ７ ０ ０ ０ ０ 

基本方針８ 

放課後対策の総合的な推進 
８ ２ ６ ０ ０ ０ ０ 

基本方針９ 

子どもの健全な育成に向けた

施策の充実 

１５ ０ １５ ０ ０ ０ ０ 

基本方針 10 

子どもの未来を応援する施策

の充実 

１０ ０ １０ ０ ０ ０ ０ 



3 

＜「当初計画以上」「廃止」の評価理由＞ 
評価 事業名 当初計画 評価理由 

当初 

計画 

以上 

(７事業) 

学童クラブ

事業の充実

2-(3)-① 

増加する学童クラブ需要に対応する

ため、区立高輪台小学校内で新たに学

童クラブ事業を実施するとともに、新

たに開設する（仮称）区立芝浦第二小

学校内においても学童クラブ事業を

実施するなど学童クラブ定員の拡大

を図ります。 

令和６年４月に放課ＧＯ→みたに学

童クラブ（定員 40人）を開設したた

め 

病児・病後

児保育室の

定員拡大 

2-(10)-① 

定員超過により病児・病後児保育を利

用できない区民のニーズに対応する

ために、既存の施設の定員拡大に努め

るとともに、新規施設の開設に向け、

医療機関に働きかけを行います。 

令和６年９月に、一部の病児保育室

において土曜保育を開始するととも

に、令和７年 1 月に新たに定員８名

の病児保育室を開設したため 

保育士の業

務負担軽減

の推進【新

規事業】 

4-(2)-① 

日常の保育のほか、園児の登降園の管

理、指導計画の作成など多種多様な業

務を行っている保育士の業務負担を

軽減するため、保育園におけるＩＣＴ

化や保育体制の強化を推進します。 

ＩＣＴ機器導入経費を補助するとと

もに、保育業務支援システムの機能

拡充を行った。また、保育体制の強化

のため、保育の充実要員として保育

士の業務を補助する者の雇上げに係

る補助を拡充したため 

乳幼児期に

ふさわしい

心身の発達

を促す保育

の推進 

4-(2)-② 

保育所の環境を通して、養護と教育を

一体的に提供し、乳幼児期にふさわし

い心身の発達を促す保育を推進する

ために、研修や公開保育等を実施し、

保育士等の専門性を高め資質の向上

を図ります。また、保育指導員による

巡回を通して保育内容の指導、助言、

相談を行う等、保育園の運営を支援し

ます。 

探求活動を推進するため、職員向け

ワークショップを実施し、自園の具

体的な実践に繋げた。また、子どもが

英語に触れ合う機会の創出として、

英語を使って様々な遊びを経験する

英語で遊ぼう事業を実施したため 

区立小学校

を活用した

放課後の居

場所づくり

（放課ＧＯ

→）の推進 

4-(3)-② 

区立小学校内で安全・安心に活動でき

る放課後の居場所づくり（放課ＧＯ

→）を推進します。また、学童クラブ

事業に対応できる専用室の確保など、

条件が整った小学校には、学童クラブ

事業を加えた放課ＧＯ→クラブの実

施を検討します。 

令和６年４月に放課ＧＯ→みたに学

童クラブ（定員 40人）を開設したた

め 

学童クラブ

事業の充実

8-(1) 

【再掲】 

施設改善や新規開設により、学童クラ

ブ定員の確保、充実を図ります。 

 

令和６年４月に放課ＧＯ→みたに学

童クラブ（定員 40人）を開設したた

め 

 

放課ＧＯ→

クラブの令

和６（2024）

年度に達成

されるべき

目標事業量 

8-(2) 

学童クラブ事業に対応できる専用室

の確保など条件が整った小学校には、

放課ＧＯ→と学童クラブ事業を併せ

た放課ＧＯ→クラブの実施を検討し

ます。 

令和６年４月に放課ＧＯ→みたに学

童クラブ（定員 40人）を開設したた

め 
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廃止 

(1 事業) 

保育施設の

１歳児定員

の拡大 

5-(1)-② 

保育需要が特に多い 1 歳児を対象と

して、新設または開設後間もない私立

認可保育園及び港区保育室の空きク

ラスを活用した 1 歳児の受入れを行

い、保育需要に柔軟に対応します。 

待機児童が解消され、本事業の利⽤
率が低下していたことや、空きクラ

スを確保できる私⽴認可保育園が減

っており、事業を継続することが困

難であったことを踏まえ、令和２年

度末をもって事業を廃止したため 
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（２）子どもの未来応援施策 

令和６年度の進捗状況調査の結果、子ども・子育て支援事業計画に計上している１１７

事業のうち、「当初計画以上」が３、「当初計画どおり」が１０７、「未実施」が１、「廃止」

が６という結果となりました。 

※「廃止」事業には、令和６年度以前に廃止されたものも含まれます。 

 

  

 事業数 

進捗状況評価（事業数） 

当初 

計画 

以上 

当初 

計画 

どおり 

当初 

計画 

遅延 

一部 

未実施 
未実施 廃止 

合 計 １１７ ３ １０７ ０ ０ １ ６ 

 （１）教育・学習の支援 １４ ０ １２ ０ ０ ０ ２ 

（２）生活環境の安定の支援 ６６ ３ ６１ ０ ０ １ １ 

（３）経済的安定の支援 ３４ ０ ３１ ０ ０ ０ ３ 

（４）地域で子どもの未来を応

援する体制の整備 
３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ 
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＜「当初計画以上」、「未実施」、「廃止」の評価理由＞ 
評価 事業名 当初計画 評価理由 

当初 

計画 

以上 

(３事業) 

放課 GO→

クラブ・学

童クラブ 

(2)-30 

放課後等に学校施設を活用し学習、ス

ポーツ、遊びなどの活動を行います。

また、学校施設や民間ビル等を活用し

保護者が就労等の理由で保護を受け

られない児童に対し、適切な遊び及び

生活の場を提供します。 

令和６年４月に放課ＧＯ→みたに学

童クラブを開設したため 

病児・病後

児保育 

(2)-40 

乳幼児が病気の回復期等にあるため、

集団保育の困難な期間、病児・病後児

保育室において一時保育します。 

令和６年９月に、一部の病児保育室に

おいて土曜保育を開始するとともに、 

令和７年 1 月に新たに定員８名の病

児保育室を開設したため 

産前産後家

事・育児支

援事業 

(2)-59 

区内在住の妊娠中又は出産直後に日

常生活にお困りの家庭に対して、ホー

ムヘルパー又は母子専門の支援員「産

後ドゥーラ」が訪問し、家事又は育児

支援を行います。 

産後ドゥーラの利用対象について、生

後１歳の先日までの児童は 60 時間、

２歳の前日までの多胎児は 45 時間、

３歳の前日までの多胎児は 30 時間ま

で拡充したため 

未実施 

(１事業) 

青少年問題

協議会 

(2)-36 

青少年問題に対処するために設置さ

れた区長の付属機関として「港区青少

年健全育成活動方針」を策定するとと

もに、関係機関と地域活動組織等の連

絡調整を行います。 

「港区青少年健全育成活動方針」を継

承する計画の策定や、青少年を取り巻

く課題の変化により、令和７年度に青

少年問題協議会の廃止を決定したこ

とから、令和６年度の会議は行わなか

ったため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止 

(６事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立幼稚園

就園奨励費 

(1)-7 

園児と同一世帯に属して生計を一に

している父母及びそれ以外の扶養義

務者の全ての者の区民税所得割課税

額に基づき、補助金を支給します。 

 

令和元年 10 月の幼児・教育保育の無

償化に伴い、事業廃止したため 

 

学びの未来

応援学習講

座 

(1)-14 

経済的困難を抱える家庭の中学校３

年生を対象に進路選択に資するため、

学習講座を開催し基礎的学力の定着

を図ります。 

令和６年度から、経済的な事情に関わ

らず希望する中学生を対象として、学

習講座を行う進路支援講座を開始し

たため 

親子ふれあ

い 助 成 事

(2)-26 

ひとり親家庭または区で定めた基準

所得内の両親家庭の親子を対象にレ

クリエーションにふさわしい日帰り

施設を指定し、低額な料金で利用でき

るようにすることにより、子どもの心

の成長を促し、児童の健全育成を図り

ます。 

利用実績や施策の目的を実現する手

段として十分機能していない現状を

踏まえ、令和２年度末をもって事業を

廃止したため 

港区女性福

祉資金貸付 

 (3)-19 

寡婦・未婚女性などの配偶者のいない

女性や要保護女性に各種資金の貸付

を行います。 

給付型奨学金の拡大や高校修学費無

償化等により、区民のニーズが著しく

低下していたため、令和元年度末をも

って廃止したため 

 

保育料 寡

婦（寡夫）

みなし適用 

(3)-23 

 

 

婚姻暦のないひとり親世帯（児童扶養

手当受給者）において、保育料の税法

上の寡婦（寡夫）控除のみなし適用を

行います。 

令和３年度から住民税法が改正され

たため、令和３年９月分以降の適用

を終了したため 
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廃止 

(６事業) 

幼稚園保育

料の算定に

おける寡婦

（寡夫）控

除みなし適

用 

(3)-32 

保育料算定の基礎となる区市町村民

税所得割課税額の計算に当たり、婚姻

歴のないひとり親世帯（児童扶養手当

受給者）について、税法上の寡婦（寡

夫）控除の適用があるものとみなして

算定します。 

令和３年１月１日施行の国の税制改

正により、幼稚園保育料の寡婦（寡夫）

控除のみなし適用を終了したため 

 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

1

2

3

4

5

6

7

8

引き続き、保育需要の動向を
見極めながら、付置の要請に
ついては、慎重に判断しま
す。

子ども政策課
　子ども政策推進係

保育施設の定員に空きが生じている
現況を踏まえ、新たな大規模開発に
対しては、認可保育園付置の要請を
行っていません。

当初
計画
どお
り

待機児童ゼロ達成後、小規模
保育事業において、定員に対
する空きが出ている現状を踏
まえ、小規模保育事業の連携
施設の設定を進めていきま
す。
引き続き、小規模保育事業に
対して、連携施設の設定を進
めます。

子ども政策課
　子ども政策推進係

子ども家庭支援センター
　子ども家庭サービス係

引き続き、就学前人口の今後
の動向や幼稚園、保育園等の
入園の申込み状況等から今後
の認定こども園の需要等を精
査した上で、慎重に検討を進
めます。

子ども政策課
　子ども政策推進係

引き続き利用者のニーズを踏
まえながら、区内５か所で事
業を実施します。
また、児童の健やかな成長を
支えるために、保育の質の向
上に取り組みます。

１　教育・保育施設等の充実

教育長室
　教育推進担当
学務課
　学校計画担当

Ｒ７年度の実施予定

区内保育施設の定員に空きが
生じている状況や保育需要の
動向を注視しながら、「港区
の待機児童ゼロ達成後の新た
な課題への対応方針」に沿っ
て、保育定員の適切な管理に
取り組みます。
港区保育室についても、引き
続き、将来的な終了も視野に
入れた定員設定を行います。

子ども政策課
　子ども政策推進係

学務課
　学校計画担当

掲載
ぺージ

幼児人口や幼稚園希望率の減少等に
伴い、公私立幼稚園共に園児数が減
少しています。
こうした状況を踏まえ、令和６年度
入園の区立幼稚園募集定員を３～５
歳児合計で125人削減しましたが、
引き続き定員に空きが生じている状
況です。

当初
計画
どお
り

引き続き幼稚園ニーズの動向
を注視し、公私立幼稚園全体
で幼児の受入体制を確保して
いきます。

教育長室
　教育推進担当
学務課
　学校計画担当

（1）
幼児教育（１号
認定及び２号認
定のうち共働き
で幼稚園を利用
している者）

巻末ボックス表
１

①幼稚園の受入
体制の充実

地域や年齢ごとの幼稚園入園のニー
ズを的確に把握し、公私立幼稚園全
体で幼稚園の受入体制の充実を図り
ます。

29

(2)
保育（２号認定
のうち共働きで
幼稚園を利用し
ていない者、３
号認定）

巻末ボックス表
２

①保育施設の充
実

待機児童ゼロを継続するため、保育
ニーズの高い地域を精査しつつ、区
立園・私立園の適正バランスを考慮
しながら、私立認可保育園の誘致を
中心とした保育施設の充実を図りま
す。なお、区が独自に実施している
港区保育室については、今後の保育
需要や待機児童の推移を考慮しなが
ら、既存施設の継続や廃止、認可化
等の判断をしていきます。

32

②認定こども園
の必要性や今後
の方向性につい
ての検討

④地域型保育事
業の実施

現在実施している小規模保育事業、
事業所内保育事業、居宅訪問型保育
事業を継続し、多様な地域型保育事
業の中から保護者が選択できる仕組
みを確保します。

32

③みなと保育サ
ポート事業の充
実

保護者の就労形態の多様化に伴う保
育ニーズに対応するため、パートタ
イム勤務や短時間勤務等により、児
童を保育できない家庭を対象に、１
日8 時間以内で1 か月160 時間を上
限に保育を行う、区内５箇所で実施
するみなと保育サポート事業の充実
を図ります。

32

⑤大規模開発に
おける認可保育
園付置の要請

②園舎等の整備

幼児数の変化や施設の老朽化に対応
し、より良い教育環境を確保するた
め、計画的に区立幼稚園園舎等の改
築や増築等を進めます。

29
令和８年夏の完成に向け、赤羽幼稚
園の新園舎の整備工事を進めまし
た。

引き続き幼稚園ニーズの動向
を注視し、公私立幼稚園全体
で幼児の受入体制を確保して
いきます。

③幼稚園の適正
規模の確保

幼児人口が増加する一方で、幼稚園
の需要率は減少傾向にありますが、
今後の幼児人口の推移や就園状況、
地域の状況、教育環境等を考慮し、
区立幼稚園の適正規模の確保に取り
組みます。

29

幼児人口や幼稚園希望率の減少等に
伴い、公私立幼稚園共に園児数が減
少しています。
こうした状況を踏まえ、令和６年度
入園の区立幼稚園募集定員を３～５
歳児合計で125人削減しましたが、
引き続き定員に空きが生じている状
況です。

当初
計画
どお
り

集合住宅等の大規模開発の際、敷地
内に認可保育園の付置を要請しま
す。

32

当初
計画
どお
り

現在は、区内就学前児童人口の減少
等に伴う保育需要の減少により、区
内保育施設の定員に空きが生じてい
る状況です。
保育需要の動向を注視しながら、保
育定員の適切な管理に取り組んでい
ます。
港区保育室については、将来的な終
了も視野に入れた定員設定を行って
います。

区内５か所で事業を実施しました。
令和６年度の定期利用保育は延べ
13,960人、スポット利用保育は延べ
1,582人の利用がありました。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

区立芝浦アイランドこども園の運営
状況や区民ニーズ等を踏まえなが
ら、教育委員会とも連携し、認定こ
ども園の必要性や今後の方向性につ
いて検討します。

32

就学前児童人口の今後の動向や、今
後の認定こども園の需要見込み等を
精査した上で、整備地域や、定員設
定について検討を進めています。

小規模保育事業、居宅訪問型保育事
業については継続して実施していま
す。
令和６年４月からは、小規模保育事
業４か所に対して、３園の区立保育
園及び１園の私立認可保育園を連携
施設としてそれぞれ設定しました。

当初
計画
どお
り

計画内容

第３章

項目 計画事業

施策内容 基本方針

担当課・係

引き続き、赤羽幼稚園新園舎
の整備工事を進めます。

現況（Ｒ７年３月末時点）
進捗
状況

当初
計画
どお
り

1

資料５－２



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

9

10

11

12

13

14

15

当初
計画
どお
り

引き続き、区内19箇所で子育
てひろば事業を実施し、親子
が身近な場所で気軽に集い、
仲間づくりや情報交換ができ
る場所を提供し、育児に関す
る講座や集いの開催、子育て
相談などを行います。
令和７年７月からあっぴぃ高
輪とあっぴぃパーク高輪の２
箇所を開設し、子育てひろば
事業を拡充します。

子ども家庭支援センター
　子ども家庭サービス係

こんにちは赤ちゃん訪問2,062件の
訪問、再訪問86件、ママの健康相談
44件、妊婦訪問７件実施し、訪問数
は増加しました。

（５）
乳児家庭全戸訪
問事業

巻末ボックス表
３

乳児家庭全戸訪
問事業

生後４か月以内の乳児のいる全ての
家庭を保健師または助産師が訪問
し、赤ちゃんの体重測定や育児相
談、母親自身の体調等の相談、母子
保健サービス等の紹介など、育児不
安の軽減、産後うつ病の予防、母乳
育児の支援等を行っています。

38

区内19カ所で子育てひろば事業を実
施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き妊娠届時や母親学
級、両親学級のほか、プレマ
マ応援事業でこんにちは赤
ちゃん訪問事業の周知と活用
を勧奨するとともに、妊婦の
ための支援給付事業とも連動
して支援を強化します。ま
た、こども家庭センターとし
て、セルフプランの作成等も
実施し、必要な人には地区担
当保健師、健診事業、子育て
サービスや他機関連携の上継
続的な支援が実施できるよう
に取り組みます。

健康推進課
　地域保健係

当初
計画
どお
り

引き続き、家事・子育て等に
対して不安や負担を抱える子
育て家庭の居宅を訪問支援員
が訪問し、家庭が抱える不安
や悩みを傾聴するとともに、
家事・子育て等の支援を実施
することで、家庭や養育環境
を整え、虐待リスク等の高ま
りを未然に防ぎます。

子ども家庭支援センター
　相談支援係

40

（６）
養育支援訪問事
業

巻末ボックス表
３

①養育支援訪問
の充実

養育支援訪問事業の対象家庭のう
ち、子どもの食事を十分に作ること
ができていない、孤食の傾向にある
などの課題を抱えている家庭につい
て、食事の支援を充実させることな
どにより、表面化している課題の解
決を図るだけでなく、家庭の問題全
般への関わりを深め、適切な支援に
つなぎ、児童虐待の未然防止や早期
対応を図ります。

39

養育支援訪問事業では、必要とされ
る家庭へ101回訪問を実施し、専門
相談員の訪問よる相談・助言を行い
ました。子育て世帯訪問支援事業で
は、養育の支援が特に必要であると
判断した7家庭に延べ137回の支援を
実施しました。
養育支援訪問事業実施後は、その家
庭の状況に合わせ、その他の適切な
支援につなげました。

（７）
地域子育て支援
拠点事業（子育
てひろば事業）

巻末ボックス表
３

区内の認可保育園すべてにおいて延
長保育を実施しており、保護者の就
労状況や家庭の事情に応じて保育の
提供が可能となっています。

（４）
子育て短期支援
事業（ショート
ステイ事業）

巻末ボックス表
３

①子育て短期支
援事業（ショー
トステイ事業）
の充実

総定員としては確保できています
が、社会福祉法人恩賜財団慶福育児
会麻布乳児院は０歳児枠の定員が１
名のため、生後７日～10 か月未満
の受入れ拡充について、関係機関と
協議します。

37

保護者の仕事や出産、病気の際に児
童を預かる乳幼児ショートステイ事
業を区内３か所で実施し、延べ
2,344日の利用がありました。

令和２年７月に放課ＧＯ→クラブた
かなわだいを開設しました。
令和４年４月に放課ＧＯ→クラブし
ばはまを開設しました。
令和４年11月に放課ＧＯ→学童クラ
ブあかさかの定員を30人から54人に
拡大しました。
令和６年４月に放課ＧＯ→みたに学
童クラブ（定員40人）を開設しまし
た。

①子育てひろば
事業の推進

親子が身近な場所で気軽に集い、仲
間づくりや情報交換ができる場所を
提供し、育児に関する講座や集いの
開催、子育て相談などを行う子育て
ひろば事業を推進します。令和3
（2021）年4 月に開設する（仮称）
子ども家庭総合支援センターにおい
て、新たに子育てひろば事業を実施
します。

（３）
放課後児童クラ
ブ事業（学童ク
ラブ事業）

巻末ボックス表
３

①学童クラブ事
業の充実

増加する学童クラブ需要に対応する
ため、区立高輪台小学校内で新たに
学童クラブ事業を実施するととも
に、新たに開設する（仮称）区立芝
浦第二小学校内においても学童クラ
ブ事業を実施するなど学童クラブ定
員の拡大を図ります。

36

（２）
時間外保育事業
（延長保育事
業）

巻末ボックス表
３

時間外保育事業
（延長保育事
業）

保育園において認定された保育時間
（標準時間または短時間）を超えて
保育を実施しています。

35

当初
計画
どお
り

引き続き本事業を継続し、安
定的な運営体制の維持に努め
ます。

保育課
　保育支援係

令和７年４月に、桂坂学童ク
ラブの定員を30名増加します
（定員230名）。
引き続き、区内37か所で学童
クラブ事業を実施するととも
に、令和８年度に向け、放課
ＧＯ→学童クラブあかばねの
定員拡大並びに放課ＧＯ→学
童クラブしばはまの活動場所
の変更及び定員拡大に向け、
準備を進めていきます。

当初
計画
どお
り

引き続き、区内３か所で乳幼
児ショートステイ事業を実施
していきます。

子ども家庭支援センター
　子ども家庭サービス係

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

当初
計画
以上

（１）
利用者支援事業

巻末ボックス表
３

①利用者支援事
業の推進

妊産婦や子育て家庭が、母子保健や
保育等の子ども・子育て支援サービ
スを適切に選択し、確実、円滑に利
用できるよう、個別の子育て家庭の
ニーズを把握し、悩みや課題を受け
止めながら、ＩＣＴを活用したサー
ビスの情報提供やコーディネートを
行います。
子育てコーディネーターについて
は、子ども家庭支援センター移転後
も、より多くの子育て家庭の相談を
受け付けることができるよう、実施
方法（出張実施など）等の工夫を検
討します。

34

第３章

項目 計画事業
掲載

ぺージ

２　地域子ども・子育て支援事業の充実

現況（Ｒ７年３月末時点）

子育てに関する不安や悩みについて
のお話しを伺う子育てコーディネー
ター事業については、令和６年度は
２か所で計1,931件の相談を受けま
した。

当初
計画
どお
り

引き続き、子育てコーディ
ネーターが子育て家庭の相談
に寄り添い、丁寧に対応しま
す。

計画内容

子ども家庭支援センター
　子ども家庭サービス係

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課・係

施策内容 基本方針

2
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項番

第３章

項目 計画事業
掲載

ぺージ

２　地域子ども・子育て支援事業の充実

現況（Ｒ７年３月末時点）計画内容
進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課・係

施策内容 基本方針

16

17

18

19

20

21

22

23

当初
計画
どお
り

引き続き、医療機関に委託し
て、妊婦健康診査を実施し、
都外医療機関で受診した妊婦
健診の一部助成及び、令和３
年度より開始した多胎児妊婦
の健診回数拡充を継続しま
す。また、５年度に拡充した
妊婦超音波検査の一部助成回
数拡充につきましても、引き
続き継続します。

当初
計画
どお
り

保護者の利便性向上のため、
予約システムの機能改修につ
いて検討を進めます。

保育課
　保育支援係

（12）
妊婦健康診査

巻末ボックス表
３

妊婦健康診査
妊婦に対して健康診査を実施してい
ます。

45
健康推進課
　地域保健係

2,377人が初回の妊婦健診を受診
し、延べ24,822人が２回目以降の妊
婦健診を受診しました。

（10）
病児・病後児保
育事業

巻末ボックス表
３

子育て支援員研修や派遣型一時保育
事業の事業者と連携し、126人の協
力会員を登録しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、子育て支援員研修
や派遣型一時保育事業の事業
者と連携し、協力会員の確保
を図ります。
令和７年４月から、１時間当
たり800円のサポート料に対
し、区が300円を上乗せするこ
とで、協力会員が活動しやす
い環境を整備します。

子ども家庭支援センター
　子ども家庭サービス係

（11）
子育て援助活動
支援事業（ファ
ミリー・サポー
ト・センター事
業）

巻末ボックス表
３

①子育て援助活
動支援事業の充
実

今後も見込まれる需要の増加に対応
するため、「子育て支援員研修」を
活用した新規協力者の養成や、「派
遣型一時保育事業」と連携し、相互
に会員として登録できるようにする
など、協力会員の確保を図ります。

44

当初
計画
どお
り

より区民の方（保護者）が利
用しやすい電子申請改善を進
めます。また、引き続き本事
業の周知・利用を進め、訪問
型病児・病後児保育の充実を
図ります。

保育課
　保育支援係

③訪問型病児・
病後児保育の利
用助成

ベビーシッター等の派遣による、家
庭で病児・病後児保育を行う場合に
利用料の一部を助成しています。本
事業の周知・利用を進めるなど、病
児・病後児保育の充実を図ります。

43

令和７年１月に新たに電子申請を開
始したことにより、気軽に申請がで
きることから訪問型病児・病後児保
育の利用助成申請者は増加していま
す。

当初
計画
以上

保護者からのニーズや供給体
制の状況を踏まえつつ、対象
者の拡大や制度全体の改善に
向けた検討を進めます。

保育課
　保育支援係

②病児・病後児
保育室の利便性
の向上

病児保育室４施設、病後児保育室１
施設では、電話により予約受付をし
ていますが、予約システムの導入な
どにより、保護者の利便性を向上し
ます。

43

病児保育室３室においてマルチ決済
端末を導入しました。病児・病後児
保育室４室ではPayPayによるキャッ
シュレス決済を導入しています。

①病児・病後児
保育室の定員拡
大

定員超過により病児・病後児保育を
利用できない区民のニーズに対応す
るために、既存の施設の定員拡大に
努めるとともに、新規施設の開設に
向け、医療機関に働きかけを行いま
す。

43

令和７年１月に新たに定員８名の病
児保育室を開設したことにより、病
児保育の受け入れ体制が拡充され、
利用可能人数が増加しました。これ
に伴い、利用者数も前年比で増加し
ています。また、受け入れができな
かった児童数は1,139人と、前年度
から減少しています。

子育てをする家庭の子育て不安の解
消を図るとともに、各家庭の多様な
ニーズに対応するため、ＩＣＴを活
用した区内全施設のリアルタイムの
空き情報の提供や、予約システムの
導入など、利用しやすい仕組みづく
りを検討します。

42

引き続き、広報等を通じて子
育て支援員研修の受講を周知
し、子育て支援員を育成しま
す。
産前産後家事・育児支援サー
ビスの受託事業者を増やし、
適切にサービスを提供しま
す。

子ども家庭支援センター
　子ども家庭サービス係

（８）
一時預かり事業
（幼稚園等の預
かり保育）

巻末ボックス表
３

①預かり保育の
充実

区立幼稚園全園で預かり保育を実施
するとともに、幼児の生活リズムへ
の配慮や家庭との連携を踏まえた上
で、保育内容の充実に努めます。

41
区立幼稚園全園で預かり保育を実施
しました。令和６年度は延べ22,422
人が預かり保育を利用しました。

②生活スタイル
の多様化に対応
した子育て支援
策の充実

ファミリー・サポート（育児サポー
ト子むすび）や派遣型一時保育を担
う子育て支援員の育成、産前産後家
事・育児支援サービスの受託事業者
数の増加、ショートステイ、トワイ
ライトステイの実施などにより、
様々な時間帯・保育内容等に対応す
る子育て支援サービスの充実を図り
ます。

40

子育て支援員は38人が研修を修了し
ました。
産前産後家事・育児支援サービスの
受託事業者数は９社となりました。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

引き続きLINEによる一時預か
りの予約受付を実施し、利便
性の向上を図ります。

子ども家庭支援センター
　子ども家庭サービス係

当初
計画
どお
り

引き続き、区立幼稚園全園で
預かり保育を実施するととも
に、保育内容等の充実に努め
ます。
また、１園で試行的に預かり
保育の時間を午後５時30分ま
で延長するとともに、春季休
業中の一時預かり事業を開始
します。

学務課
　学事係

（７）
地域子育て支援
拠点事業（子育
てひろば事業）

巻末ボックス表
３

ＩＣＴを活用し、施設のキャッシュ
レス化を進めることで、ＬＩＮＥに
よる一時預かりの予約を行い、利用
者の利便性の向上を図りました。

（９）
一時預かり事業
（幼稚園等の預
かり保育以外）

巻末ボックス表
３

①一時預かり事
業の推進

3



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

第３章

項目 計画事業
掲載

ぺージ

２　地域子ども・子育て支援事業の充実

現況（Ｒ７年３月末時点）計画内容
進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課・係

施策内容 基本方針

24

（13）
実費徴収に係る
補足給付を行う
事業

巻末ボックス表
３

①私立幼稚園副
食費に係る補足
給付事業の拡充

多子世帯の経済的な負担を軽減する
ことで、子育てしやすい環境を整備
するため、私立幼稚園の副食費に係
る補足給付事業の対象を第２子以降
の子どもまで拡大します。

46
副食費に係る補足給付事業の対象を
第２子以降の子どもまで拡大しまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、多子世帯の経済的
負担軽減のための補足給付事
業を行っていきます。

教育長室
　教育総務係

4



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

25

26

27

引き続き、幼稚園幼児指導要
録の写し、保育園児童保育要
録の写しを小学校へ送付し情
報提供を行います。
また、必要に応じて就学支援
シート等を活用するなど、各
関係諸機関との情報共有を行
います。
幼児・児童の交流活動や、保
育・授業の参観、情報交換会
などを工夫して実施し、交
流・連携の強化を図ります。

教育人事企画課
子ども政策課
　子ども施設指導係

当初
計画
どお
り

子ども政策課
　子ども政策推進係

当初
計画
どお
り

小学校の学区域毎の保幼小合
同研修会や幼児教育研修会を
開催し、引き続き、架け橋期
の教育の質の向上と、保育
園・幼稚園・小学校の連携の
充実を図ります。

教育人事企画課
子ども政策課
　子ども施設指導係

当初
計画
どお
り

引き続き、就学前人口の今後
の動向や幼稚園、保育園等の
入園の申込み状況等から今後
の認定こども園の需要等を精
査した上で、慎重に検討を進
めます。

(2)
教育・保育の推
進体制

①保育園、幼稚
園、小学校での
交流・連携

子どもの育ちを支えるための情報を
保育園、幼稚園から就学先となる小
学校へ提供する等、相互理解を深め
るために、保育園、幼稚園、小学校
での交流・連携を強化します。

48

幼稚園は幼稚園指導要録の写し、保
育園は保育園児童保育要録の写しを
小学校へ送付し情報提供を行いまし
た。
また、必要に応じて就学支援シート
等を活用するなど、各関係諸機関と
の情報共有を行いました。
さらに、多くの小学校の学区域で、
対面による幼児・児童の交流・連携
を行いました。

②保幼小合同研
修会等の充実

幼児期の教育から小学校教育への円
滑な接続に向け、小学校の学区域毎
の保幼小合同研修会や幼児教育研修
会を開催します。互いの指導の内容
や方法を学び合うことにより、幼児
期の教育の質の向上及び、保育園、
幼稚園、小学校が連携した就学前教
育の取組をさらに推進します。

48

小学校の学区域毎の保幼小合同研修
会や幼児教育研修会を開催し、幼児
期の教育と小学校教育の指導内容や
方法を学び合い、「幼児期の終わり
までに育ってほしい姿」を手掛かり
に幼児・児童理解を深め、幼児期の
教育及び小学校入門期の教育の質の
向上を図りました。

（1）
教育・保育の一
体的提供及び推
進体制の確保

①認定こども園
の必要性や今後
の方向性につい
ての検討【再
掲】

区立芝浦アイランドこども園の運営
状況や区民ニーズ等を踏まえなが
ら、教育委員会とも連携し、認定こ
ども園の必要性や今後の方向性につ
いて検討します。

47

就学前児童人口の今後の動向や、今
後の認定こども園の需要見込み等を
精査した上で、整備地域や、定員設
定について検討を進めています。

３　教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保第３章

項目 計画事業 計画内容 担当課・係
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定

施策内容 基本方針

5



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

28

29

30

31

32

33

34

②乳幼児期にふ
さわしい心身の
発達を促す保育
の推進

保育所の環境を通して、養護と教育
を一体的に提供し、乳幼児期にふさ
わしい心身の発達を促す保育を推進
するために、研修や公開保育等を実
施し、保育士等の専門性を高め資質
の向上を図ります。また、保育指導
員による巡回を通して保育内容の指
導、助言、相談を行う等、保育園の
運営を支援します。

50

認可保育施設の指導検査を83施設に
実施、認可外保育施設及び居宅訪問
型保育事業所（個人事業主を含む）
の立入調査を170か所に実施し、指
導検査基準に沿った運営、保育の確
認及び指導を行いました。
また、認可、認可外保育施設に加え
て乳児院２件、乳幼児一時預かり事
業５施設の指導検査を実施しまし
た。

当初
計画
どお
り

③給食を通じた
食育の推進

子どもが集団の中で楽しく食事をす
ることで、食事の大切さを知り、望
ましい食習慣を身につけ、健康な生
活を送れるように、食育を一層推進
します。また、食物アレルギーや宗
教食に対する基礎知識や対応につい
ても研修等を通して充実を図りま
す。

50

区立保育施設への巡回を通じた園へ
の栄養・衛生・食育の指導、給食担
当者への研修を行うことで、給食運
営、食育の推進に必要な情報を共有
し、円滑な運営への支援を行いまし
た。

当初
計画
どお
り

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定

当初
計画
以上

④指導検査・訪
問指導などによ
る保育の質の向
上

認可保育施設に加え、幼児教育・保
育の無償化に伴い新たに子育てのた
めの施設等利用給付の対象となった
認可外の保育施設等に対し、基準に
基づく運営を遵守しているかを確認
し、必要な指導・監督を行うなど区
内保育施設の保育の質の確保と保育
水準の向上を図ります。

50

探求活動を推進するため、職員向け
ワークショップを実施し、自園の具
体的な実践に繋げました。また、子
どもが英語に触れ合う機会の創出と
して、英語を使って様々な遊びを経
験する英語で遊ぼう事業を実施しま
した。

当初
計画
以上

担当課・係計画内容

子ども政策課
　子ども政策推進係

①保育士の業務
負担軽減の推進
【新規事業】

日常の保育のほか、園児の登降園の
管理、指導計画の作成など多種多様
な業務を行っている保育士の業務負
担を軽減するため、保育園における
ＩＣＴ化や保育体制の強化を推進し
ます。

50

ＩＣＴ機器導入経費を補助するとと
もに、保育業務支援システムの機能
拡充を行いました。また、保育体制
の強化のため、保育の充実要員とし
て保育士の業務を補助する者の雇上
げに係る補助を拡充しました。

保育課
　運営支援係

令和７年度も引き続き、保育
の質の確保と安全な保育運営
のため、認可保育園、認可外
保育施設及び居宅訪問型保育
事業（個人事業主を含む）、
乳児院、乳幼児一時預かり事
業への指導検査または立入調
査を実施します。また、保育
アドバイザー派遣事業につい
ても、保育施設の持つ課題に
対し早期に対応するため、本
事業を継続します。

令和６年度は「子育て支援員研修
（地域保育コース）」を２回実施
し、38人が修了しました。

一時預かり事業、港区派遣型
一時保育事業及び育児サポー
ト子むすびの活動に従事する
保育者の確保を図ります。

子ども家庭支援センター
　子ども家庭サービス係

当初
計画
どお
り

子ども政策課
　子ども施設指導係

第３章 基本方針

項目 計画事業

（１）
子ども・子育て
支援体制の強化
に向けた環境整
備

①（仮称）港区
児童福祉審議会
の設置【新規事
業】

令和3（2021）年4 月に児童福祉審
議会を設置し、区が認可保育園の設
置認可や事業停止命令、認可外保育
施設に対する事業停止命令、里親の
適格性の認定、虐待等を理由とする
児童の施設の措置等（保護者の同意
を得られない場合）などを行う際
に、児童福祉、法律、医療、建築等
の多岐にわたる専門的な見地から意
見を伺うとともに、重大な児童虐待
が発生した際の事例を検証します。

49

児童福祉審議会本会１回、保育部会
３回、里親・子どもの権利擁護部会
４回、臨時の部会である社会的養育
推進計画策定部会３回の合計11回開
催し、審議しました。保育部会で
は、私立保育所の計画承認等を審議
し、里親・子どもの権利擁護部会で
は、里親の認定等や子どもの意見を
尊重した対応を児童相談所が行えて
いるかを確認するアドボケイトな
ど、子どもの権利擁護に取り組みま
した。

②地域における
子ども・子育て
支援者の育成

一時預かり事業や子育て援助活動支
援事業（ファミリー・サポート・セ
ンター事業）、派遣型一時保育事業
等、区の子ども・子育て支援事業の
従事者を育成する「子育て支援員研
修」を実施し、地域において多世代
が子どもと子育てを支援する文化を
醸成します。

49

掲載
ぺージ

現況（Ｒ７年３月末時点）

施策内容 ４　子ども・子育て支援の質の確保

令和６年度に実施した英語で
遊ぼう事業の対象を区立保育
園15園に拡大実施します。
子どもの人権に対する更なる
意識向上と、不適切保育の未
然防止のため、人権ファシリ
テーター育成研修を拡大しま
す(対象者および実施方法）。
また各保育施設に講師が出向
き、各々の課題にあわせた研
修を実施（アウトリーチ型研
修）し、保育の質向上を支援
します。

子ども政策課
　子ども施設指導係

保育課
　運営支援係

児童福祉審議会及び部会を適
宜開催し、保育所の新規開
設、里親の認定・登録の更
新、子どもの権利擁護などを
審議し、子どもの命と権利を
守る取組を継続します。

当初
計画
どお
り

引き続き、給食を通じた食育
の推進に向けた取組を充実さ
せるために、積極的な情報発
信や研修の充実を図ります。

保育課
　運営支援係

⑤保育従事職員
の確保・定着の
支援

私立認可保育園などにおける保育人
材の確保・定着、並びに保育サービ
スの質の向上を図るため、事業者の
行う保育従事職員の賃金改善や宿舎
借り上げなどの処遇改善の取組を支
援します。

50

私立認可保育園などにおける保育人
材の確保・定着、並びに保育サービ
スの質の向上を図るため、事業者の
行う保育従事職員の賃金改善や宿舎
借り上げなどの処遇改善の取組を支
援します。

当初
計画
どお
り

引き続き、保育士等キャリア
アップ補助事業を実施すると
ともに、保育士等宿舎借り上
げ支援事業においては、より
多くの職員が区内保育施設で
安心して働き続けられる環境
を整える支援を実施します。

（２）
教育・保育等の
質の確保 引き続き、新たに開設する私

立認可保育園等における保育
業務支援システムの導入を支
援するとともに、保育に係る
周辺業務を行う保育支援者等
の活用を支援します。

6



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

第３章 基本方針

項目 計画事業
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課・係計画内容

施策内容 ４　子ども・子育て支援の質の確保

35

36

37

38

39

40

41

（２）
教育・保育等の
質の確保

（３）
就学児童の居場
所づくりにおけ
る質の確保

（２）
教育・保育等の
質の確保

災害発生時に児童施設を利用してい
る児童・保護者の安全を確保し、災
害の種類や程度に応じて的確に対応
できるよう避難訓練を実施するとと
もに、施設の防災備蓄物資の整備を
推進するなど、施設の災害対応能力
の向上を図ります。また、園外活動
時の安全確保を推進するため、警察
などの関係機関と連携しキッズゾー
ン等の安全対策に取り組むととも
に、園外活動時における安全体制の
強化を支援します。

51

私立認可保育園等に対して防災備蓄
物資の整備を支援するとともに、指
導検査・訪問指導を通じて避難訓練
の実施を推進しました。また、警察
などの関係機関と連携し、区内25か
所にキッズ・ゾーンを設定するとと
もに、園外活動時における安全体制
の強化を支援しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、私立認可保育園等
に対して防災備蓄物資の整備
を支援するとともに、指導検
査・訪問指導を通じた避難訓
練の実施を推進します。各地
区総合支所などと連携しキッ
ズ・ゾーンを運用・管理する
とともに、園外活動時におけ
る安全体制の強化を支援しま
す。

「港区放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準を定める条
例」で定める職員数以上の有資格者
（放課後児童支援員）を全学童クラ
ブに配置するとともに、先進的なプ
ログラムを積極的に取り入れるなど
学童クラブ事業の質の向上を図りま
す。

52

⑦保育施設にお
ける安全確保の
推進

⑪私立幼稚園へ
の支援及び連携
の充実

幼児教育充実のため、公私立幼稚園
等が企画段階から連携して研修会を
実施するなど、教育職員の資質向上
に向けた連携を行うとともに、特別
支援アドバイザーや幼稚園カウンセ
ラーの派遣、運営経費に対する補助
金の交付等により、私立幼稚園の運
営を支援します。また、保護者の負
担軽減と公私較差の解消を図るた
め、引き続き保育料及び入園料に対
する補助金を交付します。

当初
計画
どお
り

私立幼稚園に対し、特別な配
慮を要する幼児に対する保育
補助員配置に係る経費や、Ｉ
ＣＴの活用に係る経費の補助
を新たに追加し、運営を支援
します。

⑧幼稚園におけ
る安全確保の推
進

各幼稚園において、マニュアルを活
用した防災訓練や防犯訓練を定期的
に実施するなど、自然災害対策や防
犯対策の強化、充実を図るととも
に、警察などの関係機関と連携し、
登降園時等における安全対策を推進
します。また、私立幼稚園に対し
て、防犯カメラ設置などに係る経費
を補助することで、私立幼稚園の安
全対策を支援します。

51

各園の環境に応じて、様々な想定の
もと、関係機関と連携して防災・防
犯訓練を実施するなど、安全対策を
推進しています。

当初
計画
どお
り

引き続き教員への防災講習や
幼児への防災教育の実施、防
災訓練等を通じて、区立幼稚
園の災害等対応能力の向上を
図ります。

教育長室
　教育総務係
学務課
　学校計画担当

保育課
　運営支援係

①学童クラブ事
業の質の向上

⑩幼稚園保育料
等の多子世帯へ
の負担軽減の拡
充

各学童クラブの職員に対し、東京都
で実施をしている放課後児童支援員
認定資格研修の積極的な受講を呼び
かけ、放課後児童支援員の確保に努
め、新たに66名が受講しました。
都や他自治体の先進的な取組等を各
学童クラブに随時情報提供し、事業
の質の向上を図りました。

⑨保育園保育料
等の第２子以降
無料の拡充

就学前の子どものいる子育て家庭の
保育料負担の軽減を図り、２人目以
降の子どもを望む家庭が子育てしや
すい環境を整備することで、港区か
ら少子化対策を一層推進するため、
最年長の子どもを第１子とし、第２
子以降の保育園保育料を無料としま
す。また、３歳児クラス以上の給食
費についても、同様とします。

51

就学前の子どものいる子育て家庭の
保育料負担の軽減を図り、２人目以
降の子どもを望む家庭が子育てしや
すい環境を整備することで、港区か
ら少子化対策を一層推進するため、
最年長の子どもを第１子とし、第２
子以降の保育園保育料を無料としま
す。また、３歳児クラス以上の給食
費についても、同様とします。

当初
計画
どお
り

多子世帯の経済的な負担を軽減する
ことで、子育てしやすい環境の整備
を一層推進するため、私立幼稚園保
育料や区立幼稚園の子育てサポート
保育料（年間利用）等に対し実施し
ている多子世帯への負担軽減につい
て、これまで小学校３年生までの兄
や姉からとしていた子どもの数え方
を見直し、年齢にかかわらず最年長
の子どもを第１子とし、第２子以降
の負担軽減を実施します。

51

私立幼稚園保育料及び区立幼稚園の
子育てサポート保育料（年間利用）
に関わる多子世帯への負担軽減につ
いて、年齢に関わらず最年長の子ど
もを第１子とし、第２子以降の負担
軽減を実施しました（令和２年度か
ら実施）。

当初
計画
どお
り

引き続き、多子世帯への経済
的な負担軽減を実施します。

当初
計画
どお
り

引き続き、各学童クラブから
放課後児童支援員認定資格研
修の受講者を募り、積極的な
受講を促します。
他自治体等の先進的な取組等
を随時共有し、既存プログラ
ムに取り入れるなど、事業の
質の向上を図ります。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

学務課
　学事係

当初
計画
どお
り

51
教育長室
　教育総務係
教育人事企画課

０歳児から２歳児までの保育
料については、従前どおり世
帯収入に応じて保育料を徴収
していますが、東京都が令和
７年９月から保育所等利用世
帯負担軽減事業により、第１
子の保育料等の無償化を行う
ことから、区においても当該
事業を活用し、第１子の保育
料等を無料とします。

保育課
　保育支援係

特別支援アドバイザーや幼稚園カウ
ンセラーの派遣、運営経費の補助に
より教員の資質向上を図るととも
に、保護者の負担軽減と公私較差の
解消を図るため、保育料及び入園料
に対する補助金を交付しました。

⑥保育施設にお
ける外遊びの支
援

園庭のない私立認可保育園などに対
し、区立保育園、区立幼稚園、ス
ポーツセンターなどの区有施設を活
用してプール遊び、外遊びの場所や
運動会の場所を提供するほか、国公
有地の取得などにより代替園庭とし
ても利用可能な公園等を確保するな
ど、保育環境の充実に向け支援しま
す。

50

園庭のない私立認可保育園などに対
し、区立保育園、区立幼稚園、ス
ポーツセンターなどの区有施設を活
用してプール遊び、外遊びの場所や
運動会の場所を提供するほか、国公
有地の取得などにより代替園庭とし
ても利用可能な公園等を確保するな
ど、保育環境の充実に向け支援しま
した。

引き続き、園庭のない私立認
可保育園などに対し、区立保
育園、区立幼稚園、スポーツ
センターなどの区有施設を活
用してプール遊び、外遊びの
場所や運動会の場所を提供し
ます。

保育課
　運営支援係

7



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

第３章 基本方針

項目 計画事業
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課・係計画内容

施策内容 ４　子ども・子育て支援の質の確保

42

43

44

45

46

47

（３）
就学児童の居場
所づくりにおけ
る質の確保

令和２年４月から妊産婦用の港区コ
ミュニティバス無料乗車券で家族
（子どもの父、祖父母、兄弟）まで
拡大し、家族のうち乗車券に記載さ
れた人が、１回の利用につき１人ま
で無料としています。令和５年４月
からは、妊産婦用の港区コミュニ
ティバス乗車券で、１回の利用につ
き、２人まで無料としています。
また、令和５年４月から、妊産婦用
の港区コミュニティバス乗車券で、
１回の利用につき、２人まで無料と
しました。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

引き続き、各施設の施設状況
及び利用状況に応じた行事や
イベント等を行い、地域にお
ける子ども・子育て支援の拠
点としての場を提供します。

①子育て家庭に
対する支援

妊産婦の社会参加及び子育て支援を
目的として交付している港区コミュ
ニティバス無料乗車券の利用範囲を
家族（子どもの父、祖父母、兄弟）
まで拡大し、子育て家庭の外出支援
を強化します。

52

区立小学校内で安全・安心に活動で
きる放課後の居場所づくり（放課Ｇ
Ｏ→）を推進します。また、学童ク
ラブ事業に対応できる専用室の確保
など、条件が整った小学校には、学
童クラブ事業を加えた放課ＧＯ→ク
ラブの実施を検討します。

52

出産費用助成及びコミュニ
ティバス無料乗車券において
は引き続き拡大した内容で支
援を行っていきます。
引き続き、派遣型一時保育及
び一時預かり事業において、
多胎児の２人目以降の利用料
金を無償とします。

子ども若者支援課
　子ども給付係
子ども家庭支援センター
　子ども家庭サービス係

（４）
子育て家庭への
支援

当初
計画
以上

引き続き、区内19か所で放課
ＧＯ→・放課ＧＯ→クラブを
実施し、区立小学校内で安
全・安心に活動できる放課後
の居場所づくりを推進しま
す。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

生涯学習スポーツ振興課
　生涯学習係

引き続き、妊産婦の社会参加
及び子育て支援を目的とし、
拡大した利用範囲で港区コ
ミュニティバス無料乗車券を
交付します。

子ども若者支援課
　子ども給付係

学務課
　学事係

④幼稚園におけ
る子育て支援事
業の充実

幼稚園の運営にあたっては、地域に
おける幼児期の教育のセンターとし
て、家庭で子育てを行っている未就
園児の保護者に対し、園庭の開放や
子育ての相談、幼稚園に関する情報
の発信、親子で在園児と交流できる
場の提供など、積極的に地域の子育
てを支援していきます。

52

令和７年度は各幼稚園で「未就園児
の会」を合計419回実施しました。
全園で園庭開放を実施し乳幼児の遊
び場を設けることができました。ま
た、未就園児の会には延べ2,681人
が参加し、参加者同士の交流の場を
作ることができました。

②区立小学校を
活用した放課後
の居場所づくり
（放課ＧＯ→）
の推進

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

令和７年度も継続して「未就
園児の会」運営に補助員を導
入します。
また、未就園児の会や園庭開
放を通して、親子で在園児と
交流できる場の提供など、積
極的に地域の子育てを支援し
ていきます。

「保育園であそぼう」「園庭開放」
「子育て相談電話」を通して、在宅
子育て家庭を対象に、遊びの場や交
流の機会の提供を行い育児不安の解
消を図りました。また、各区立保育
園ホームページに「保育園であそぼ
う」年間予定表を掲載し、利用を呼
びかけました。

当初
計画
どお
り

②多胎児の子育
て家庭に対する
支援の充実

双子、三つ子など多胎児の子育て家
庭に対し、出産費用助成の増額、港
区コミュニティバス無料乗車券の追
加交付、派遣型一時保育・一時預か
り事業における２人目以降の利用料
金の無償化など支援を充実します。

52

出産費用助成においては、令和５年
４月から限度額に対する加算額を、
多胎の場合子どものうち一人を除い
た子ども一人につき48万円に増額し
ました。コミュニティバス無料乗車
券においては引き続き多胎児産婦は
子の数に応じた枚数を発行していま
す。

「保育園であそぼう」「園庭
開放」「子育て相談電話」を
通して、在宅子育て家庭を対
象に、遊びの場や交流の機会
の提供を行い育児不安の解消
を図ります。
また、各区立保育園ホーム
ページに「保育園であそぼ
う」年間予定表を掲載し、利
用を呼びかけます。

保育課
　運営支援係

③保育園におけ
る在宅子育て家
庭向け事業の推
進

在宅子育て家庭の親子を対象に、育
児不安の解消を図るために、育児相
談を受け、子育ての情報を提供する
とともに、「園庭開放」、「保育園
であそぼう」などの事業を実施しま
す。

52

③地域における
児童の健全育成
機能の強化

子ども中高生プラザ、児童館等は、
幼児期から中高生に至るまで長期に
わたる児童の健全な成長を見守ると
ともに、乳幼児を持つ保護者への子
育て支援など、地域における子ど
も・子育て支援の拠点として機能強
化を図ります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止のため、令和３年度までは放
課ＧＯ→を中止し、代替事業とし
て、緊急児童居場所づくり事業を実
施してきましたが、令和４年４月か
らは放課ＧＯ→を再開し、児童に適
切な学習、スポーツ、遊びを行える
安全・安心な居場所を提供しまし
た。
令和４年４月に放課ＧＯ→クラブし
ばはまを開設しました。
放課ＧＯ→みたに学童クラブ機能を
付置し、令和６年４月に放課ＧＯ→
クラブみたを開設しました。

52

地域における子ども・子育て拠点と
して機能強化を図るため、子どもた
ちが楽しめる行事、質の高いプログ
ラムの充実、見守りの強化など、学
校、地域、家庭等と連携し児童の健
全な育成を支援しました。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

8



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

48

49

産後休業及び育
児休業後におけ
る円滑な事業利
用の確保

①育児休業から
の復帰後の入所
支援の充実

育児休業制度を安心して利用できる
環境を整えるために、入所予約制度
の定員を充実するとともに、保育コ
ンシェルジュの活用など、情報提供
や相談体制を強化することで、育児
休業中の保護者の保育園選びを支援
します。

54

育児休業明け入所予約について昨年
度同様の定員で設定し、区民が安心
して育児休業制度を利用できる環境
を整えました。
保育コンシェルジュの出張説明会の
場所をあっぴぃ以外の子ども家庭支
援センターとPokkeに拡充し、相談
体制を強化しました。

②保育施設の１
歳児定員の拡大

保育需要が特に多い1歳児を対象と
して、新設または開設後間もない私
立認可保育園及び港区保育室の空き
クラスを活用した1 歳児の受入れを
行い、保育需要に柔軟に対応しま
す。

54

待機児童が解消され、本事業の利用
率が低下していたことや、空きクラ
スを確保できる私⽴認可保育園が
減っており、事業を継続することが
困難であったことを踏まえ、令和２
年度末をもって事業を廃止していま
す。

第３章 基本方針

項目 計画事業
掲載

ぺージ
計画内容

施策内容 ５　産後休業及び育児休業後における円滑な事業利用の確保

当初
計画
どお
り

保育コンシェルジュの出張説
明会及び育児休業明け入所予
約制度を引き続き実施しま
す。

保育課
　保育支援係

廃止
保育課
　運営支援係

－

現況（Ｒ７年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課・係

9



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

50

51

52

53

54

55

（２）
児童虐待防止対
策等の充実

子どもを守る地域ネットワーク巡回
支援事業において、公私立保育園・
幼稚園や公立小中学校、児童館等
179か所を326回訪問し、課題や不安
を抱える家庭の情報を収集して早期
の支援につなげました.
居住実態が把握できない児童につい
ても毎月関係機関と確認を行い迅速
に安全確認を行っています。

当初
計画
どお
り

子どもを守る地域ネットワー
ク巡回支援事業において、公
私立保育園・幼稚園や公立小
中学校、児童館等訪問し、課
題や不安を抱える家庭の情報
を収集して早期の支援につな
ぎ、児童虐待の未然防止を図
ります。
居住実態が把握できない児童
についても迅速に安全確認を
行い、必要に応じて適切な支
援を行います。

子ども家庭支援センター
　相談支援係

６　特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

多様な専門性を活かしなが
ら、あらゆる課題を抱える子
どもや家庭に寄り添い、切れ
目のない支援へ取り組みま
す。単なる危機管理的側面に
留まらず、子どもの権利擁護
を中心に据え、子どもの人権
と最善の利益を守ることを基
本とし、支援機関・地域関係
機関とも連携しながら、子ど
もの福祉の実現に取り組んで
いきます。また一時保護の司
法審査が開始するため、弁護
士等とのより密な連携を取
り、適切に対応していきま
す。

児童相談課
　児童福祉係

掲載
ぺージ

現況（Ｒ７年３月末時点）
進捗
状況

「困難な問題を抱える女性の
支援に関する法律」（令和６
年４月施行）や、ＤＶ防止法
の改正等を踏まえて、配偶者
からの暴力の相談、緊急時に
おける安全の確保、子どもの
前でのＤＶなどに対し、自立
生活促進のための情報提供や
援助などをすることで、引き
続き、困難な問題を抱える家
庭の援助に取り組みます。

③要保護児童対
策地域協議会を
中心とした児童
虐待対策等の推
進

要保護児童対策地域協議会の関係機
関との連携を強化し、要保護児童等
の早期発見や対応力を高めるため、
子どもを守る地域ネットワーク巡回
支援事業の実施など、児童虐待対策
を推進します。
居住実態が把握できない児童につい
ても迅速に安全確認を行い、必要に
応じて適切な支援を行います。
また、「港区児童虐待対応マニュア
ル」の改訂や関係機関向けの研修の
充実などにより、関係機関の支援力
の強化を図ります。

57

②ＤＶ被害者支
援策の強化・充
実【新規事業】

ＤＶ被害者の緊急時の一時保護先を
確保するため、ステップハウス等の
提供などの支援活動を行っている民
間団体に対して、活動資金の一部を
補助します。また、男性のＤＶ被害
者の一時保護施設を拡充するととも
に、ＤＶ加害者更生プログラムの利
用を促進するための助成制度を実施
します。

57

配偶者等からの暴力を受けた被害者
専用のステップハウス等を運営し、
ＤＶ被害者の支援活動を行う団体に
対し、活動に要する経費の一部を補
助しています。また、ＤＶ加害者の
更生を促すため、更生プログラムの
実施者に経費の一部を助成していま
す。

当初
計画
どお
り

引き続き、ＤＶ被害者の支援
活動を行う団体に対する経費
の一部補助と、ＤＶ加害者に
対する更生プログラムの経費
一部助成を通じて、ＤＶ被害
者支援策の充実に取り組みま
す。
ＤＶ被害者等の母子の安全を
図り、自立を支援するため、
他区の施設の活用も踏まえて
緊急一時保護に取り組みま
す。

①児童相談所の
設置による迅速
かつきめ細かな
援助の実現【新
規事業】【再
掲】

令和３（2021）年４月に児童相談所
を設置し、児童福祉司、児童心理
司、保健師、医師、弁護士等がチー
ムを組み、児童虐待などの養護相
談、非行相談、障害相談等の子ども
と家庭の問題に対応します。迅速に
安全確認、調査、相談を行い、必要
に応じ、一時保護、里親委託、施設
入所等を行います。子ども家庭支援
センターや地域の関係機関と連携
し、子どもと家庭の状況に応じた切
れ目のないきめ細かな援助を行いま
す。

56

多様な専門性を活かしながら、あら
ゆる課題を抱える子どもや家庭に寄
り添い、切れ目のない支援へ取り組
みました。単なる危機管理的側面に
留まらず、子どもの権利擁護を中心
に据え、子どもの人権と最善の利益
を守ることを基本とし、支援機関・
地域関係機関とも連携しながら、子
どもの福祉の実現に取り組んでいま
す。

当初
計画
どお
り

多様な専門性を活かしなが
ら、あらゆる課題を抱える子
どもや家庭に寄り添い、切れ
目のない支援へ取り組みま
す。単なる危機管理的側面に
留まらず、子どもの権利擁護
を中心に据え、子どもの人権
と最善の利益を守ることを基
本とし、支援機関・地域関係
機関とも連携しながら、子ど
もの福祉の実現に取り組んで
いきます。また一時保護の司
法審査が開始するため、弁護
士等とのより密な連携を取
り、適切に対応していきま
す。

第３章 基本方針

項目 計画事業

（１）
（仮称）港区子
ども家庭総合支
援センターの整
備

巻末ボックス表
１ ①児童相談所の

設置による迅速
かつきめ細かな
援助の実現【新
規事業】

令和３（2021）年４月に児童相談所
を設置し、児童福祉司、児童心理
司、保健師、医師、弁護士等がチー
ムを組み、児童虐待などの養護相
談、非行相談、障害相談等の子ども
と家庭の問題に対応します。迅速に
安全確認、調査、相談を行い、必要
に応じ、一時保護、里親委託、施設
入所等を行います。子ども家庭支援
センターや地域の関係機関と連携
し、子どもと家庭の状況に応じた切
れ目のないきめ細かな援助を行いま
す。

②区立母子生活
支援施設の設置
による母子保護
の推進【新規事
業】

令和３（2021）年４月に開設する区
立母子生活支援施設「メゾン・ド・
あじさい」では、様々な事情により
養育が困難となった母子を入所さ
せ、保護するとともに、生活支援や
養育支援など自立を促進するための
事業を実施します。また、退所者に
ついて相談その他の援助を行うこと
で母子の着実な自立を支援します。

計画内容

施策内容

③子ども家庭支
援センターへの
家庭相談機能の
統合による支援
の充実

配偶者暴力相談支援センター機能を
有する家庭相談機能を、子ども家庭
支援センターが実施する相談業務に
統合することで、子どもの養育に関
すること、ひとり親家庭の支援、夫
婦間のＤＶや離婚問題など、子ども
と家庭が直面している様々な課題に
対し、ワンストップで総合的に支援
できる体制を整備します。

Ｒ７年度の実施予定 担当課・係

引き続き、区立母子生活支援
施設「メゾン・ド・あじさ
い」等において、様々な事情
により養育が困難となった母
子を保護します。また、関係
機関との協力により、民間住
宅への転宅を含め自立に向け
て各サービス（事業）が利用
できるよう支援します。

子ども家庭支援センター
　家庭相談係

子ども家庭支援センター
　家庭相談係

子ども家庭支援センター
　家庭相談係

児童相談課
　児童福祉係

56

多様な専門性を活かしながら、あら
ゆる課題を抱える子どもや家庭に寄
り添い、切れ目のない支援へ取り組
みました。単なる危機管理的側面に
留まらず、子どもの権利擁護を中心
に据え、子どもの人権と最善の利益
を守ることを基本とし、支援機関・
地域関係機関とも連携しながら、子
どもの福祉の実現に取り組んでいま
す。

当初
計画
どお
り

56

令和３年４月に開設した区立母子生
活支援施設「メゾン・ド・あじさ
い」において、様々な事情により養
育が困難となった母子を保護してい
ます。
令和６年度は、「メゾン・ド・あじ
さい」に２世帯が新たに入所しまし
た。また、危険性の高い２世帯は区
外の施設に入所しました。

当初
計画
どお
り

56

家庭相談センター（配偶者暴力相談
支援センター）における女性福祉相
談・家庭相談を、子ども家庭支援セ
ンターの相談業務に統合し、ワンス
トップで総合的に支援できる体制と
しています。
令和６年度は、自立に努める母子家
庭等のＤＶ相談などに対し、相談員
が寄り添い、629件の困難な問題を
抱える家庭の相談に対応しました。

当初
計画
どお
り

10
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56

57

58

59

60

（２）
児童虐待防止対
策等の充実

子ども家庭支援センター
　相談支援係

⑧要支援家庭等
への支援の充実

養育支援訪問事業の実施のほか、要
支援家庭を対象としたショートステ
イ事業、産後要支援母子ショートス
テイ事業、医療機関と連携した保護
者支援プログラム等を実施するな
ど、児童の養育が困難な要支援家庭
等への支援策を充実させることで、
児童虐待の未然防止を図ります。

58

⑦子どもの権利
条約の啓発

「子どもの権利条約」で定めてい
る、「生きる権利」、「育つ権
利」、「守られる権利」、「参加す
る権利」について、啓発活動を実施
し、様々な機会を通して、子ども自
身が自らの権利を自覚できるよう促
します。
また、保育園や子ども中高生プラ
ザ・児童館等の子どもの施設におい
て、「全ての子どもが権利の主体で
ある」ことを意識して子どもと接す
るよう、施設で従事する全ての職員
の意識啓発を推進します。
子ども中高生プラザ、児童館、教育
センター、子ども家庭支援センター
等において、子どもが安心して相談
できる体制を充実するとともに、子
ども自身が悩みや心配事などを24時
間相談できる「みなと子ども相談
ねっと」等の子ども自らが相談でき
る相談先や方法を周知します。ま
た、必要に応じ臨床心理士などを派
遣します。

57

令和７年５月に港区いじめ問
題対策連絡協議会を、令和７
年７月、11月、令和８年２月
に港区教育委員会いじめ問題
対策会議を開催する予定で
す。

教育指導担当指導主事

子ども家庭支援センター
　地域連携担当

令和６年５月に港区いじめ問題対策
連絡協議会を、令和６年６月、11
月、令和７年２月に港区教育委員会
いじめ問題対策会議を開催し、港区
のいじめの現状から今後のいじめ対
策について協議を行いました。

産後要支援母子ショートステイ事業
は、要支援家庭を対象としたショー
トステイ事業の利用はありませんで
した。
医学業務及び親子支援カウンセリン
グ業務事業は、グループ制の保護者
支援プログラムＣＡＲＥを年６回実
施し、専門的スキルのある心理士が
個別のＣＡＲＥプログラムを108
回、トラウマインフォームドケアに
基づく心理面接等を延べ297回実施
しました。

当初
計画
どお
り

支援が必要な家庭に、医療機
関等の関係機関と連携し、産
後要支援母子ショートステイ
事業や要支援家庭を対象とし
たショートステイ事業などの
支援に適切につなげます。
また、子どもへの関わり方に
悩んでいる保護者に対して、
グループの連続講座や個別の
CAREプログラム、トラウマイ
ンフォームドケアに基づく心
理面接を実施します。個別対
応が必要な保護者や保護者自
身が虐待を受けてきた等で病
理が重いケースに対して、専
門的スキルのある心理士が、
より専門性の高い個別対応を
継続的に実施します。

子ども家庭支援センター
　相談支援係

「子どもの権利条約」および「みな
と子ども相談ねっと」の認知度を把
握するとともに、これらの内容につ
いて周知・啓発を図ることを目的と
して、令和６年10月に区立小・中学
校に在籍する全児童・生徒を対象に
調査を実施しました。

当初
計画
どお
り

令和７年度は、10月から11月
にかけて、区立小・中学校に
おいて「子どもの権利条約」
の認知度調査を実施します。
また、啓発物の配布を通じて
さらなる認知度向上を図りま
す。特に学年による認知度の
差に対応するため、年齢や発
達段階に応じた分かりやすい
啓発資料を作成・配布する予
定です。
加えて、ヤングケアラー支援
については、人権分野の関係
機関・部署と連携しながら広
く普及を図り、「子どもの権
利」についての意識啓発を一
層推進していきます。

子ども家庭支援センター
　地域連携担当

④いじめセーフ
ティネットコ
ミュニティ事業
の推進

「港区いじめ防止基本方針」に基づ
き、学校、保護者、地域、関係機関
の協力体制の下、区におけるいじめ
防止対策の検討を行い、いじめの未
然防止、早期発見、早期解決に向け
ての取組を推進します。

児童虐待防止に向けた啓発活
動は、今後も継続的に実施し
ます。東京タワーなど港区を
象徴する施設を活用し、視認
性と発信力の高い手法を通じ
て、児童虐待防止の重要性を
広く訴えていきます。
また、大人も子どもも参加で
きる大規模なイベントを開催
し、児童虐待防止のメッセー
ジをより身近に感じられる機
会を提供します。地域全体で
子どもを守る意識を醸成する
ため、企業や団体とも連携し
ながら、継続的な啓発活動を
推進していきます。

⑤子ども家庭支
援センターの相
談体制の充実

子どもと子育てに関するあらゆる相
談に対応するため、保護者向けの
「子育て相談ねっと」の実施等専門
相談体制を強化します。令和３
（2021）年４月に開設予定の（仮
称）港区子ども家庭総合支援セン
ターに併設する児童相談所や母子生
活支援施設と連携して相談業務を行
います。
多様化する相談に適切に対応するた
め、職員の児童福祉司任用資格の取
得、専門研修等の受講等により専門
性を高め、人材育成の強化を図りま
す。

57

子ども家庭総合支援センターが開設
以降、専門相談ダイヤルの設置や家
庭相談係と迅速な連携を行い相談体
制の充実を図ってきました。
令和６年度の「おとなの子育て相談
ねっと」は129件(延べやりとり509
回）実施しました。
多様化する相談に適切に対応するた
め、職員の児童福祉司任用資格の取
得、専門研修等の受講等により専門
性を高め、人材育成の強化を図って
います。

当初
計画
どお
り

引き続き児童相談所と連携し
適切な支援につなげます。多
様化する相談に適切に対応す
るため、専門相談ダイヤルや
相談ねっと等専門相談体制の
強化をします。職員の児童福
祉司任用資格の取得、専門研
修等の受講等により専門性を
高め、人材育成の強化を図り
ます。

当初
計画
どお
り

令和６年11月の「オレンジリボン・
児童虐待防止推進キャンペーン」期
間中、区民に向けた啓発活動を展開
しました。具体的には、ワーク
ショップの開催、区施設のライト
アップ、デジタルサイネージの活
用、街頭での呼びかけなど、多様な
手法により児童虐待防止の重要性を
広く発信しました。
また、キャンペーンの周知には「広
報みなと」のほか、区有施設のデジ
タルサイネージ、子ども家庭支援部
のX（旧Twitter）、みなと母子手帳
アプリ、出産・子育て応援メール、
メールマガジン「きらっと☆」な
ど、複数の広報媒体を活用しまし
た。

当初
計画
どお
り

⑥地域住民に対
する虐待対策啓
発活動の推進

子どもの安全を守るため、地域住民
が関心を持ち、虐待の未然防止や早
期発見などについて意識が高まるよ
う、リーフレット等の作成・配布、
キャンペーン、講演会などにより、
啓発活動を推進します。

57

57

11
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61

62

63

64

65

66

58

区内乳児院２施設に対し指導検査を
実施し、適正な運営、養護が行われ
ているか確認しました。また、社会
的養護の充実のため、都区関係自治
体との協定に基づく広域的な入所枠
の確保、連携を継続するとともに、
区における家庭養育を更に推進し、
引き続き里親登録の拡大のため、区
民への制度紹介を積極的に行いまし
た。

③家族再統合に
向けた支援の充
実【新規事業】

様々な事情で施設や里親のもとで生
活する子どもたちが早期に家庭復帰
できるよう児童と家庭への援助を行
うとともに、地域ぐるみでの支援体
制を構築します。

保護者をはじめ、施設や里親等と緊
密に連携を図りながら、個々のニー
ズに合わせた家族再統合や措置解除
後の自立に向けた支援を行います。
区に児童相談所がある強みを生か
し、家庭復帰後に地域の中で安心し
て過ごすことができるよう地域の社
会資源を開拓するなど、保護者、関
係機関と協力して支援体制を築いて
います。

当初
計画
どお
り

引き続き区内乳児院２施設に
対し指導検査を実施予定で
す。また、社会的養護の充実
のため、都区関係自治体との
協定に基づく広域的な入所枠
の確保、連携を継続するとと
もに、区における家庭養育を
更に推進し、引き続き里親登
録の拡大等の取組を積極的に
行います。

児童相談課
　児童福祉係
子ども政策課
　子ども政策推進係

当初
計画
どお
り

施設や里親等と緊密に連携を
図りながら、個々のニーズに
合わせた家族再統合や措置解
除後の自立に向けた支援を
行っています。進学や就職を
はじめ、児童の自立に対する
意識向上や不安の解消につな
げていきます。また、区に児
童相談所がある強みを生か
し、家庭復帰後に地域の中で
安心して過ごすことができる
よう地域の社会資源を開拓す
るなど、保護者や児童が孤立
しないよう、身近な関係機関
とともに支援体制を整えてい
きます。

児童相談課
　児童福祉係

当初
計画
どお
り

施設や里親等と緊密に連携を
図りながら、個々のニーズに
合わせた家族再統合や措置解
除後の自立に向けた支援を行
います。区に児童相談所があ
る強みを生かし、家庭復帰後
に地域の中で安心して過ごす
ことができるよう地域の社会
資源を開拓するなど、関係機
関とともに支援体制を整えま
す。

児童相談課
　児童福祉係

④区立母子生活
支援施設の設置
による母子保護
の推進【新規事
業】【再掲】

令和３（2021）年４月に開設する区
立母子生活支援施設「メゾン・ド・
あじさい」では、様々な事情により
養育が困難となった母子を入所さ
せ、保護するとともに、生活支援や
養育支援など自立を促進するための
事業を実施します。また、退所者に
ついて相談その他の援助を行うこと
で母子の着実な自立を支援します。

（３）
社会的養護体制
の充実

⑥施設退所後等
の自立を支援
【新規事業】

児童養護施設や里親のもとで生活す
る児童の自立について、地域の中で
孤立することなく安心して生活する
ことができるよう、関係機関が連携
し、安心して相談できる機関と場所
を設けるなど支援体制を整えます。

59

施設や里親等と緊密に連携を図りな
がら、個々のニーズに合わせた家族
再統合や措置解除後の自立に向けた
支援を行っています。区に児童相談
所がある強みを生かし、家庭復帰後
に地域の中で安心して過ごすことが
できるよう地域の社会資源を開拓す
るなど、保護者やおこさんが孤立し
ないよう、身近な関係機関とともに
支援体制を整えています。

⑤社会的養護の
施設の適正な運
営の確保【新規
事業】

区内の乳児院、母子生活支援施設等
の適正な運営を確保するため、設置
認可等の手続を適正に行うととも
に、指導・監督等を徹底します。ま
た、区内における児童養護施設、自
立援助ホーム等の施設の必要性につ
いて調査、検討を行います。

58

令和３年４月に開設した区立母子生
活支援施設「メゾン・ド・あじさ
い」において、様々な事情により養
育が困難となった母子を保護してい
ます。
令和６年度は、「メゾン・ド・あじ
さい」に２世帯が新たに入所しまし
た。また、危険性の高い２世帯は区
外の施設に入所しました。

58

②児童のニーズ
に応じた社会的
養護の充実【新
規事業】

乳児院、児童養護施設等の社会的養
護の施設への措置や里親への委託に
当たっては、東京都や特別区児童相
談所と広域で連携し、調整を図りな
がら、一人ひとりの児童のニーズに
応じた支援を行います。また、社会
的養護の施設や里親等で暮らす子ど
もたちの権利が擁護され安心して生
活できるよう支援を行います。

58

当初
計画
どお
り

アドボケイトを充実させ、聴
き取った子どもたちの声に対
するフィードバックや対応を
より充実させていきます。

①里親登録の拡
大と支援の充実
による家庭養護
の推進【新規事
業】

里親制度の効果的な周知や広報活動
を実施し、里親登録の拡大に努めま
す。また、里親が安定した養育がで
きるよう相談支援体制を整備し、社
会的養護が必要な子どもたちへの里
親委託を推進します。

58

里親制度の普及や里親委託の推進の
ため、説明会や養育家庭体験発表
会、パネル展の開催、区イベント出
展、区ホームページ、ＳＮＳでの発
信等様々な手段、普及啓里親制度普
及啓発キャラクター「さとみん」を
用い区独自の方法で、里親制度の普
及啓発に取り組んでいます。
また、里親家庭が安心して子どもを
養育できるよう訪問や電話等による
相談支援、育児家事援助等を行って
います。

当初
計画
どお
り

里親登録の拡大を継続的に行
います。また,社会的養護の理
解を深め養育家庭への委託を
推進していきます。里親登録
の拡大、委託を推進するにあ
たり、10月に開設予定の里親
支援センターと連携を図りな
がら、相談支援体制をより充
実させるとともに、里親を社
会全体で支援する気運の向上
のため、地域イベントへの出
展等を行い、より一層制度の
周知、理解促進に取り組みま
す。

児童相談課
　児童福祉係

児童相談課
　児童福祉係

当初
計画
どお
り

引き続き、区立母子生活支援
施設「メゾン・ド・あじさ
い」等において、様々な事情
により養育が困難となった母
子を保護します。また、関係
機関との協力により、民間住
宅への転宅を含め自立に向け
て各サービス（事業）が利用
できるよう支援します。

子ども家庭支援センター
　家庭相談係

アドボケイトを充実させ、聴き取っ
た子どもたちの声に対するフィード
バックや対応をより充実させていま
す。施設入所児童だけではなく、一
時保護の開始時から子どもの声を聴
くことに重点をおき、児童相談所外
の専門職による意見聴取制度を活用
しています。子どもが意見を言いや
すい環境の設定、子どもの意見を反
映したよりよい生活環境を、子ども
とともにつくっています。

12



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

６　特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

掲載
ぺージ

現況（Ｒ７年３月末時点）
進捗
状況

第３章 基本方針

項目 計画事業 計画内容

施策内容

Ｒ７年度の実施予定 担当課・係

67

68

69

70

71

72

（５）
障害児施策の充
実

子ども政策課
　障害児支援担当

当初
計画
どお
り

民間事業所や保育所、学童ク
ラブ等との連携強化による地
域の障害者支援の更なる底上
げ、引続きの課題であるイン
テーク（初回面談）までの待
機期間短縮の取組など、地域
の中核的な療育支援施設とし
ての機能拡充に向けて、指定
管理者と連携・協力して取り
組みます。

障害者福祉課
　障害者施設係

当初
計画
どお
り

医師やカウンセラーによる巡
回指導を実施するとともに、
障害のある児童への支援等に
関する職員研修を実施し、指
導員の専門知識や対応力の向
上を図ります。また、適切に
職員の配置をし、障害のある
児童が地域の中でいきいきと
過ごせる体制を整えます。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

②障害児保育の
充実

医師や臨床心理士などの専門家によ
る巡回指導や保育士研修を定期的に
実施します。また、必要に応じて、
児童発達支援センターや医療機関等
の専門機関からの助言を受けるな
ど、療育部門等の関係機関との連携
を図るとともに、児童の状況に応じ
て支援に必要な職員を配置するな
ど、障害児保育の充実を推進しま
す。
区立元麻布保育園では、医療的ケア
が必要な児童や障害のある児童の専
用のクラスを設置し、集団保育を行
います。

59

医師、臨床心理士、言語聴覚士、及
び作業療法士による巡回指導を職種
毎に年間１～３回程度、また、区内
保育施設の保育士を対象とした研修
を年２回実施しました。
必要に応じて児童発達支援センター
や医療機関等との連携を図るととも
に、児童の状況に応じて、入園申請
時及び保育園からの申請時に、児童
の状況に応じた支援に必要な職員配
置の認定を行いました。
区立元麻布保育園では、医療的ケア
が必要な児童や障害のある児童の専
用のクラスにて、集団保育を継続し
ています。

①医療的ケア
児・重症心身障
害児の放課後対
策の充実【新規
事業】

医療的ケア児・重症心身障害児の放
課後や長期休業中に、個々の児童の
状況に応じた発達支援を行うため
に、区立障害保健福祉センター内の
スペースを活用して、新たに放課後
等デイサービスを実施し、身体を
使った遊びや創作活動等を行い、安
全・安心な活動拠点の充実を図りま
す。

59

令和３年４月から、定員を20名に拡
大し、医療的ケア児・重症心身障害
児を対象とした放課後等デイサービ
ス事業を障害保健福祉センター内に
て実施しました。また、希望する方
に対して利用時間を午後４時から午
後６時までとしています。

⑤児童発達支援
センターにおけ
る支援体制の充
実

令和２（2020）年４月に開設した区
立児童発達支援センターでは、就学
前の児童を対象として、児童発達支
援センターへ通う日々通所の定員を
拡充するとともに、保育園との併用
通所や、外出が難しい児童に対し居
宅に訪問して療育を実施します。学
齢児に対しては、放課後等デイサー
ビスを行うなど、障害児の個別の発
達段階や特性に応じた効果的な療育
の充実を図ります。

60

令和２年４月に児童発達支援セン
ターを開設し、こども療育事業を移
管しました。児童発達支援センター
は、地域療育の中核機能を強化した
施設として、総合相談（児童福祉法
のサービス外の区単独事業として）
及び児童福祉法のサービス内である
障害児通所支援事業を実施し、障害
児やその家族を支援しています。

④障害のある子
どもが児童館等
で快適に過ごせ
る体制の整備

障害のある児童が地域の中でいきい
きと過ごせるよう、子ども中高生プ
ラザ、児童館等のバリアフリー化を
図るとともに、児童の状況に応じて
支援に必要な職員を配置するなど、
障害の有無にかかわらず快適に過ご
せる体制を整備します。また、障害
のある児童に適切な支援を行えるよ
う、医師・カウンセラーによる巡回
指導を充実するとともに、職員研修
を実施します。

60

全37施設を対象に障害児協議会を開
催し、支援を必要とする児童に対し
て支援員を配置しました。また、医
師やカウンセラーによる年２回の巡
回指導を行い、障害のある児童への
支援等の職員研修を実施しました。

③幼稚園におけ
る特別支援教育
の充実

特別な配慮を必要とする幼児に対し
て、専門的知識・技能を有する特別
支援アドバイザーが公私立幼稚園を
訪問し、幼児の観察等を通して、教
員、保護者への指導・助言を行いま
す。また、区立幼稚園における介助
員の配置や障害児を受け入れる私立
幼稚園に対する経費の補助を行うこ
とで、幼児一人ひとりの教育的ニー
ズに応じた教育環境・内容・方法の
充実を図ります。

60

区立幼稚園各園には、特別支援アド
バイザーが年間５回訪問を行い、教
員、保護者への指導・助言を行いま
した。

当初
計画
どお
り

養育費保証サービス利用助
成、裁判外紛争解決手続（Ａ
ＤＲ）利用助成、親子交流
コーディネート事業の利用を
促進するため、離婚講座等の
機会を活用して事業の周知を
図ります。
また、令和７年度から新た
に、公正証書等作成費用助成
制度も開始し、養育費の確保
支援を更に推進します。

子ども家庭支援センター
　家庭相談係

当初
計画
どお
り

　引き続き、活動時間終了時
刻を年間を通じて午後６時ま
でに拡大し、医療的ケア児・
重症心身障害児を対象とした
放課後等デイサービス事業を
実施します。また、令和７年
度から、長期休業期間の放デ
イで朝の延長利用を開始しま
す。

障害者福祉課
　障害者施設係

当初
計画
どお
り

引き続き、医師、臨床心理
士、言語聴覚士、及び作業療
法士による巡回指導や、公私
立保育園保育士研修を実施し
障害所保育の質の向上を図り
ます。
また、必要に応じて児童発達
支援センターや医療機関等と
の連携を図るとともに、児童
の状況に応じて、入園申請時
及び保育園からの申請時に、
児童の状況に応じた支援に必
要な職員配置の認定を行い障
害児保育の充実を推進しま
す。
区立元麻布保育園では、医療
的ケアが必要な児童や障害の
ある児童の専用のクラスに
て、集団保育を行います。

当初
計画
どお
り

私立幼稚園に対し、特別な配
慮を要する幼児に対する保育
補助員配置に係る経費の補助
を新たに実施します。
区立幼稚園には引き続き、特
別支援アドバイザーが年間５
回訪問し、教員、保護者への
指導助言を行います。介助員
については、業務委託によっ
て専門性の高い人材を安定的
に配置し、幼児一人ひとりの
教育的ニーズに応じた教育環
境・内容・方法のさらなる充
実を図ります。

教育長室
　教育総務係
学務課
　学校計画担当
教育人事企画課

（４）
ひとり親家庭支
援の充実

①ひとり親家庭
の生活支援及び
経済的支援の充
実【新規事業】

離婚時に取り決めた養育費の確実な
履行を支援し、子どもの経済的生活
が安定するよう支援します。また、
子どもの心理的安定に配慮した面会
交流の機会確保を支援します。

59

離婚を考えている親等を対象に、養
育費保証利用料や裁判外紛争解決手
続（ＡＤＲ）利用料の一部を助成し
ています。また、親子交流の機会づ
くりを支援しています。
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

６　特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

掲載
ぺージ

現況（Ｒ７年３月末時点）
進捗
状況

第３章 基本方針

項目 計画事業 計画内容

施策内容

Ｒ７年度の実施予定 担当課・係

73

74

75

（５）
障害児施策の充
実

障害者福祉課
　障害者給付係
　障害者支援係

⑧特別支援教育
の推進

特別支援学校・特別支援学級・通常
の学級などの就学先を決定するた
め、区立児童発達支援センター等と
連携し、幼少期からの就学相談をさ
らに充実していきます。現在、区立
小学校に在籍する児童１人に対し校
内で医療的ケアを行うために、看護
師（臨時職員）を配置しています。
医療的ケアが必要な幼児・児童・生
徒の通園・通学に関して、看護師の
配置等、その子どもの状況に応じた
支援策を検討します。また、区立
小・中学校の特別支援学級では、児
童・生徒一人ひとりの障害の種類や
その程度、発達の状況を踏まえた、
多様な教育を充実していきます。さ
らに、通常の学級に在籍する発達障
害等、特別な支援が必要な児童・生
徒の個別の教育的ニーズに対応する
ため、学習支援員の配置や特別支援
教室設置の充実を図ります。また、
幼稚園、小・中学校における特別支
援教育コーディネーターの資質向上
を図るとともに、組織的に取り組む
体制を整備します。

60

区立小中学校の特別支援教室の利用
や学習支援員の配置について、東京
都の改訂ガイドラインに則り、児
童・生徒一人ひとりの渉外の種類や
程度、発達の状況に応じ、原則の指
導期間において、効果的かつきめ細
かな教育が実施できるようにしてい
ます。さらに、全ての地区に設置し
た特別支援学級において、質の高い
教育を行うことができるよう、教員
研修の充実や学級間交流の推進を
行っています。

当初
計画
どお
り

特別支援学級における自立活
動の充実、企業等と連携した
職場見学や職業体験の実施を
図るため、企業との連携強化
を図っています。また、児
童・生徒のみならず、保護者
へ就労についての理解を促す
ため、保護者説明会を実施し
てきます。さらに、保護者の
ニーズに合った「みんなとＣ
ａｆｅひだまり」プログラム
を計８回実施していきます。

教育指導担当指導主事

⑦医療的ケア
児・重症心身障
害児の日中活動
の場の充実

医療的ケア児・重症心身障害児の日
中活動の場として区立児童発達支援
センターにおいて重症心身障害児通
所事業を実施しています。また、自
宅に看護師等を派遣し、家族に代わ
り一定期間、医療的ケア及び日常生
活上の介護を行い、家族の介護負担
を軽減します。今後も、サービス提
供や利用の状況を精査し、区民ニー
ズに合ったサービスとして更なる充
実を図ります。

60

区立児童発達支援センターの「重症
心身障害児通所事業」の枠組みとし
ては令和３年度末に事業終了としま
したが、主として肢体不自由児のク
ラスにおいて、重症心身障害児・医
療的ケア児が引き続きご利用になれ
る体制を整備し、医療的ケア児６名
が通園事業（週５日、週２日）を利
用しました。
また、自宅に看護師等を派遣し、家
族に代わり一定期間、医療的ケア及
び日常生活上の介護を行い、家族の
介護負担を軽減する「在宅レスパイ
ト」事業を実施し、延べ812件（31
人）の利用がありました。

当初
計画
どお
り

引き続き、区立児童発達支援
センターの主として肢体不自
由児クラスにおいて、重症心
身障害児・医療的ケア児が利
用できる体制を整備するとと
もに、在宅レスパイト等事業
の利用可能事業所を増やし、
利用可能上限時間を年間144時
間から288時間に拡充すること
で、利用しやすい体制の整備
を図ります。

⑥総合的な相談
支援窓口の充実

児童発達支援センターでは、地域療
育の中核施設として、保護者からの
児童の成長発達に関する相談を受け
るとともに、幼稚園、保育園、学校
等の障害児が日常利用している施設
や、保健所、子ども家庭支援セン
ター等の関係機関の相互の連絡調整
を担い、障害児やその家族が身近な
地域で安心して暮らせるよう支援し
ます。また、成人後も切れ目なく
サービス提供できるよう障害者総合
相談支援センター機能と連携し、地
域包括ケアシステムの構築を踏まえ
ながら、相談支援体制を強化しま
す。

60

令和２年４月に児童発達支援セン
ターを開設し、こども療育事業を移
管しました。児童発達支援センター
は、地域療育の中核機能を強化した
施設として、総合相談（児童福祉法
のサービス外の区単独事業として）
及び児童福祉法のサービス内である
障害通所支援事業を実施し、障害児
やその家族を支援しています。
また、総合相談の一環として、児童
の状況に合わせて、支援員、心理
士、理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士による個別支援や小集団によ
る支援を行っています。

当初
計画
どお
り

引き続き、児童発達支援セン
ターにおいて、地域療育の中
核機能を強化した施設とし
て、総合相談及び障害児通所
支援事業を実施します。ま
た、アウトリーチ型の「出張
親子サロン事業（はったつの
ひろば）」の開催場所を１か
所増やして５か所開催とし、
５支所での展開をします。
学齢児に対しても、放課後等
デイサービスなどを通じて、
障害児の個々の特性に応じた
療育を提供します。

障害者福祉課
　障害者支援係

14



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

76

77

78

79

80

81

引き続き、労働関係法令等や
ワーク・ライフ・バランスに
関する制度等について、リー
フレットや講座を通して周知
します。

中小企業における「仕事と子育て」
の両立支援に加えて、「仕事と介
護」が両立できる職場環境づくりを
支援するため、子育て支援奨励金、
配偶者出産休暇制度奨励金、介護支
援奨励金を交付します。併せて、男
性の子育てや介護への参加促進を支
援するため、男性の子育て支援奨励
金、男性の介護支援奨励金を交付し
ます。

男女平等参画センターで労働関係法
令や各種制度に関する主催講座・企
業向け出前講座を実施しました。

当初
計画
どお
り

産業振興センターとハローワーク品
川と東京しごと財団と就職面接会
（９回）、就労支援セミナー（５
回）、女性のための再就職セミナー
（３回）を行いました。
男女平等参画センターによる「港区
ワーク・ライフ・バランス講演会」
の開催に加え、女性の起業支援や女
性限定のソーシャルキャリアに関す
る講座を実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、ハローワーク品
川、東京しごと財団、男女平
等参画センターと連携を図り
ながら、企業・事業者向けの
講座や講演会等を効果的に開
催します。

産業振興課
　経営支援係
人権・男女平等参画担当

人権・男女平等参画担当

④企業・事業者
向け講座・講演
会の開催

女性のキャリアアップやワーク・ラ
イフ・バランスを推進するため、企
業や事業主向けの講座・講演会を、
ハローワーク等と連携を図りながら
効果的に開催します。

62

（２）
事業所への支援
等

①ワーク・ライ
フ・バランスの
推進

子育て、地域活動、介護、働きやす
い職場環境づくりの各分野でワー
ク・ライフ・バランスの推進に積極
的に取り組んでいる中小企業を認定
します。認定企業は、区広報紙や
ホームページ、男女平等参画情報誌
「オアシス」、中小企業向け情報誌
「こうりゅう」、メールマガジン等
で紹介し、ワーク・ライフ・バラン
スの取組に積極的な企業であること
を広くＰＲします。
また、中小企業経営者、人事担当者
等にワーク・ライフ・バランスの普
及・啓発を推進するとともに、企業
の積極的な取組を支援します。

62

③労働関係法等
関係法令、各種
制度の周知

労働基準法、男女雇用機会均等法、
育児・介護休業法、パートタイム労
働法など労働者の権利に関わる関係
法規、各制度について、周知を図り
ます。

62

②仕事と家庭の
両立支援事業の
実施

62

男女平等参画センターで行う
企業向け講座にて周知するな
ど、各種制度の情報提供を図
りながら、制度活用に向けた
啓発を行います。

人権・男女平等参画担当

子育て支援奨励金を11社、配偶者出
産休暇制度奨励金を６社、男性の子
育て支援奨励金を16社、男性の介護
支援奨励金を２社に交付しました。

当初
計画
どお
り

男女平等参画センターにて行
う企業向け講座にて周知する
など、積極的に制度の周知を
行うとともに、奨励金の交付
を通して、中小企業における
仕事と家庭の両立を支援しま
す。

人権・男女平等参画担当

当初
計画
どお
り

区内中小企業あてにワーク・ライ
フ・バランス推進企業認定事業募集
チラシと仕事と家庭の両立支援事業
チラシを送付し、周知しました。
また、広報紙への掲載や区ホーム
ページで継続的に周知しました。
仕事と家庭の両立支援事業では、子
育て支援奨励金11社、配偶者出産休
暇制度奨励金６社、男性の子育て支
援奨励金16社、男性の介護支援奨励
金２社の計35社に交付しました。

当初
計画
どお
り

（１）
父親の子育てへ
の参加の推進

①父親の子育て
への参加の環境
づくり

父親が孤立することなく育児に参加
できるよう、父親同士のネットワー
クづくりを支援します。また、「父
親手帳」に掲載する情報の充実を図
ります。

61

ホームページでの「父親手帳」の公
開などを通じて、父親の子育て参加
の推進、父親同士のネットワークづ
くりを支援しています。また、「父
親手帳」の情報の一部をみなと保健
所が実施する両親学級を通じて伝え
ることで、父親の子育て参加の環境
づくりにつなげています。

②育児・介護休
業制度・子の看
護休暇の普及促
進

育児・介護休業制度の情報提供を図
るとともに、男女がともに制度を利
用できるよう、特に男性への育児休
業・子の看護休暇制度の積極的活用
に向けて啓発を通して働きかけま
す。

61

７　ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備

港区ワーク・ライフ・バランス推進
認定企業は、新規認定が10社ありま
した。（認定企業数：70社）
男女平等参画センター主催の港区
ワーク・ライフ・バランス講演会に
参加して、港区ワーク・ライフ・バ
ランス推進企業認定事業の周知をす
るとともに、男女平等参画情報誌
「オアシス特集号」でも新規認定企
業の紹介をしました。

港区ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業認定事業の案内の
送付数をこれまでの1,200社か
ら、2,000社に増やして周知し
ます。
港区ワーク・ライフ・バラン
ス推進認定企業サポート融資
を制定するとともに、中小企
業人材確保支援事業補助金の
補助率の上限額を引き上げま
す。
男女平等参画センターでは、
企業向け出前講座を実施し、
ワーク・ライフ・バランスに
ついての企業の積極的な取組
を支援します。

産業振興課
　経営支援係
人権・男女平等参画担当

当初
計画
どお
り

引き続き、ホームページでの
公開などを通じて、父親の子
育て参加の推進に取り組みま
す。

掲載
ぺージ

現況（Ｒ７年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定

子ども家庭支援センター
　家庭相談係

担当課・係

第３章 基本方針

項目 計画事業 計画内容

施策内容

15



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

７　ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備

掲載
ぺージ

現況（Ｒ７年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課・係

第３章 基本方針

項目 計画事業 計画内容

施策内容

82
人事課人事係
人事課労務担当

職員の意識、職場風土の醸成によ
り、職層を問わず育児休業の取得者
が増加しています。係長級の育児休
業取得者については、令和元年度の
６人に対して、令和５年度は15人へ
と増加しており、キャリアがいかな
る段階にあっても安心して育児休業
を取得できる職場づくりに取り組ん
でいます。

当初
計画
どお
り

令和７年４月から、部分休業
期間を補完するための子育て
部分休暇の導入や、育児時
間、子の看護休暇の拡充を予
定しています。
また、地方公務員の育児休業
等に関する法律の施行に伴
い、令和７年10月から、部分
休業に新たな形態を追加する
ことを予定しています。

（３）
区職員のワー
ク・ライフ・バ
ランスの取組

①港区職員子育
て支援プログラ
ム

職員を雇用する事業主として、港区
職員の子育て支援に関するプログラ
ムに基づき、行政側から率先して、
仕事と子育ての両立支援等に向けた
取組を推進します。

62

16



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

83

84

85

86

87

88

89

90 継続して実施します。
子ども若者支援課
　子ども若者支援係

（８）地域の実
情に応じた学童
クラブの開所時
間の延長に係る
取組

平成27（2015）年度の子ども・子育
て新制度の実施に伴い、学童クラブ
事業の平日の開所時間を午前8時30
分から午前8時に前倒し、午後６時
30分から午後７時に延長しました。

65

平成27年度以降、継続して実施して
います。
開所時間
平日：放課後～午後７時
長期休業中の平日：午前８時～午後
７時
土曜日：午前８時～午後５時

当初
計画
どお
り

引き続き、医師やカウンセ
ラーによる巡回指導を行い、
指導員の専門知識の向上を図
ります。また、適切に職員の
配置をし、障害のある児童が
地域の中でいきいきと過ごせ
る体制を整えます。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

（６）学童クラ
ブ及び放課ＧＯ
→の実施に係る
教育委員会と福
祉部局の具体的
な連携に関する
方策

子ども・子育て支援に関する庁内の
検討組織である港区子育て支援推進
会議等において、教育委員会事務
局、子ども家庭支援部及び各地区総
合支所が連携して学童クラブ及び放
課ＧＯ→の実施校拡大を検討すると
ともに、情報交換・共有を行い、課
題解決に取り組んでいます。

65

教育委員会事務局、子ども家庭支援
部、各地区総合支所が連携し、学童
クラブ・放課ＧＯ→実施校拡大につ
いて検討し、令和４年４月に放課Ｇ
Ｏ→クラブしばはまを開設しまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、関係課で連携し放
課ＧＯ→のクラブ化について
検討し、情報交換・共有を行
い、課題解決に取り組みま
す。

（７）特別な配
慮を必要とする
児童への対応に
関する方策

障害のある児童が地域の中でいきい
きと過ごせるよう、子ども中高生プ
ラザ、児童館等のバリアフリー化を
図るとともに、児童の状況に応じて
支援に必要な職員を配置するなど、
障害の有無にかかわらず快適に過ご
せる体制を整備します。また、障害
のある児童に適切な支援を行えるよ
う、医師・カウンセラーによる巡回
指導を充実するとともに、職員研修
を実施します。

65

全37施設を対象に障害児協議会を開
催し、支援を必要とする児童に対し
て支援員を配置しました。また、医
師やカウンセラーによる年２回の巡
回指導を行い、障害のある児童への
支援等の職員研修を実施しました。

当初
計画
どお
り

子ども若者支援課
　子ども若者支援係
生涯学習スポーツ振興課
　生涯学習振興係

65

小学校と連携・協力し、区立小学校
内に放課ＧＯ→クラブ室を設置して
います。また、放課後の空き教室、
校庭、体育館等も利用し活動してい
ます。

引き続き全ての区立小学校で
放課ＧＯ→を実施します。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係
生涯学習スポーツ振興課
　生涯学習振興係

65

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

放課ＧＯ→と学童クラブ事業の児童
が一体的に活動できるよう、活動場
所や活動プログラム等を工夫して取
り組んでいます。

引き続き、児童の放課後の居
場所づくりである放課ＧＯ→
と学童クラブ事業を併せた放
課ＧＯ→クラブを実施し、放
課ＧＯ→と学童クラブ事業の
児童の一体的な活動を推進し
ます。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係
生涯学習スポーツ振興課
　生涯学習振興係

当初
計画
どお
り

引き続き、小学校と連携・協
力し、専用室のほか、空き教
室の利用についても調整して
いきます。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係
生涯学習スポーツ振興課
　生涯学習振興係

（３）放課ＧＯ
→の令和６
（2024）年度ま
での整備計画

専用室の確保など条件が整った小学
校には、放課ＧＯ→の実施を検討し
ます。

64
令和４年４月に放課ＧＯ→しばはま
を開設し、全ての区立小学校で放課
ＧＯ→を実施しています。

令和２年７月に放課ＧＯ→クラブた
かなわだい、令和４年４月に放課Ｇ
Ｏ→クラブしばはまを開設しまし
た。
令和６年４月に放課ＧＯ→みたに学
童クラブ（定員40人）を開設しまし
た。

（２）放課ＧＯ
→クラブの令和
６（2024）年度
に達成されるべ
き目標事業量

学童クラブ事業に対応できる専用室
の確保など条件が整った小学校に
は、放課ＧＯ→と学童クラブ事業を
併せた放課ＧＯ→クラブの実施を検
討します。

（４）放課ＧＯ
→及び学童クラ
ブの一体的な、
又は連携による
実施に関する具
体的な方策

児童の放課後の居場所づくりである
放課ＧＯ→と学童クラブ事業を併せ
た放課ＧＯ→クラブを実施し、放課
ＧＯ→と学童クラブ事業の児童が一
体的に活動しています。

第３章 基本方針

項目 計画事業
掲載

ぺージ

新・放課後子ど
も総合プランに
基づく取組等

巻末ボックス表
４

（１）学童クラ
ブの令和６
（2024）年度に
達成されるべき
目標事業量【再
掲】

施設改善や新規開設により、学童ク
ラブ定員の確保、充実を図ります。

64

令和２年７月に放課ＧＯ→クラブた
かなわだいを開設しました。
令和４年４月に放課ＧＯ→クラブし
ばはまを開設しました。
令和４年11月に放課ＧＯ→学童クラ
ブあかさかの定員を30人から54人に
拡大しました。
令和６年４月に放課ＧＯ→みたに学
童クラブ（定員40人）を開設しまし
た。

（５）小学校の
余裕教室等の学
童クラブ及び放
課ＧＯ→への活
用に関する具体
的な方策

児童が安全・安心に活動できる放課
後の居場所づくりのため、小学校と
連携・協力し、区立小学校内に専用
の活動場所として放課ＧＯ→室及び
放課ＧＯ→クラブ室を設け、さらに
は、学校が授業等で使用していない
時間帯は、体育館、校庭、多目的室
等も利用し活動しています。

64

計画内容

施策内容 ８　放課後対策の総合的な推進

担当課・係

当初
計画
以上

令和７年４月に、桂坂学童ク
ラブの定員を30名増加します
（定員230名）。
引き続き、区内37か所で学童
クラブ事業を実施するととも
に、令和８年度に向け、放課
ＧＯ→学童クラブあかばねの
定員拡大並びに放課ＧＯ→学
童クラブしばはまの活動場所
の変更及び定員拡大に向け、
準備を進めていきます。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

現況（Ｒ７年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定

引き続き、専用室の確保など
条件が整った小学校にて、放
課ＧＯ→と学童クラブ事業を
併せた放課ＧＯ→クラブを実
施します。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

当初
計画
以上

17



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

91

92

93

94

95

96
⑥保育園、幼稚
園、学校への環
境学習の支援

子どもたちは、自然とのふれあいを
通して命の大切さを理解し、自然や
生きものを大切にする心を育みま
す。子どもたちが、地域の環境資源
である公園や水辺、校庭など身近な
場所で生きものを観察し、ふれあう
ことにより、生物多様性の大切さを
効果的に学ぶことができる場所の整
備や適切な維持管理に向けて、都心
に生息する生きものやその生息環境
に精通した専門家を派遣します。

67

生きものやその生息環境に精通した
専門家を派遣し、ビオトープに関す
る指導助言を５施設５回、子ども向
け観察会を６施設７回、みんなと生
きもの調査隊出前授業を10校30組実
施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き各施設のビオトープ
の質の向上を目指しながら、
環境学習でのビオトープの利
活用を推進し、観察会・勉強
会の充実を図ります。

環境課
　緑化推進担当

土木課
　土木計画係
（各地区総合支所まちづく
り課）

⑤快適な公衆・
公園トイレの整
備

公衆トイレや公園トイレを計画的に
整備します。トイレの新設・建替え
時には、高齢者・障害者も安心して
使えるバリアフリー対応の“誰でも
トイレ”を設置すると共に、子ども
連れの方の利用にも配慮しベビー
ベッド・ベビーチェアー等を備え、
誰もが安全で快適に利用できるトイ
レの整備を進めます。

67

令和５年４月に策定した「進めよ
う！おもてなし公衆トイレ」整備方
針に基づいて、六本木三丁目公衆便
所を整備しました。個室のトイレを
基本とし、ベビーベッド・ベビー
チェアーを備え、IoTを活用したト
イレ機器を導入することで、利用に
応じた清掃頻度や不具合をいち早く
対応できるトイレとなっています。

当初
計画
どお
り

令和７年度は、児童遊園の整
備に合わせて西麻布二丁目児
童遊園トイレの改修、「進め
よう！おもてなし公衆トイ
レ」整備方針に基づいて、芝
園橋際公衆便所の実施設計を
予定しています。

土木課
　土木計画係
（各地区総合支所まちづく
り課）

④学校施設開放
による子どもの
遊び場の充実

子どもたちを交通事故その他の危険
から守るとともに、健全育成を図る
ことを目的として、区立小学校の校
庭及び体育館を、子どもの身近で安
全な遊び場として開放します。

67
各小学校と開放日について調整を行
い、学校教育に支障のない範囲で開
放しています。

当初
計画
どお
り

引き続き、校庭・体育館等の
開放を行い、子どもの身近で
安全な遊び場を確保します。

生涯学習スポーツ振興課
　スポーツ振興係

67

子どもが「自分の責任で自由に遊
ぶ」ことを大切に、のびのびと思い
切り遊べるよう、場所と機会を提供
するとともに、遊びを通して子ども
たちの豊かな心身の発育を支えるた
め、プレーパーク事業を推進してい
きます。

令和７年度は、有栖川宮記念
公園４回、高輪森の公園177
回、亀塚公園40回、港南三丁
目遊び場28回実施予定です。

当初
計画
どお
り

地域の子どもたちが安全に遊べる身
近な場所、また、地域の大人や高齢
者にとっても身近なコミュニティ形
成の拠点の一つとして、安心して集
え、和める魅力ある児童遊園を整備
します。
また、業務・商業系の地域に立地し
ているなど、子どもの遊び空間とし
て隔たりがある場所では、利用実態
を踏まえた施設整備を検討します。

67

六本木三丁目児童遊園の再整備工事
を令和５年度～令和６年度に実施
し、完了しました。
西麻布児童遊園の再整備工事を令和
６年度～令和８年度で実施していま
す。

当初
計画
どお
り

六本木三丁目児童遊園を令和
７年４月に供用開始予定で
す。
西麻布二丁目児童遊園の再整
備工事を実施します。
芝五丁目児童遊園は、区民意
見を反映した設計内容に基づ
き再整備工事を実施します。

計画内容

（１）
子どもが健やか
に成長できる環
境の整備

施策内容 ９　子どもの健全な育成に向けた施策の充実

担当課・係

②児童遊園の整
備

土木課
　土木計画係
（各地区総合支所まちづく
り課）

第３章 基本方針

項目 計画事業

①公園の整備

公園は区民の休息やレクリエーショ
ン、地域のコミュニケーションの
場、子どもの遊びや環境学習、さら
に高齢者の健康づくりの場、緑の拠
点、また、災害時の地域集合場所や
防災活動拠点等、公園に求められる
役割や区民ニーズは年々多様化して
きています。
計画段階から区民参画の手法を取り
入れ、地域特性や区民のライフスタ
イルに合わせて既存公園の再整備を
進めます。

66

令和６年度には、開発により明舟公
園が新設され、新浜公園が再整備さ
れました。どちらの公園も計画段階
で意見交換会を実施し、区民意見を
反映して整備しています。

当初
計画
どお
り

令和７年度は、高輪公園や三
河台公園の再整備において、
区民意見を反映した基本設計
を実施します。また、９月に
は、再開発事業で整備された
我善坊横川省三記念公園が供
用開始予定です。

土木課
　土木計画係
（各地区総合支所まちづく
り課）

掲載
ぺージ

現況（Ｒ７年３月末時点）

③プレーパーク
の推進

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定

道具や廃材、自然素材を使い、自分
の責任で自由に遊ぶことをモットー
に、自然の中で子どもがやりたいこ
とを自分自身の手で実現していける
ように実施しています。
令和６年度は、有栖川宮記念公園４
回、高輪森の公園171回、亀塚公園
40回、港南三丁目遊び場25回実施し
ました。
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番 計画内容

施策内容 ９　子どもの健全な育成に向けた施策の充実

担当課・係

第３章 基本方針

項目 計画事業
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定

97

98

99

100

101

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

②自主的・創造
的な活動の支援

青少年の健全育成を図るため、各地
区青少年対策地区委員会における、
地域特性に応じた自主的・創造的な
活動を支援します。また、中学校生
徒主体の防災訓練や消防少年団によ
る消火器訓練のボランティア活動な
ど、地域の青少年関係団体の活動を
支援します。これらの活動を通じ、
青少年が地域の一員としての自覚を
持ち、郷土意識を醸成できる地域づ
くりを推進します。

68

青少年対策地区委員会に活動補助金
の交付や情報提供、共有の場を設け
る等の支援を行いました。
これにより、中学校生徒が主体的に
実施する防災訓練を支援し、青少年
が地域の一員としての自覚を持ち、
郷土意識を醸成できる地域づくりを
推進しています。

当初
計画
どお
り

区立中学校区ごとに設置され
る青少年対策地区委員会の活
動に補助金を交付し、各地区
における地域特性に応じた青
少年育成事業の支援をしま
す。また、地区委員会会長会
等で、区や各地区の情報提
供、情報共有を行います。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

（３）地域にお
ける子ども・子
育て支援の取組

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

①よちよち子育
て交流会【赤坂
地区地域事業】

子育てに関する相談や情報交換と交
流の場として、「よちよち子育て交
流会」を開催します。
保健師、栄養士などの専門職による
相談を行うとともに、子育てひろば
「あい・ぽーと」の「子育て支援
員」などの地域の人材を活用して、
交流の促進を図ります。

68

地域の人材を活用し、親子で楽しめ
るプログラムを提供して交流を促進
しました。
開催にあたっては、事前申し込み制
により参加人数を制限して実施しま
した。

当初
計画
どお
り

実施回数は年42回を予定して
います。
赤坂地区：30回実施（土曜日
開催4回を含む）
青山地区：12回実施

赤坂地区総合支所区民課
　保健福祉係

（２）
青少年の健全育
成のための支援

①インターネッ
トの適正利用の
啓発

成長に好ましくないインターネット
サイトへのアクセス制限や、安全・
適切なインターネット環境の利用に
向けたリテラシー教育を充実する
等、インターネットの有効的な活用
に向けた取組を推進していきます。

68

港区青少年対策地区委員会が推薦し
た「東京都青少年健全育成協力員」
の協力の下、不健全図書の陳列方法
等の調査を行い、関係施設等へ周知
しました。
７月の「青少年の非行・被害防止全
国強調月間」に合わせ、区ホーム
ページでインターネットの適切な利
用について啓発活動を行いました。

当初
計画
どお
り

港区青少年対策地区委員会が
推薦した「東京都青少年健全
育成協力員」の協力の下、不
健全図書の調査を行い関係施
設等へ周知を図ります。
機会を捉え、広報誌等でイン
ターネットの適正利用の対策
に向けた啓発を行います。

③リーダー育成
の支援

豊かな知識経験を有する地域の人材
の活用等により、青少年が地域活動
のリーダーとなるよう支援します。

68

豊かな知識経験を有する地域の人材
である青少年対策地区委員会が、
キャンプや防災訓練等の青少年健全
育成活動を実施できるよう、区はそ
の経費の一部を助成することで、青
少年対策地区委員会の活動を支援し
ています。これにより、青少年が地
域活動のリーダーとなるよう支援し
ています。

当初
計画
どお
り

引き続き、青少年対策地区委
員会の活動を支援し、青少年
が地域活動のリーダーとなる
よう支援します。

健康推進課
　地域保健係⑦産後母子ケア

事業の推進

産後ケア（産褥期における母体のケ
ア、育児支援、交流等の社会支援）
を行うことで、母性の醸成、ストレ
ス軽減、育児の主体性が高まるとさ
れています。
みなと保健所において、母子保健
コーディネーター（助産師）を配置
し、妊産婦の相談に応じます。ま
た、生後４か月未満の児とその母親
が宿泊または日帰りで滞在できる場
を提供し、心身のケア、母乳や育児
等の相談、母親同士の交流を促しま
す。
さらに関係機関とのネットワーク会
議を開催するなど、妊娠・出産・育
児期における切れ目のない支援体制
を推進します。

67

産後ケア事業であるHelloママサロ
ン（生後１～２か月の対象）うさ
ちゃんくらぶ（生後２～３か月対
象）のんびりサロン（生後３～４か
月の対象）をそれぞれ実施してお
り、全48回開催で1213組延べ2461人
が参加されました。また、ママの健
康相談（訪問）は37件実施しまし
た。
妊婦全員面接（プレママ応援事業）
は、面接やオンライン面接により
2370件の相談を受けました。また、
関係機関との切れ目のない支援がで
きるよう連携を図るため、保健師、
助産師会、出産医療機関の他産後ケ
ア施設の宿泊型ショートステイ事業
及びデイサービス及び乳房ケア事業
を運営している施設も参加したネッ
トワーク会議を実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、みなと保健所にお
いて、母子保健コーディネー
ター（助産師）を配置し、妊
産婦の相談に応じます。母子
で宿泊または日帰りで滞在で
きる場を提供し、心身のケ
ア、母乳や育児等の相談、母
親同士の交流を促します。
さらに関係機関とのネット
ワーク会議を開催するなど、
妊娠・出産・育児期における
切れ目のない支援体制を推進
します。令和７年度からは、
利用者数増加に伴い、産後ケ
ア事業の施設の増加及び対象
月齢の拡大を行っていきま
す。

（１）
子どもが健やか
に成長できる環
境の整備
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番 計画内容

施策内容 ９　子どもの健全な育成に向けた施策の充実

担当課・係

第３章 基本方針

項目 計画事業
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定

102

103

104

105

高輪地区総合支所管理課
　管理係

②赤坂・青山子
ども中高生共育
（ともいく）事
業【赤坂地区地
域事業】

赤坂地区は、地域で活躍する専門的
な技能・知識を有する人や文化人、
地域貢献活動が活発な企業などの地
域人材等が豊富な地区です。
こうした地域の人材と子どもたちを
結びつけるため、地域ぐるみの子育
ての仕組みを整備します。
住民、ＮＰＯ等地域団体、地元企業
等との連携と協働により、小・中学
生、高校生を対象に「驚き・感動・
気づき」の機会となる講座や様々な
分野で活躍しているプロフェッショ
ナルとの交流の場を提供します。
また、地域の子ども向け事業に関わ
る団体等のサポート体制やネット
ワークを構築し、子どもたちを地域
ぐるみで見守り、育てる環境を整備
します。

68

文化講座については、『ルイ・ヴィ
トンで夢と冒険にあふれる素敵な旅
を体験しよう！』、『ほんものに見
える料理をつくろう！食品サンプル
づくり体験講座！』、『自分で作っ
たキャンドルでクリスマスをもっと
楽しもう！はじめてのキャンドルづ
くり体験講座』、『赤坂伝統の咸臨
太鼓を体験しよう！赤坂芸者衆と親
子で咸臨太鼓教室』、『「香り×自
由研究」香りを通して日本の四季を
感じよう！親子でルームディフュー
ザーづくり体験講座』、『紅色サ
コッシュづくり体験講座』の計６講
座を実施しました。また、スポーツ
講座については、『サンロッカーズ
渋谷 サンロッカーズガールズと
Let’ｓリズムダンス講座』、『上
手な身体の使い方を学ぼう！東京サ
ンゴリアスS&Cコーチによる走り方
教室&ラグビー体験』の２講座を実
施しました。

当初
計画
どお
り

地域で活躍する専門的な技
能・知識を有する人を講師に
迎える等、地域資源をより効
果的に活用します。また、親
子で参加できる講座を実施
し、多世代交流の機会を設け
る等、講座内容を工夫しま
す。

赤坂地区総合支所協働推進
課
　協働推進係

③たかなわ子ど
もカレッジ【高
輪地区地域事
業】

地域児童を対象に大学の知的・人的
資源を活用し、専門的な研究テーマ
をわかりやすく学ぶ機会を提供しま
す。
事業の運営については、地域の方や
大学生と協働して取り組みます。

69
「子ども教育支援教室」事業を167
回開室し、計3,322名の参加があり
ました。

（３）地域にお
ける子ども・子
育て支援の取組

芝浦港南地区管内の施設を利用し、
延べ99回の育児相談を実施しまし
た。
保護者同士のネットワークづくりの
きっかけとなるかるがもくらぶは、
毎月２回参加のコースを計画、年間
24回実施し、交流の拡大に努めまし
た。気軽に相談できる場であること
から、リピーターとなる参加者も増
加しています。

当初
計画
どお
り

令和７年度も多くの家族が参
加しやすいように土曜日開催
を実施し、子育ての不安や悩
みを専門チーム（保健師、助
産師、管理栄養士、臨床心理
士）で対応し、ミニ講座を開
催し、子育ての不安解消、育
児力の向上を図ります。地域
で安心して子育てができるよ
う、継続して事業実施しま
す。

芝浦港南地区総合支所区民
課
　保健福祉係

助産師や管理栄養士等の専門的な知
識を有する講師による、ミニ講座や
情報交換を通じて、身近な地域で保
護者の友達づくりや交流の場を提供
し、育児不安の軽減と保護者自身の
育児力を高めました。

当初
計画
どお
り

令和７年度は、新たに季節毎
に合わせた講座を開始するな
ど新たな内容の講座を予定し
ています。また、事業の周知
するために、ショート動画を
複数本数作成します。講座の
紹介や具体的な内容を含めた
15分ほどの動画を作成した昨
年度と違いを持たせ、より見
ていただける動画を目指しま
す。
令和８年度は事業の拡大を予
定しているため、来年度に向
けた準備に取り組んでいきま
す。

高輪地区総合支所区民課
　保健福祉係

⑤子育てあんし
んプロジェクト
【芝浦港南地区
地域事業】

保健師・助産師・管理栄養士・臨床
心理士からなるプロジェクトチーム
が、身近な地域の児童施設等を会場
として、子育てに関するノウハウの
提供や家庭環境に応じた個別相談に
応じるなど、子育てに関する様々な
不安や悩みを解消するとともに、孤
立しがちな保護者自身が抱える心の
ケアも図ります。
また、子育て世代の交流の場をつく
ることで、子育てを通じた地域での
仲間づくりや子育て世帯間、家庭間
のネットワークづくりを促進し、家
庭や地域の子育て力の向上を支援し
ます。
さらに、よりきめ細かで利用者の満
足度が高い事業をめざし、大学や地
域の医療機関等とも連携を図りなが
ら、地域特性や様々な子育てのニー
ズに対応していきます。

69

④高輪ほっとひ
といき子育て支
援事業【高輪地
区地域事業】

就学前の乳幼児をもつ保護者に対し
て、育児相談や交流会を実施しま
す。
地域の身近な場所で保健師・助産
師・管理栄養士などの専門家に相談
できる仕組みをつくり、地域の関係
機関と連携し、安心して子育てがで
きるよう支援します。
また、地域の中での仲間づくりや保
護者同士の交流を促進するととも
に、保護者のもつ力を高めます。

69

（３）地域にお
ける子ども・子
育て支援の取組

当初
計画
どお
り

高輪地区内の３大学との連携
をより一層強化し、子ども教
育支援教室事業の拡充に取り
組みます。各大学の専門性を
活かして、対面やリモートに
より児童と学生の交流を持ち
ながら、活動を展開します。
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

106

107

108

109

110

111

（３）
経済的安定の支
援

①高校生不登校
への支援【新規
事業】

不登校について、これまで支援の少
なかった高校生へも支援の対象を広
げ、子どもを身近で支える保護者を
対象に、不登校の現状や家庭での接
し方などを理解し、相談・支援機関
の情報に接することができる機会を
設けるための理解促進事業を実施し
ます。なお、引き続き、各小・中学
校へ週１回以上スクールカウンセ
ラーを配置するほか、各学校からの
要請に応じてスクールソーシャル
ワーカーを派遣するなど、学校教育
相談体制を充実し、教育と福祉の両
面から、不登校や虐待などの問題解
決を図るとともに、適応指導教室
（つばさ教室）での指導・相談や、
教育センターでの教育相談等の支援
を継続していきます。

71

スクールカウンセラーを各小・中学
校に週１日以上配置しました。令和
６年度の配置の延べ日数は1212日で
した。
スクールソーシャルワーカーを学校
からの要請に応じて派遣しました。
令和６年度の派遣件数は44件（30分
を１件とします）でした。
適応指導教室（つばさ教室）では、
児童・生徒の状況に応じた相談、指
導・支援を実施しました。また、学
校との連絡会、保護者会を学期に１
回開催しました。
教育センターでは、来所及び電話で
の教育相談を実施しました。令和６
年度は、来所相談が3395件、電話教
育相談が199件、オンライン教育相
談が41件でした。

当初
計画
どお
り

③相談体制の整
備

小学校及び中学校では、学びの未来
応援ケース会議を開催し、養育不安
や不登校など課題がある家庭に対
し、スクールソーシャルワーカーを
派遣するなどの支援を行います。ま
た、生活困窮者自立相談支援窓口で
ある、港区生活・就労支援センター
事業を通じて、子どもが高校や大学
等への進学後も就業や生活について
の支援を行い、社会的自立まで切れ
目のない支援体制を構築します。

71

当初
計画
どお
り

②子育て家庭の
生活や社会参加
の支援

産前産後家事・育児支援事業、子育
てひろば事業などを通じて、親の妊
娠・出産期から社会的孤立に陥るこ
とのないよう、子育てへの不安の解
消や養育力の向上支援を行うととも
に、親と子の生活や社会参加の支援
を実施します。

71

産前産後家事・育児支援事業、子育
てひろば事業を実施することで、子
育てへの不安の解消や養育力の向上
支援を行いました。

当初
計画
どお
り

年に３回、学びの未来応援ケース会
議を開催し、養育不安や不登校など
課題がある家庭に対し、スクール
ソーシャルワーカーを年間44件（１
単位30分）派遣しました。
また、生活困窮者の抱える課題に対
応するため、港区生活・就労支援セ
ンターにおいて自立支援相談を実施
し、一人ひとりの支援計画を作成す
るとともに、住居確保給付金、就労
支援や家計相談、子どもの学習相談
などのサービスを提供しました。

当初
計画
どお
り

養育費保証サービス利用助
成、裁判外紛争解決手続（Ａ
ＤＲ）利用助成、親子交流
コーディネート事業の利用を
促進するため、離婚講座等の
機会を活用して事業の周知を
図ります。
また、令和７年度から新た
に、公正証書等作成費用助成
制度も開始し、養育費の確保
支援を更に推進します。

子ども家庭支援センター
　家庭相談係

②教育にかかる
経済的支援の充
実

教育、進学にかかる費用について、
就学援助、各種の手当等の支給や資
金の貸付け等の経済的支援を行いま
す。

72

教育、進学にかかる費用について、
就学援助、各種の手当等の支給や資
金の貸付け等の経済的支援を行いま
した。
学業に意欲を持ちながらも、経済的
に修学が困難な者に対して、奨学資
金を貸し付けております。令和６年
度は、計26名に貸付を行いました。

当初
計画
どお
り

引き続き、教育、進学にかか
る費用について、就学援助、
各種の手当等の支給や資金の
貸付け等の経済的支援を行い
ます。
また、令和７年度より貸付型
奨学金の所得制限撤廃・返還
免除制度の要件を一部緩和し
ております。

学務課
　学校運営支援係
教育長室
　教育総務係

①ひとり親家庭
の生活支援及び
経済的支援の充
実【新規事業】
【再掲】

離婚時に取り決めた養育費の確実な
履行を支援し、子どもの経済的生活
が安定するよう支援します。また、
子どもの心理的安定に配慮した面会
交流の機会確保を支援します。

71

離婚を考えている親等を対象に、養
育費保証利用料や裁判外紛争解決手
続（ＡＤＲ）利用料の一部を助成し
ています。また、親子交流の機会づ
くりを支援しています。

第３章 基本方針

項目 計画事業 計画内容

施策内容

（２）
生活環境の安定
の支援

１０　子どもの未来を応援する施策の充実

教育指導担当
（生活福祉調整課自立支援
担当）

引き続き、産前産後家事・育
児支援事業、子育てひろば事
業を実施することで、子育て
への不安の解消や養育力の向
上支援を行います。

子ども家庭支援センター
　子ども家庭サービス係

引き続き、各小・中学校へ週
１回以上スクールカウンセ
ラーを配置し、各学校からの
要請に応じてスクールソー
シャルワーカーの派遣を行い
ます。また、各小・中学校に
スクールソーシャルワーカー
を年間43日配置します。
適応指導教室での指導・相談
や、相談窓口を周知して教育
センターでの教育相談等の支
援を継続していきます。

教育指導担当指導主事

担当課・係

生活福祉調整課
　自立支援担当

（１）
教育・学習の支
援

①生活困窮世帯
への学習支援

家庭の経済状況や親子関係等の事情
から、家庭学習の習慣が充分に定着
していない児童・生徒や学習等での
課題を抱えている児童・生徒に対
し、学習支援に加え、生活習慣・育
成環境の改善に関する助言、教育及
び就労に関する支援を行います。ま
た、高校生に対しては、中退防止の
ための相談・支援を行います。

70

引き続き、年に３回、学びの
未来応援ケース会議を開催
し、養育不安や不登校など課
題がある家庭に対し、スクー
ルソーシャルワーカーを派遣
します。また、各小・中学校
にスクールソーシャルワー
カーを年間43日配置します。
さらに、港区生活・就労支援
センターにおいて、子どもの
いる世帯及び子ども自身に対
し、学習や進学等に関する助
言や情報提供などを行いま
す。
港区生活・就労支援センター
の相談者は、外国人、若年層
等、多様化がみられより個別
の状況に応じた支援が必要と
なっています。引き続き、一
人ひとりの困窮の状況に寄り
添った丁寧な相談を行いま
す。

当初
計画
どお
り

生活困窮世帯の中学生に対し区内８
カ所、高校生は区内２か所で、学習
支援事業を実施しました。

引き続き、学習の支援だけで
なく、居場所づくり、日常生
活の支援、親への養育支援等
を通じて、将来の自立に向け
たきめ細かな支援を行ってい
きます。

掲載
ぺージ

現況（Ｒ７年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

項番

第３章 基本方針

項目 計画事業 計画内容

施策内容 １０　子どもの未来を応援する施策の充実

担当課・係
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定

112

113

114

115

当初
計画
どお
り

引き続き、ひとり親家庭の高
等職業訓練促進給付金等の問
い合わせに迅速に対応し、ひ
とり親家庭の就労支援に取り
組みます。

子ども家庭支援センター
　家庭相談係

地域で支える子育て世帯の食
事応援事業をとおして、地域
の飲食店を子ども食堂化させ
る取り組みの周知を行いま
す。
また、新たに子ども食堂を開
始したい事業者に向けて、子
ども食堂の立上げや運営に必
要なノウハウについて個別相
談を実施します。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

各ネットワーク会員の活動内
容を生かし、子ども食堂実施
団体と支援希望団体（企業・
ＮＰＯ）を積極的に繋ぎ、子
どもや保護者への支援を拡大
します。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

子ども食堂運営者向けの研修を行う
ことで、人材の育成を図りました。
学習支援事業における学習ボラン
ティアの参加を通じて区民等に対
し、子どもの未来応援施策への理解
を促進しました。

当初
計画
どお
り

令和６年度に引き続き、子ど
も食堂とイベントを共催で実
施するとともに、子ども食堂
ネットワークへの登録者数の
拡大により、人材の確保と育
成を行います。また、利用者
及び支援者にとって、必要な
情報を分かりやすく提供する
ため、ホームページ掲載情報
をリニューアルします。
引き続き、学習支援事業にお
ける学習ボランティアの参加
を通じて区民等に対し、子ど
もの未来応援施策への理解を
促進します。

子ども若者支援課
　子ども若者支援係
生活福祉調整課
　自立支援担当

子ども食堂運営者向けの研修により
情報交換の場を設けました。
港区子ども食堂ネットワーク会員や
みなとリサイクル清掃事務所と連携
し、食材等の提供を行うことで、子
ども食堂の安定的な運営を支援しま
した。

②地域における
子どもの未来を
応援するネット
ワークの確立

普及・啓発活動を通じて育成した人
材や企業、ＮＰＯ、大学等と連携・
協力し、それぞれの強みを生かして
役割分担を行うことにより、地域に
おける子どもの未来を応援するネッ
トワークを確立します。

72

港区子ども食堂ネットワークにおい
て、子ども食堂含む子どもの未来を
応援したい個人や団体と連携し、食
材の寄付等を実施しています。

（４）
地域で子どもの
未来を応援する
体制の整備

①子どもの未来
応援施策の普
及・啓発

孤食解消と保護者支援事業や学習ボ
ランティア養成講座等を通じて区民
等に対し子どもの未来応援施策の理
解を促進するとともに、地域で子ど
もたちを応援する人材を確保し、育
成します。

72

③子どもの孤食
解消と保護者支
援

子ども食堂運営団体と地域の民間企
業が連携するネットワーク化を推進
し、そのネットワークから得られた
寄付金や提供物資を子ども食堂運営
団体へ循環させるシステムを構築し
ます。
子ども食堂の開催場所や開催回数を
増やすことで、子どもの孤食解消を
図ります。

72

③保護者に対す
る就労の支援

就職のあっせん及びひとり親家庭の
職業訓練における給付金の支給等に
より、保護者の自立を図るための就
労支援を行います。また、港区生
活・就労支援センターにひとり親家
庭自立支援員を配置し、家庭が経済
的に安定できるよう支援します。

72

ひとり親家庭の教育訓練や職業訓練
に対し、給付金を支給しています。
また、ひとり親家庭の高等職業訓練
促進給付金を支給し、職業訓練中に
おける生活の負担軽減を図っていま
す。

（３）
経済的安定の支
援
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【巻末ボックス表１】

１教育・保育施設等の充実

＜計画＞ （人）

2号 2号 2号 2号 2号 2号

(幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児

教育) 教育) 教育) 教育) 教育) 教育)

認定別 2,555 615 2,457 613 2,319 601 2,281 593 2,311 601

合計

特定教育・保
育施設

私学助成
幼稚園

（人）

2号 2号 2号 2号 2号 2号

(幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児

教育) 教育) 教育) 教育) 教育) 教育)

認定別 2,882 270 2,427 381 2,311 434 2,091 385 1,587 514

合計

特定教育・保
育施設

私学助成幼稚
園

区内公私立幼稚園の利用者数は減少傾向にあります。引き続き、利用者の需要を見込んで適切に確保策を講じていきます。

1号 1号 1号 1号 1号 1号

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

1,907

①
⾒
込
み 3,170 3,070 2,920 2,874

701

箇所数 28箇所

R３年度

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

現況（Ｒ７年３月末時点）

28箇所 28箇所 28箇所 28箇所 28箇所

過不⾜（②－①） 443 543 693 739

＜実績入力＞

幼児教育

R元年度 R２年度

（１）幼児教育（１号認定及び２号認定のうち共働きで幼稚園を利用している者）Ｐ28　【教育長室】

幼児教育

2023年度 2024年度

2,912

②
確
保
策

1,706

3,613 3,613 3,613 3,613 3,613

R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

1号 1号 1号 1号 1号 1号

2,101

②
確
保
策

1,706

3,608 3,643 3,644 3,643 3,643

1,907

①
利
用
者
数

3,152 2,808 2,745 2,476

1,542

箇所数 28箇所 28箇所 28箇所 28箇所 28箇所 28施設

過不⾜（②－①） 456 835 899 1,167
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票

【巻末ボックス表２】

１教育・保育施設等の充実

＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

3,983 4,065 4,082 4,116 4,266 3,572 3,605 4,115 4,214 4,455
合計 3,970 4,246 4,605 4,810 4,967 5,049 合計 3,970 4,246 4,510 4,599 4,587 4,466

特定教育・保
育施設

2,921 3,189 3,430 3,589 3,848 3,953 特定教育・保
育施設

2,921 3,189 3,425 3,557 3,729 3,752

特定地域型保
育事業

0 0 0 0 0 0 特定地域型保
育事業

0 0 0 0 0 0

認可外保育施
設

認可外保育施
設

（保育室・認
証・保育サ
ポート）

（保育室・認
証・保育サ
ポート）

263 540 728 851 783 674 905 484 373 11

【量の見込みと確保策（３号認定）】　　【子ども政策課・保育課】

＜計画＞ （人）

0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳

919 3,221 960 3,336 991 3,513 1,022 3,672 1,058 3,810

合計 976 3,441 1,050 3,682 1,071 3,718 1,093 3,774 1,114 3,850 1,155 3,975

特定教育・保
育施設

630 1,959 724 2,251 745 2,315 765 2,381 801 2,507 842 2,632

特定地域型保
育事業

51 251 51 251 51 251 53 257 53 257 53 257

認可外保育施
設

（保育室・認
証・保育サ
ポート）

131 461 111 382 102 261 92 178 97 165

＜実績入力＞ （人）

0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳

645 2,711 554 2,650 646 2,919 536 2,703 904 1,400

合計 976 3,441 1,050 3,682 1,064 3,639 974 3,248 971 3,086 971 3,075

特定教育・保
育施設

630 1,959 724 2,251 753 2,330 714 2,279 734 2,283 753 2,344

特定地域型保
育事業

51 251 51 251 51 251 65 158 63 138 66 135

認可外保育施
設

（保育室・認
証・保育サ
ポート）

405 971 510 989 328 329 435 383 67 1,675

【箇所数】　　【子ども政策課】

＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

合計 117 126 130 134 138 143 合計 117 126 131 128 128 128

特定教育・保
育施設

66 76 80 83 88 93
特定教育・
保育施設

66 76 81 82 85 89

特定地域型保
育事業

13 13 13 14 14 14
特定地域型
保育事業

13 13 13 11 10 10

認可外保育施
設

認可外保育
施設

（保育室・認
証・保育サ
ポート）

（保育室・
認証・保育
サポート）

現況（Ｒ７年３月末時点）

０歳から２歳児までの利用者数
について、令和６年度は前年度
より減少し、区内保育施設の定
員についても、前年度に引き続
き空きが生じている状況です。
今後も保育需要の動向を注視し
ながら、保育定員の適切な管理
に取り組んでいきます。

現況（Ｒ７年３月末時点）

保育施設の定員に空きが生じている現況を踏まえ、新たな大規模開発に対して
は、認可保育園付置の要請を行っていません。引き続き、保育需要の動向を見極
めながら、保育施設付置の要請については、慎重に判断します。

（２）保育（２号認定のうち共働きで幼稚園を利用していない者、３号認定）Ｐ31　　【子ども政策課・保育課】

【量の見込みと確保策（２号認定（幼児教育以外））】

保育 保育
（2号認定（幼児教育

以外））
（2号認定（幼児教育

以外））
①⾒込み ①利用者数

1,057 1,085 1,042 858 714

②
確
保
策

②
確
保
策

1,049 1,057 1,175 1,221 1,119 1,096

過不⾜（②－①） 過不⾜（②－①）

保育 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

1,049

現況（Ｒ７年３月末時点）
３歳以上児の利用者数について、令和６年度は前年度より増加しましたが、区内保育施設の
定員については、前年度に引き続き空きが生じている状況です。今後も保育需要の動向を注
視しながら、保育定員の適切な管理に取り組んでいきます。

①⾒込み

②
確
保
策

295 1,231 275

R６年度
（3号認定） 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

1,086 260 1,086

過不⾜（②－①）

保育 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

1,180 275 1,152 275 1,136 260

①利用者数

②
確
保
策

295 1,231 275

R６年度

（3号認定） 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

665 152 596

過不⾜（②－①）

保育施設
等

保育施設
等

1,180 260 1,058 195 811 174

38 37 37 35 33 2938 37 37 37 36 36
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票

【巻末ボックス表３】

２地域子ども・子育て支援事業の充実
（１）利用者支援事業Ｐ34　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

基本型・特
定型

7 7 7 7 7
基本型・特

定型
7 7 7 7 7

⺟⼦保健型 1 1 1 1 1 ⺟⼦保健型 1 1 1 1 1
基本型・特

定型
7 7 7 7 7 7

基本型・特
定型

7 7 7 7 7 7

⺟⼦保健型 1 1 1 1 1 1 ⺟⼦保健型 1 1 1 1 1 1

過不⾜
基本型・特

定型
0 0 0 0 0 過不⾜

基本型・特
定型

0 0 0 0 0

（②－①） ⺟⼦保健型 0 0 0 0 0 （②－①） ⺟⼦保健型 0 0 0 0 0

（２）時間外保育事業（延長保育事業）Ｐ35　　【保育課】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

1,218 1,254 1,288 1,322 1,370 1,196 1,053 1,042 1,001 1,041
② 合計 1,229 1,432 1,494 1,538 1,579 1,616 ② 合計 1,229 1,347 1,444 1,323 1,297 1,616

確保策 特定教育 確保策 特定教育

保育施設 保育施設

特定地域型 特定地域型

保育事業 保育事業

認可外 認可外

保育施設 保育施設

214 240 250 257 246 151 391 281 296 575
117箇所 126箇所 130箇所 134箇所 138箇所 143箇所 117箇所 126箇所 131箇所 128箇所 128箇所 128

（３）放課後児童クラブ事業（学童クラブ事業）Ｐ36　　【子ども若者支援課】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

3,089 3,139 3,309 3,454 3,494 2,949 3,047 3,097 3,226 3,333
② 合計 3,249 3,309 3,309 3,469 3,479 3,519 ② 合計 3,249 3,309 3,309 3,469 3,480 3,520

確保策 低学年 2,599 2,614 2,647 2,775 2,779 2,768 確保策 低学年 2,599 2,614 2,647 2,775 2,780 2,800

⾼学年 650 695 662 694 700 751 ⾼学年 650 695 662 694 700 720

220 170 160 25 25 360 262 372 254 187
35箇所 35箇所 36箇所 37箇所 37箇所 37箇所 35箇所 36箇所 36箇所 36箇所 36箇所 37箇所

（４）子育て短期支援事業（ショートステイ事業）Ｐ37　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 1,919 1,927 1,929 1,930 1,954 ①実利用者数 1,586 1,573 1,662 2,798 2,344
②確保策 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 ②確保策 4,550 4,550 5,280 5,280 5,280 5,280

過不⾜（②
－①）

2,631 2,623 2,621 2,620 2,596
過不⾜（②

－①）
2,964 3,707 3,618 2,482 2,936

箇所数 2箇所 2箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 箇所数 2箇所 2箇所 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

令和６年度の利用者数は昨年度とほぼ同様の人数となっています。
認可保育園全園で延⻑保育を行っているほか、地域型保育施設及び認可外保育
施設での確保状況も増加しています。

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

全体としては入会児童数を上回る定員を確保していますが、申込者数は定員を
上回る状況にあります。特定のクラブに需要が集中しているなど、偏りがみら
れるため、今後は地域ごとの需要と供給のバランスを精査し、必要な対策を講
じていきます。

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

施設によって利用希望が重なり、利用者が希望する日の予約が取れな
い状況が発生しました。来年度以降は、定員枠の見直し等も含め効果
的・効率的な運営を検討し、利用希望に添った事業運営を実施してい
きます。

過不⾜（②－①） 過不⾜（②－①）
箇所数 箇所数

①⾒込み ①⼊会児童数

過不⾜（②－①） 過不⾜（②－①）
箇所数 箇所数

377 377 307 255 350377 361 374 379 354 350 377

44 45 45 33 30 3244 30 30 32 32 32

1,234 808 925

①⾒込み ①利用者数

808 1,041 1,090 1,127 1,193 1,2341,022 983 1,012

現況（Ｒ７年３月末時点）

⼦育てや⼦どもの成⻑・発達に関する悩みや不安に寄り添う相談事業として、
来年度以降も継続して実施します。利用者一人一人のニーズを的確に把握し、
情報の集約・提供および相談対応を通じて、教育・保育施設や⼦育て支援事業
等の利用につなげる支援を行います。

①⾒込み ①⾒込み

②確保策 ②確保策
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（５）乳幼児家庭全戸訪問事業Ｐ38　　【健康推進課】
＜計画＞ （回） ＜実績入力＞ （回）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

2,961 3,022 3,055 3,082 3,124 1,512 1,659 1,634 2,062 2,134
② 実施数 2,961 3,022 3,055 3,082 3,124 ② 実施数 2,961 3,022 3,055 3,082 3,124

確保策 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 確保策 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名

保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師26名 保健師26名 保健師26名

実施機関 実施機関
委託団体等 委託団体等

0 0 0 0 0 1,449 1,363 1,421 1,020 999

（６）養育支援訪問事業Ｐ39　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

登録世帯 18世帯 19世帯 19世帯 20世帯 20世帯 登録世帯 10世帯 5世帯 8世帯 7世帯 7
派遣回数 208 214 221 227 233 派遣回数 167 103 108 108 137
派遣回数 202 208 214 221 227 233 派遣回数 202 208 214 221 227 233
実施体制 実施体制

0 0 0 0 0 41 111 113 119 96

（７）地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）Ｐ40　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人回／年） ＜実績入力＞ （人回／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 299,155 301,579 309,789 319,865 329,102 ①実利用者数 95,531 157,133 185,808 214,290 237,338
②確保策 342,845 347,426 367,426 367,426 367,426 367,426 ②確保策 342,845 347,426 367,426 367,426 367,426 367,426

過不⾜（②
－①）

48,271 65,847 57,637 47,561 38,324
過不⾜（②

－①）
251,895 207,332 181,618 153,136 130,088

箇所数 17箇所 18箇所 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所 箇所数 17箇所 18箇所 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所

（８）一時預かり事業（幼稚園等の預かり保育）Ｐ41　　【教育長室】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

幼稚園等
の

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
幼稚園等

の
R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

預かり保
育

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
預かり保

育
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 46,690 45,196 43,001 42,348 42,908 ①利用者数 28,203 28,873 42,731 43,747 56,339
②確保策 59,403 59,403 59,403 59,403 59,403 59,403 ②確保策 59,403 51,190 53,638 67,290 64,786 75,067

過不⾜（②
－①）

12,713 14,207 16,402 17,055 16,495
過不⾜（②

－①）
22,987 24,765 24,559 21,039 18,728

箇所数 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所 箇所数 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所

（９）一時預かり事業（幼稚園等の預かり保育以外）Ｐ42　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 80,963 88,476 95,730 102,989 111,577 ①利用者数 48,675 56,271 41,219 42,314 55,235
②確保策 114,262 114,262 114,262 114,262 114,262 114,262 ②確保策 114,262 114,262 114,262 114,262 114,262 127,402

過不⾜（②
－①）

33,299 25,786 18,532 11,273 2,685
過不⾜（②

－①）
65,587 57,991 73,043 71,948 72,167

箇所数 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 箇所数 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所

令和６年４月に児童福祉法が改正されたことで「養育支援訪問事業」が専門的
な相談支援に特化したものになり、従来の「養育訪問支援事業」は家事・養育
に係る援助や⼦育てに関する情報の提供、その他必要な支援を行う「⼦育て世
帯訪問支援事業」に名称を変更しました。

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

区内19か所で⼦育てひろば事業を実施し、親⼦が身近な場所で気軽
に集い、仲間づくりや情報交換ができる場所を提供し、育児に関する
講座や集いの開催、⼦育て相談などを行いました。

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、利用者数が減少してい
る時期もありましたが、令和４年度以降、利用者数が増加していま
す。引き続き、保護者ニーズを捉え、幼稚園における⼦育ての支援策
として、適切に確保策を講じていきます。

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

利用希望が集中し、予約が取りづらい時間帯がある一方で、曜日や時
間帯によって予約枠が空いていることもあります。
来年度以降、定員枠の見直しや弾力的な運用なども検討し、利用者の
需要に対応できる事業運営を実施していきます。

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

令和６年度の０歳児人口が計画時の予測値を下回る見込みです。
一方、訪問数の実績は前年度よりも約1００件近く増加していることから、適
切に事業が実施できていると判断します。引き続き事業の促進に努めていきま
す。

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

②確保策 ②確保策
委託によるヘルパー 委託によるヘルパー

過不⾜（②－①） 過不⾜（②－①）

①⾒込み ①利用数

みなと保健所 みなと保健所
東京都助産師会品川港地区分会 東京都助産師会品川港地区分会

過不⾜（②－①） 過不⾜（②－①）

①⾒込み ①訪問数

実施体制 実施体制
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（１０）病児・病後児保育事業Ｐ43　　【保育課】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 6,356 6,540 6,718 6,893 7,146 ①利用者数 1,772 3,548 3,670 4,233 4,665
②確保策 6,482 6,804 6,804 7,290 7,776 7,776 ②確保策 6,482 6,832 6,776 6,804 6,920 7,766

過不⾜（②
－①）

448 264 572 883 630
過不⾜（②

－①）
5,060 3,228 3,134 2,687 3,101

箇所数 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 箇所数 ６箇所 6箇所 6箇所 6箇所 6箇所 ７箇所

（１１）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）Ｐ44　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 3,506 3,681 3,882 4,063 4,183 ①利用数 3,026 3,509 2,870 2,329 2,160
②確保策 3,369 3,506 3,681 3,882 4,063 4,183 ②確保策 3,369 3,506 3,681 3,882 4,063 4,183

過不⾜（②
－①）

0 0 0 0 0
過不⾜（②

－①）
480 172 1,012 1734 2,023

（１２）妊婦健康診査Ｐ45　　【健康推進課】
＜計画＞ ＜実績入力＞

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

① 交付 ① 交付
⾒込み 対象者数 利用数 対象者数

受診回数 33,977回 34,680回 35,062回 35,373回 35,848回 受診回数 29,733回 29,117回 27,577回  27,720回 27,199回

② 健診者数 3,286人 3,354人 3,391人 3,421人 3,467人 ② 健診者数 3,286人 3,354人 3,391人 3,421人 3,467人
確保策 健診回数 33,977回 34,680回 35,062回 35,373回 35,848回 確保策 健診回数 33,977回 34,680回 35,062回 35,373回 35,848回

実施場所 実施場所
実施体制 実施体制

過不⾜ 健診者数 0人 0人 0人 0人 0人 過不⾜ 健診者数 383人 650人 775人 783人 820人
②－① 健診回数 0回 0回 0回 0回 0回 ②－① 健診回数 4,244回 5,563回 7,485回 7,653回 8,649回

（１３）実費徴収に係る補足給付を行う事業Ｐ46　　【教育長室】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 504 504 504 504 504 ①利用数 257 262 278 288 279
②確保策 86 504 504 504 504 504 ②確保策 86 502 442 225 288 279

過不⾜（②
－①）

0 0 0 0 0
過不⾜（②

－①）
245 180 -53 0 0

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

⼦育て支援員研修や他の⼦育て支援を実施する事業者とも連携し、協
力会員の確保を図ります。
令和７年４月から、１時間当たり800円のサポート料に対し、区が
300円を上乗せすることで、協力会員の活動件数の増加を図ります。

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

健診者数及び健診回数については令和２年度から増加傾向にあります。
次年度以降も、妊娠に係る経済的負担を軽減しながら、妊婦が安心して出産に
臨めるよう支援していきます。

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

低所得世帯及び第２⼦以降の多⼦世帯が増加し続けています。引き続
き、利用者数の増加を見込んで適切に確保策を講じていきます。

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

令和７年１月に新たに定員８名の病児保育室を開設したことにより、
病児保育の受け入れ体制が拡充され、利用可能人数が増加しました。
これに伴い、利用者数も前年比で増加しています。

2,903人 2,704人 2,616人 2,638人 2,647人

実施時期

満23週まで 4週間に1回

実施時期

満23週まで 4週間に1回
満24週〜35週 2週間に1回 満24週〜35週 2週間に1回

満36週〜分娩 週に1回 満36週〜分娩 週に1回

都内契約医療機関 都内契約医療機関
医療機関に委託 医療機関に委託

検査項目

(初回)体重・⾎圧・尿検査・⾎液型・貧⾎・⾎糖・不規則抗体・HIV抗体・梅
毒・B型肝炎・C型肝炎・風疹

検査項目

(初回)体重・⾎圧・尿検査・⾎液型・貧⾎・⾎糖・不規則抗体・HIV抗体・梅
毒・B型肝炎・C型肝炎・風疹

(2回目以降)体重・⾎圧・尿検査・クラミジア抗原・経腟超⾳波・HTLV-１抗
体・貧⾎・⾎糖・B群溶連菌・NST

(2回目以降)体重・⾎圧・尿検査・クラミジア抗原・経腟超⾳波・HTLV-１抗
体・貧⾎・⾎糖・B群溶連菌・NST

3,286人 3,354人 3,391人 3,421人 3,467人
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票

【巻末ボックス表４】

８　放課後対策の総合的な推進

（１）学童クラブの令和６（2024）年度に達成されるべき目標事業量【再掲】　　【子ども若者支援課】

＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

3,089 3,139 3,309 3,454 3,494 2,949 3,047 3,097 3,226 3,333

② 合計 3,249 3,309 3,309 3,469 3,479 3,519 ② 合計 3,249 3,309 3,309 3,469 3,480 3,520

確保策 低学年 2,599 2,614 2,647 2,775 2,779 2,768 確保策 低学年 2,599 2,614 2,647 2,775 2,780 2,800

⾼学年 650 695 662 694 700 751 ⾼学年 650 695 662 694 700 720

220 170 160 25 25 360 262 372 254 187

35箇所 35箇所 36箇所 37箇所 37箇所 37箇所 35箇所 36箇所 36箇所 36箇所 36箇所 37箇所

（２）放課ＧＯ→クラブの令和６（2024）年度に達成されるべき目標事業量P64　　【子ども若者支援課】

＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

箇所数 15 16 16 17 17 17 箇所数 15 16 16 17 17 18

追加整備の内
容

追加整備の内
容

（区⽴⼩学
校）

（区⽴⼩学
校）

（３）放課ＧＯ→の令和６（2024）年度までの整備計画P64　　【生涯学習スポーツ振興課・子ども若者支援課】

＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

箇所数 17 18 18 19 19 19 箇所数 17 18 18 19 19 19

追加整備の内
容

追加整備の内
容

（区⽴⼩学
校）

（区⽴⼩学
校）

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

全ての区立小学校で放課ＧＯ→の整備を実現しています。今後において
も、区立小学校の整備計画等に合わせて遅滞なく放課ＧＯ→の整備を行い
ます。

区⽴芝浜区⽴⾼輪台

区⽴⾼輪台

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

放課ＧＯ→みたのクラブ化を３年前倒し、令和６年度に開設しました。

区⽴⾼輪台
（仮称）区⽴
芝浦第二

箇所数 箇所数

区⽴御⽥
（仮校舎）

区⽴芝浜区⽴⾼輪台
（仮称）区⽴
芝浦第二

現況（Ｒ７年３⽉末時点）

全体としては入会児童数を上回る定員を確保していますが、申込者数は定員を上回る
状況にあります。特定のクラブに需要が集中しているなど、偏りがみられるため、今
後は地域ごとの需要と供給のバランスを精査し、必要な対策を講じていきます。

①⼊会児童数

過不⾜（②－①） 過不⾜（②－①）

①⾒込み

28



港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

（１）教育・学習の支援

No.

3

4

5

6

7

8

事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

義務教育に必要な学用品、教材、
学校給食費等の費用を1,737件の
支給をしました。

当初
計画
どお
り

令和６年度と同様に実施を予
定しています。

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定

令和６年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

生活保護事業
（高等学校等就学扶
助）

高等学校に進学する者を対象に、高校受験
料、入学金をはじめとして、教材費、学用
品費、通学のための最低限度の交通費を支
給します。

97
 高等学校等に進学する者を対象
に、入学や通学に必要な費用を
552件の支給をしました。

当初
計画
どお
り

生活福祉調整
課

生活保護事業
（教育扶助）

義務教育に伴って必要な教科書その他学用
品、義務教育に伴って必要な通学用品、学
校給食に必要な費用を金銭給付にて行いま
す。

97

事業内容 担当課

生活保護事業
（入学準備金）

小学校、中学校、高等学校に進学する者を
対象に、服、かばん、靴等を購入するため
の入学準備金を支給します。

97
小学校、中学校、高等学校に進学
する者を対象に、入学準備金を11
人に支給しました。

生活保護事業
（被服費）

被保護世帯にて出産があった場合に一時扶
助として被服費を支給します。

97
出産があったものを対象に、新生
児のための被服費等の費用を１件
支給しました。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

令和６年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

保護者の負担を軽減し、保育料の公私較差
の是正をするため、世帯の所得状況に応じ
た補助金を支給します。

98

世帯の所得状況に応じた補助金を
支給し、保育料の公私較差の是正
をするため世帯の所得状況に応じ
た補助金を支給しました。

法外援護事業
（入学支度金・就職
支度金）

中学を卒業し、高校に入学する者、または
4月末日までに継続的な就労に従事するか4
月末日までに定職に就く見込みの者等に対
して、5月に51,500円支給します。

97
入学支度金・就職支度金あわせて
10人に支給しました。

98

被保護者自立促進事業のうち、学
習環境整備支援費、大学等進学支
援費として、36名に対し、
2,918,550円を支給しました。

私立幼稚園就園奨励
費

園児と同一世帯に属して生計を一にしてい
る父母及びそれ以外の扶養義務者の全ての
者の区民税所得割課税額に基づき、補助金
を支給します。

98
令和元年10月の幼児・教育保育の
無償化に伴い、事業廃止しまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、保護者の負担を軽
減し、保育料の公私較差の是
正を図ります。

教育長室
私立幼稚園保護者補
助金

奨学資金貸付
学業に意欲を持ちながらも、経済的に修学
が困難な者に対して、奨学資金を高校生、
大学生等に貸付します。

98

学業に意欲を持ちながらも、経済
的に修学が困難な者に対して、奨
学資金を貸し付けております。令
和６年度は、計26名に貸付を行い
ました。

学習支援事業

生活保護世帯及び生活困窮世帯の中学１・
２年生及び高校生に対し、生活困窮者自立
支援法に基づく任意事業の学習支援事業と
して、無料学習支援を実施します。

98

生活保護世帯及び生活困窮世帯の
中学生146人及び高校生47人に対
し、生活困窮者自立支援法に基づ
く任意事業の学習支援事業とし
て、無料学習支援を実施しまし
た。

廃止 － 教育長室

当初
計画
どお
り

令和７年度より貸付型奨学金
の所得制限撤廃・返還免除制
度の要件を一部緩和しており
ます。

教育総務係

教育長室

当初
計画
どお
り

引き続き、学習の支援だけで
なく、居場所づくり、日常生
活の支援、親への養育支援等
を通じて、将来の自立に向け
たきめ細かな支援を行ってい
きます。

生活福祉調整
課

当初
計画
どお
り

引き続き、子どものいる生活
困窮世帯の保護者及び子ども
に対し、個別の状況に応じ、
丁寧に学習や進学等に関する
助言や情報提供を行います。

生活福祉調整
課

法外援護事業
（学童服及び運動
衣）

4月1日現在、保護受給世帯の小・中・高校
生に対し、5月に15,500円を支給します
（ただし、小１、中１、高１は除きま
す）。

97
学童服・運動衣合わせて71人に支
給しました。

当初
計画
どお
り

学習塾などへの通塾等の費用
の上限額を、中学３年生及び
高校３年生は300,000円に増
額しました。

生活福祉調整
課

学習相談支援事業
子どものいる生活困窮世帯の保護者及び子
どもに対し、学習や進学等に関する助言や
情報提供を行います。

98

生活・就労支援センターで実施す
る、生活困窮に係る相談のなか
で、子どものいる世帯の保護者及
び子どもに対し、学習や進学等に
関する助言や情報提供を行いまし
た。

当初
計画
どお
り

令和６年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

被保護者自立促進事
業
（学習環境支援費）

自立支援の援助方針に基づき、学習塾など
への通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講
座、補習講座の受講などにより、在宅での
学習環境を整える必要が認められる中学生
等に対して、中学3年生及び高校3年生は
200,000円、高校1、2年生は150,000円、小
学4年生から中学2年生は100,000円を年間
の上限額として支給します。

当初
計画
どお
り

令和６年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

1

2

当初
計画
どお
り

令和６年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

法外援護事業
（修学旅行支度金）

通学中の学校において、修学旅行が実施さ
れる学年に在籍する小・中・高校生に対
し、小学生4,300円、中高生8,500円を支給
します。

97

通学中の学校において、修学旅行
が実施される学年に在籍する小・
中・高校生に対し、修学旅行支度
金を小学生１人、中学生・高校生
８人に支給しました。

当初
計画
どお
り

令和６年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

法外援護事業
（夏季健全育成費）

7月1日現在、保護受給世帯の小・中・高校
生に対し、3,300円を支給します。

97
夏休みの野外活動等の参加費用と
して、夏季健全育成費を88人に支
給しました。

担当係

生活福祉調
整係

生活福祉調
整係

生活福祉調
整係

生活福祉調
整係

生活福祉調
整係

生活福祉調
整係

生活福祉調
整係

生活福祉調
整係

自立支援担
当

自立支援担
当

教育総務係

教育総務係

自立支援担
当

令和６年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

（１）教育・学習の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定事業内容 担当課 担当係

9

10

11

12

13

14

港区小中学生海外派
遣事業

夏季休業期間中に港区立小中学生を対象に
オーストラリアへの海外派遣を実施しま
す。

98

令和６年度は、小学生、中学生と
もにオーストラリアの西オースト
ラリア州パース市で実施しまし
た。

当初
計画
どお
り

令和７年度は小学生はオース
トラリア連邦クイーンズラン
ド州ブリスベン市、中学生は
オーストラリア連邦西オース
トラリア州パース市で実施し
ます。

教育人事企画
課

朝鮮学校児童生徒保
護者補助金

朝鮮初級・中級学校に授業料等を納入し
た、基準所得額以下の世帯の保護者を対象
に補助金を支給します。

98

朝鮮初級・中級学校に授業料等を
納入した、基準所得額以下の世帯
の保護者を対象に補助金を支給し
ています。

先端教育担
当

当初
計画
どお
り

引き続き、保護者の負担を軽
減するため、対象者に補助金
を支給します。

教育長室 教育総務係

－ 教育指導担当

引き続き、近隣大学の学生を
中心に学生を募集するととも
に、任用後は各学校での学力
向上につながる支援を行いま
す。

教育指導担当 指導主事

指導主事

補助教材（小1,360円、中
6,050円）の購入補助、学習
材料（2,240円）の購入補助
を実施するとともに、検定料
受験補助（小１回、中３回）
を行います。

教育指導担当

引き続き、小学校５年生を対
象に、年間16回の学力アップ
特別講座「みなと科学教室」
を実施します。

教育指導担当

学生スクールボラン
ティア事業

小学校４年生から６年生の学力に課題のあ
る児童を対象に、学校の授業や放課後学習
において担任の補佐役として学習の支援を
します。

98

令和６年度は、小中学校において
合計11名の学生スクールボラン
ティアを任用し、一斉授業での学
習支援や個別指導等の支援等をし
ました。

当初
計画
どお
り

学びの未来応援学習
講座

経済的困難を抱える家庭の中学校３年生を
対象に進路選択に資するため、学習講座を
開催し基礎的学力の定着を図ります。

98

令和６年度から、経済的な事情に
関わらず希望する中学生を対象と
して、学習講座を行う進路支援講
座を開始したため、本事業を令和
５年度末に廃止しました。

廃止

学力アップ特別講座

児童・生徒の学習習慣の確立及び学力向上
のため区立小中学生を対象に学力アップ特
別講座を実施します。（対象等：小学校５
年生　土曜日、中学校１～３年生　長期休
業期間）

98
小学校５年生を対象に、年間16回
の学力アップ特別講座「みなと科
学教室」を実施しました。

当初
計画
どお
り

学習活動支援保護者
負担軽減事業

保護者の負担軽減を図るため、補助・学習
教材購入費、漢字・英語・数学検定料、校
外学習見学・入場料の一部を公費負担しま
す。

98

補助教材（小1,360円、中6,050
円）の購入補助、学習材料
（2,200円）の購入補助を実施す
るとともに、検定料受験補助（小
１回、中３回）を行いました。令
和５年度より検定料の補助の上限
を撤廃しました。

当初
計画
どお
り

指導主事

指導主事

30



港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

（２）生活環境の安定の支援

No.

1

2

3

4

事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課

保健師活動

保健師は、乳幼児から高齢者までの区民
が、より健康であらゆる健康問題に対して
人々の持っている力を引き出し、自ら問題
解決できるよう継続的に活動しています。
個別の支援活動：家庭訪問、窓口相談、電
話相談等を行っています。
健康診査等を通じての保健指導：乳幼児健
康診査で健康相談を行っています。
地域における活動：母子保健活動や地域の
健康の向上を目指す活動を行っています。

99

家庭訪問、窓口相談、電話相談に
より、区民の抱える健康問題の解
決、支援を行いました。
乳幼児健康診査や各種相談事業で
健康相談を行うとともに、母子保
健活動や地域の健康の向上を目指

           す活動を行いました。

当初
計画
どお
り

引き続き、乳幼児から高齢者
までの区民が、より健康であ
らゆる健康問題に対して人々
の持っている力を引き出し、
自ら問題解決できるよう継続

          的な支援を行います。

各地区総合支
所区民課

事業内容 担当係

保健福祉係

高輪ほっといきいき
子育て支援事業

就学前の乳幼児をもつ保護者に対して、育
児相談や交流会を実施します。地域の身近
な場所で保健師、助産師、栄養士等の専門
家に相談できる仕組みをつくり、地域の中
で仲間作りや保護者同士の交流を促進し、
保護者の持つ力を高めます。

99

助産師や管理栄養士等の専門的な
知識を有する講師による、ミニ講
座や情報交換を通じて、身近な地
域で保護者の友達づくりや交流の
場を提供し、育児不安の軽減と保
護者自身の育児力を高めました。

当初
計画
どお
り

令和７年度は、新たに季節毎
に合わせた講座を開始するな
ど新たな内容の講座を予定し
ています。また、事業の周知
するために、ショート動画を
複数本数作成します。講座の
紹介や具体的な内容を含めた
15分ほどの動画を作成した昨
年度と違いを持たせ、より見
ていただける動画を目指しま
す。令和８年度は事業の拡大
を予定しているため、来年度
に向けた準備に取り組んでい
きます。

区民課

高輪地区総
合支所区民
課保健福祉

係

芝浦港南地区子育て
あんしんプロジェク
ト

保健師・助産師・管理栄養士・臨床心理士
からなるプロジェクトチームが、身近な地
域の児童施設等を会場として、子育てに関
するノウハウの提供や家庭環境に応じた個
別相談に応じるなど、子育てに関する様々
な不安や悩みを解消するとともに、孤立し
がちな保護者自身が抱える心のケアを図り
ます。

99

芝浦港南地区管内の施設を利用
し、延べ99回の育児相談を実施し
ました。
保護者同士のネットワークづくり
のきっかけとなる、かるがもくら
ぶは、毎月２回参加のコースを計
画、年間24回実施し、交流の拡大
に努めました。気軽に相談できる
場であることから、リピーターと
なる参加者も増大しています。

当初
計画
どお
り

令和７年度も多くの家族が参
加しやすいように土曜日開催
を実施し、子育ての不安や悩
みを専門チーム（保健師、助
産師、管理栄養士、臨床心理
士）で対応し、ミニ講座を開
催し、子育ての不安解消、育
児力の向上を図ります。地域
で安心して子育てができるよ
う、継続して事業実施しま
す。

区民課 保健福祉係

民生委員・児童委
員・保護司活動への
支援

民生委員・児童委員に自主的な研修や子育
て支援事業たんぽぽクラブに活動費や場所
を提供します。保護司会による更生保護青
少年相談事業への支援を行います。

99

民生委員・児童委員の子育て支援
部会・児童福祉部会・主任児童委
員部会において、子どもや子育て
に関する研修を実施しました。ま
た、民生委員・児童委員協議会に
よる子育て支援事業たんぽぽクラ
ブ及び保護司会による更生保護青
少年相談を実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、地域福祉の向上に
向けて、民生委員・児童委員
や保護司会への支援を行いま
す。

保健福祉課
地域福祉支

援係
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

（２）生活環境の安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課事業内容 担当係

5

6

7

8

9 障害者福祉課

障害者に対する虐待の防止及び早期発見を
図るため、障害者本人や家族等からの相談
を受けるとともに、障害者に対する虐待の
禁止、障害者虐待に関する知識の普及・啓
発を行い、障害者及びその家族が安心して
生活できるような地域環境の整備を行いま
す。また、保健・医療・福祉等の関係機関
と連携を図り、障害者の保護者及び自立の
ための支援や養護者に対する支援を行いま
す。

障害者住宅

区民向け住宅（区営住宅、特定公共賃貸住
宅、区立住宅）の住宅使用料については、
婚姻歴のないひとり親世帯であって、児童
扶養手当の受給者の場合、寡婦（寡夫）控
除の適用があるとみなして住宅使用料を算
定します。

100

障害者住宅の住宅使用料につい
て、婚姻歴のないひとり親世帯で
あって、児童扶養手当の受給者の
場合、ひとり親控除の適用がある
とみなして住宅使用料を算定して
います。

当初
計画
どお
り

障害者住宅の住宅使用料につ
いて、婚姻歴のないひとり親
世帯であって、児童扶養手当
の受給者の場合、ひとり親控
除の適用があるとみなして住
宅使用料を算定します。

コミュニティバス乗
車券発行

高齢者、障害者、妊産婦、生活保護世帯等
に対し、港区コミュニティバスの乗車券を
発行して乗車運賃を助成します。

100

令和２年４月から妊産婦用の港区
コミュニティバス無料乗車券で家
族（子どもの父、祖父母、兄弟）
まで拡大し、家族のうち乗車券に
記載された人が、１回の利用につ
き１人まで無料としています。ま
た、令和５年４月から、妊産婦用
の港区コミュニティバス乗車券
で、１回の利用につき、２人まで
無料としました。

当初
計画
どお
り

引き続き、妊産婦の社会参加
及び子育て支援を目的とし、
港区コミュニティバス無料乗
車券を交付します。

障害者福祉課

100

障害者の虐待相談ダイヤルや支援
者からの相談に応じ、子ども家庭
支援センターや児童相談所、各関
係機関と連携を図り、虐待の相談
者への支援や養護者に対する支援
を実施しました。
また、個別の相談事例に対し、個
別支援会議へ参加し、関係機関で
支援の方向性や方針を話し合い、
地区担当者やサービス提供事業所
と連携を図りました。

当初
計画
どお
り

引き続き各関係機関と連携を
図り、虐待の防止や早期発
見、早期対応に努めます。引
き続き、障害者の虐待相談ダ
イヤルや支援者からの相談に
応じ、子ども家庭支援セン
ターや児童相談所、各関係機
関と連携を図り、虐待の相談
者への支援や養護者に対する
支援を実施します。
また、各関係機関と連携を強
化し、虐待の防止や早期発
見、早期対応に努めます。

高齢者支援課
障害者福祉課
生活福祉調整
課
子ども若者支
援課

障害者福祉課

100

区立障害保健福祉センター内の発
達障害者支援室において、大人の
発達障害の相談・居場所支援・家
族会・講習会を実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、区立障害保健福祉
センター内の発達障害者支援
室において、大人の発達障害
の相談・居場所支援・家族
会・講習会を実施し、生涯を
通じて継続した支援を行いま
す。
また、発達障害のある子ども
の子育てを経験し、かつ相談
支援に関する一定のトレーニ
ングを受けた親（ペアレント
メンター）による共感的な親
支援を開始します。

障害者福祉課

子ども給付
係

障害者施設
係

障害者施設
係

障害者支援
係

障害者支援
係

こども療育事業
（こども療育パオ）

心身に障害のある、またはその傾向にある
乳幼児・児童を対象に、通園、指導等の適
切な療育を行うことにより、心身の豊かな
成長を促し、日常生活に必要な能力を育成
します。

100

令和２年４月に児童発達支援セン
ターを開設し、こども療育事業を
移管しました。児童発達支援セン
ターは、中核機能を強化した施設
として、総合相談（児童福祉法の
サービス外の区単独事業として）
及び児童福祉法のサービス内であ
る障害児通所支援事業を実施し、
障害児やその家族を支援していま
す。

当初
計画
どお
り

令和７年度は、民間事業所や
保育所、学童クラブ等との連
携強化による地域の障害者支
援の更なる底上げ、引続きの
課題であるインテーク（初回
面談）までの待機期間短縮の
取組など、地域の中核的な療
育支援施設としての機能拡充
に向けて、指定管理者と連
携・協力して取り組みます。
また、アウトリーチ型の「出
張・親子サロン」は令和7年
度より開催場所を１か所増や
して４か所で開催します。

発達支援センター事
業

生涯を通じて継続した支援を行うことによ
り、発達障害児・者、発達に支援を必要と
する人及びその家族等の自立と社会参加の
促進を図ります。

障害者虐待防止・養
護者支援事業

障害者相談
支援担当

32



港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

（２）生活環境の安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課事業内容 担当係

10

11

12

13

14

15

16

17

精神疾患等を有する生活保護受給者に対し
て、精神保健福祉士が様々な支援を実施し
ます。

100
精神疾患等を有する生活保護受給
者149名に対して、精神保健福祉
士による支援を実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、精神疾患等を有す
る生活保護受給者に対して、
精神保健福祉士が様々な支援
を実施します。

生活福祉調整
課

新産婦や新生児、乳幼児に対して、支所保
健師や委託した助産師が家庭訪問し、乳児
に発育状況や母親の健康状態の確認、栄
養・生活環境の相談、子育て情報の提供等
を実施します。

101

家計改善支援事業
生活困窮世帯に対し、家計の管理や債務整
理、滞納等に関する助言や情報提供、関係
機関の紹介や同行などを行います。

生活保護受給者等メ
ンタルケア支援事業

引き続き、生活・就労支援セ
ンターにおいて、生活困窮世
帯に対し、家計の管理や債務
整理、滞納等に関する助言や
情報提供、関係機関の紹介や
同行などを行います。

100

生活・就労支援センターにおいて
生活困窮世帯に対し、家計の管理
や債務整理、滞納等に関する助言
や情報提供、関係機関の紹介や同
行などを行いました。

当初
計画
どお
り

はじめての離乳食教
室

5か月の乳児をもつ保護者を対象に、離乳
食の作り方、子どもの成長に伴う食の考え
方、保護者の健全な食生活のあり方等につ
いて調理実演、講義を交えた講習会を開催
します。

101

５か月頃の乳児をもつ保護者を対
象に、離乳食の作り方、子どもの
成長に伴う食の考え方、保護者の
健全な食生活のあり方等講義形式
で開催し366組が参加しました。

当初
計画
どお
り

申し込み方法について、みな
とコールでの電話申し込みに
加えてオンラインでの申し込
みを開始しています。

健康推進課

当初
計画
どお
り

令和６年度と同様に心疾患、
膠原病など小児慢性疾患のた
めの保険医療費の自己負担分
の助成を行います。

小児慢性特定疾病医
療費助成

慢性疾患に罹っていることにより、長期に
わたり療養を必要とする児童等の健全な育
成を図るため、当該疾患の治療法に関する
研究などに資する医療の給付、その他の事
業を行います。

101
令和６年度は88件の申請（保険変
更等は含まず）がありました。

健康推進課

健康推進課

健康推進課

精神保健福祉事業

こころの病気や精神的な問題を抱える人及
び、その家族に対する相談・助言を行って
います。
精神科医による相談：月4回　面接又は訪
問による相談を実施しています（予約制）
保健師による相談：随時電話、面接等を実
施しています。また必要に応じて、各地区
総合支所の保健師による訪問を行っていま
す。

101

こころの病気や認知症の早期発
見・早期治療・対応の仕方等につ
いて家族からの相談対応しまし
た。

当初
計画
どお
り

毎月４～５回精神科医による
相談を開催（うち８回は児童
精神科医）し、必要な支援に
つなげます。また随時保健師
による電話や面接相談を行
い、継続相談が必要な場合
は、各地区総合支所の地区担
当保健師等と連携し支援しま
す。

育成医療

障害のある児童に対して、専門的かつ適切
な医療を実施し、療育に必要な給付を行い
ます。また、医療、療育に関する負担の軽
減を図り、区民が安心して子どもを育てる
ことが出来る環境の整備を図ります。

101
３件の申請があり、３件を認定し
ました。

当初
計画
どお
り

引続き身体に障害のある児童
に対して日常生活に必要な能
力を得るために必要な医療の
給付を行います。

こんにちは赤ちゃん訪問につい
て、2059件実施し、168件再訪問
しました。ママの健康相談につい
ては、37件実施しました。妊婦訪
問については、19件実施し、訪問
数は増加しました。

当初
計画
どお
り

引き続き妊娠届出時や母親学
級・両親学級に加えて、妊婦
全数面接（みなとプレママ応
援事業）で対面によるこんに
ちは赤ちゃん訪問事業の周知
と活用の勧奨を行うととも
に、医療機関との連携によ
り、訪問数の増加を目指しま
す。出産・子育て応援事業の
対象事業は令和７年度から妊
婦のための支援給付事業とな
るため、周知を行います。

生活福祉調整
課

健康推進課

生活困窮者自立相談
支援事業

生活困窮世帯に対して、失業等による経済
的な問題と合わせ、生活上の悩み、家族の
問題、健康上の悩みなどの課題を、相談支
援員が寄り添いながら一緒に問題解決を図
ります。

100
生活・就労支援センターにおい
て、309名の相談を受け付けまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、生活困窮世帯に対
して、失業等による経済的な
問題と合わせ、生活上の悩
み、家族の問題、健康上の悩
みなどの課題を、相談支援員
が寄り添いながら一緒に問題
解決を図ります。

生活福祉調整
課

こんにちは赤ちゃん
訪問事業
（妊産婦訪問事業を
含む）

自立支援担
当

自立支援担
当

自立支援担
当

地域保健係

健康づくり
係

地域保健係

地域保健係

保健指導調
整担当
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

健康推進課乳幼児健康診査

乳幼児に対する健康診査を行い、その保護
者に適切な保健指導を実施することによ
り、乳幼児の健康を保持します。毎月健診
日を定め健診を行い、必要な人に対し経過
観察児健診や専門医療機関の受診を勧奨し
ます。また、育児不安の軽減や虐待防止の
ための育児相談を実施しています。発達障
害児の早期発見・支援のため、スクリーニ
ングを実施しています。

101

乳幼児健康診査の受診率は、３・
４か月健康診査（医療機託）
95.8％、１歳６か月児健康診査
（内科健診を医療機関委託）
89.4％、３歳児健康診査（直営
平日の他、各月土曜日開催）
84.9％でした。
各健診にて必要者に経過観察児健
診や医療機関の受診を勧奨しまし
た。また、育児不安や虐待防止に
むけた育児相談を実施し、併せて
健診で発達障害のスクリーニング
を行い、必要なサービスにつなげ
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、乳幼児健康診査を
実施するとともに、特に３歳
児健診の受診率の向上のた
め、午前中の健診と各月土曜
日開催の試行を継続するな
ど、区民が受診しやすい工夫
を継続して行います。
１か月児健診、５歳児健診の
令和８年度実施に向けて準備
を進めます。

ひとり親家庭または区で定めた基準所得内
の両親家庭の親子を対象にレクリエーショ
ンにふさわしい日帰り施設を指定し、低額
な料金で利用できるようにすることによ
り、子どもの心の成長を促し、児童の健全
育成を図ります。

102
利用実績や施策の目的を実現する
手段として十分機能していない現
状を踏まえ、令和２年度末をもっ
て事業を廃止しました。

廃止 －

子ども家庭支
援センター

親子ふれあい助成事
業

子ども家庭支
援センター

引き続き、区立母子生活支援
施設「メゾン・ド・あじさ
い」において、様々な事情に
より養育が困難となった母子
を保護し、自立に向けた支援
に取り組みます。

療育給付

結核に罹っている児童に対して、専門的か
つ適切な医療を実施し、療育に必要な給付
を行います。また医療、療育に関する負担
の軽減を図り、区民が安心して子どもを育
てることの出来る環境の整備を図ります。

102 令和６年度の申請はありませんで
した。

当初
計画
どお
り

引き続き、結核に罹って入院
している児童に対して、専門
の医療の給付と入院期間に必
要な日用品、学用品の給付を
行います。

地域保健係健康推進課

地域保健係

健康推進課

妊婦健康診査

母子健康手帳とともに、妊婦健診費等の一
部を助成する受診券（妊婦健康診査14回、
超音波健康診査2回）を交付します。また
健康診査の結果、精密検査が必要な人に対
して、保健医療の自己負担分を助成する
「精密健康診査受診票」を交付します。

102
2,377人が初回の妊婦健診を受診
し、延べ24,822人が２回目以降の
妊婦健診を受診しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、医療機関に委託し
て、妊婦健康診査を実施し、
都外医療機関で受診した妊婦
健診の一部助成及び、令和３
年度より開始した多胎児妊婦
の健診回数拡充を継続しま
す。

すこやかちゃんフッ
素塗布事業
（乳幼児歯科健診）

年度内に満4・5・6歳の誕生日を迎える児
童を対象に受診券を送付し、フッ素塗布・
歯科健診・歯科保健指導を行います。

101
令和６年度は、1,790人が受診
し、その内1,775人の希望者に
フッ素塗布を実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、４・５・６歳児の
対象者に受診券を送付し、
フッ素塗布・歯科健診・歯科
保健指導を行います。

健康推進課

健康づくり
係

地域保健係

健康推進課養育医療

未熟児は一般の新生児に比べて機能が未熟
であり、疾病にも罹りやすく、生後速やか
に適切な処置を講ずる必要があります。そ
のため、養育に必要な費用を一部を助成す
ることにより、経済的負担の軽減を図り、
区民が安心して子どもを育てることが出来
る環境の整備を図ります。

102
57件の申請があり、57件を認定し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、未熟児で指定養育
医療機関の医師が入院を必要
と認めた乳児（１歳未満）に
対し、入院医療費等の助成を
行います。

新生児聴覚検査の費
用助成

新生児聴覚検査の費用の一部助成をする受
診票を交付します。新生児聴覚検査で精密
健康診査を要すると判断された場合は、保
険医療の自己負担分を助成する「精密健康
診査受診票（新生児聴覚用）」を交付しま
す。

102 1,972人が受診しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、医療機関に委託し
て、新生児聴覚検査を実施
し、都外医療機関で受診した
新生児聴覚検査の一部助成も
継続します。

母子生活支援施設

配偶者がいない女性で、その養育している
児童が生活上の問題を抱えているなどの理
由で十分な養育が出来ない場合、居室の提
供及び母子指導員による生活指導等を行い
ます。

102

令和３年４月に開設した区立母子
生活支援施設「メゾン・ド・あじ
さい」において、様々な事情によ
り養育が困難となった母子を保護
しました。また、自立に向けて退
所した母子を地域のサービス等に
つなげました。

当初
計画
どお
り

子ども家庭支
援センター

健康推進課

ひとり親家庭ホーム
ヘルプサービス

ひとり親家庭において、一時的な傷病など
で育児や家事等の日常生活に支障がある場
合にヘルパーを派遣します。

102

小学生以下の児童のいるひとり親
家庭において、就労や一時的な傷
病などで育児や家事等の日常生活
に支障がある場合にホームヘル
パーやベビーシッターを派遣しま
した。

当初
計画
どお
り

令和６年度の利用実績を踏ま
え、ひとり親家庭の父または
母への家事援助・育児援助
サービスを実施します。
また、令和７年度からは送迎
に関する支援も開始し、より
利用しやすいサービスを実施
していきます。

地域保健係

地域保健係

家庭相談係

家庭相談係

家庭相談係
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27

28

29

30

31

32

33

34

当初
計画
どお
り

引き続き、青少年対策地区委
員会等と協力し、安全安心な
キャンプ実施に努めます。

ひきこもり対策

東京都の「ひきこもりサポートネット事
業」及び関係課と連携し、ひきこもり相談
に対応します。また、保健所と共催で、ひ
きこもりに関する「子ども・若者講演会」
を開催します。

103

生活福祉調整課において、ひきこ
もり支援専用相談窓口を令和６年
４月に開設しました。ひきこもり
にお困りのひきこもり当事者やひ
きこもりのご家族の相談を、電
話、メール、来所によって受け付
けました。

当初
計画
どお
り

令和７年６月に家族の居場
所、家族教室を開始し、８月
にひきこもり当事者の居場所
（実会場、メタバースを活用
した居場所）を開始します。

子ども若者支
援課

みなとキャンプ村

保健福祉課
子ども若者支
援課

青少年対策地区委員会と区の共催で、夏休
みにキャンプを行います。

103

青少年が自然に親しむ機会と野外
活動の体験を通して、自主性、協
調性及び創造性を養い、団体生活
のマナーを学ぶ場としてキャンプ
を実施します。

障害児夏季休業日支
援

保護者の就労等により家庭で保護を受けら
れない障害児を対象に、児童館等におい
て、夏季休業日等に適切な遊び及び生活の
場を提供します。

103

港区在住または港区内中学校・高
等学校に在籍する障害児を対象
に、夏季休業日等に児童館等の児
童施設において、利用時間を拡大
して児童を受け入れました。

当初
計画
どお
り

引き続き、夏季休業日等に児
童館等の児童施設において、
適切な遊び及び生活の場を提
供していきます。

子ども若者支
援課

子ども110番
子どもが不審者等から追いかけられた場合
に、子ども110番協力者が子どもを保護
し、警察や保護者に通報します。

103
区有施設等を含め、合計1,046軒
が子ども110番協力者となりまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、子ども110番協力
者を募り、子どもの安全対策
を行います。

母子等緊急一時保護
事業

緊急に保護を必要とする母子及び女性等が
適切な施設に入所できない場合、指定施設
で一時的な保護を行います。

103

DV被害者等の母子や困難な問題を
抱える単身女性の安全を図り、自
立を支援するため、緊急一時保護
を実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、DV被害者等の母子
や困難な問題を抱える単身女
性の安全を図り、自立を支援
するため、緊急一時保護に取
り組みます。

子ども若者支
援課

放課GO→クラブ・学
童クラブ

放課後等に学校施設を活用し学習、スポー
ツ、遊びなどの活動を行います。また、学
校施設や民間ビル等を活用し保護者が就労
等の理由で保護を受けられない児童に対
し、適切な遊び及び生活の場を提供しま
す。

児童館・子ども中高
生プラザ・児童高齢
者交流プラザ
（学童クラブを含
む）

児童の健全な育成を図るため、主として18
歳未満の児童が自由に来館できる施設で
す。また、施設内に学童クラブが併設され
ています。

103

児童館・飯倉学童クラブ（５施
設）、子ども中高生プラザ（６施
設）、児童高齢交流プラザ（１施
設）において、児童が自由に過ご
すほか、専任の指導員により、
様々な行事や各種グループ活動を
実施しています。
また、全ての施設内に学童クラブ
を併設しています。

当初
計画
どお
り

引き続き、18歳未満の児童が
自由に来館し、過ごせる場を
提供していきます。
施設内学童クラブも運営を継
続します。

子ども若者支
援課

生涯学習ス
ポーツ振興課

子ども若者支
援課

103

学校施設等を活用した放課GO→ク
ラブ（18施設）、民間ビル等を活
用した学童クラブ専門館（７施
設）で、保護者が就労等の理由で
保護を受けられない児童に対し、
適切な遊び及び生活の場を提供し
ています。
令和５年３月末で三光学童クラブ
を廃止し、令和５年４月から神応
学童クラブを開設しました。
令和６年４月に放課ＧＯ→みたに
学童クラブを開設しました。

当初
計画
以上

引き続き学校施設や民間ビル
等を活用した学童クラブ事業
を実施します。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭支
援センター

家庭相談センター事
業
（母子・父子福祉相
談、女性相談）

母子・父子自立支援員を配置し、自立に努
める母子・父子家庭の母親・父親・寡婦を
援助します。

102

相談員が自立に努める母子・父子
家庭等のDV相談など困難な問題を
抱える家庭の相談に対応し、配偶
者からの暴力の相談、緊急時にお
ける安全の確保、自立生活促進の
ための情報提供や援助などを行い
ました。

当初
計画
どお
り

配偶者からの暴力の相談、緊
急時における安全の確保、自
立生活促進のための情報提供
や援助など関係機関と緊密に
連携して、引き続き、母子・
父子家庭の援助に取り組みま
す。

家庭相談係

家庭相談係

子ども若者
支援係

子ども若者
支援係

生涯学習係

子ども若者
支援係

子ども若者
支援係

包括的支援
推進担当

子ども若者
支援係

子ども若者
支援係
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35

36

37

38

39

40

41

42

子ども若者支
援課

青少年問題協議会

青少年問題に対処するために設置された区
長の付属機関として「港区青少年健全育成
活動方針」を策定するとともに、関係機関
と地域活動組織等の連絡調整を行います。

103

「港区青少年健全育成活動方針」
を継承する計画の策定や、青少年
を取り巻く課題の変化により、令
和７年度に青少年問題協議会の廃
止を決定したことから、令和６年
度の会議は行わなかったため

未実
施

事業廃止

子どもの居場所づく
りチャレンジ事業

各子ども中高生プラザ及び児童高齢者交流
プラザにおいて、協働と参画により、それ
ぞれの施設が従来の子どもの遊びと生活の
場の提供から一歩踏み出した事業を実施し
ます。

103

令和元年度の事務事業評価で、子
ども中高生プラザ等の本来業務と
の違いが分からない等の理由によ
り指定管理業務と統合しました。

当初
計画
どお
り

事業廃止
子ども若者支
援課

一時保育
在宅で育児をしている方が、仕事、出産等
やむを得ない場合またはリフレッシュした
いときなど、一時的に保育します。

青少年対策地区委員
会活動支援

区立中学校区域ごとに設置され、地域にお
ける青少年対策の推進母体である青少年対
策地区委員会の活動を支援します。

在宅子育て家庭の親子を対象に、育児不安
の解消を図るために、育児相談を受け、子
育ての情報を提供するとともに、「園庭解
放」、「保育園であそぼう」などの事業を
実施します。

104

令和６年度は園庭開放については
131日実施し、保育園であそぼう
は1,084人の参加がありました。
交流事業を実施したことで、地域
ぐるみで子どもと子育てを支援す
る体制を構築しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、「園庭開放」、
「保育園であそぼう」などの
事業を実施し、在宅子育て家
庭の親子を対象に、育児不安
の解消を図るために、育児相
談を受け、子育ての情報を提
供します。

保育支援係

運営支援係

103
青少年対策地区委員会の活動を支
援するための補助金を10地区全て
に交付しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、補助金の交付によ
り青少年対策地区委員会の活
動を支援します。
港区平和都市宣言40周年の機
運醸成事業については、令和
７年度も引き続き補助対象と
します。

保育課

保育課104
緊急一時保育の利用者数が増加し
ており、それに伴い一時保育全体
の利用者数も増加しています。

当初
計画
どお
り

令和７年５月に新たに公立保
育園において一時保育室の開
設を予定しています。一時保
育を実施する施設の増設等を
検討し、受け入れ体制の強化
を図っていきます。

在宅子育て家庭への
支援

子ども若者支
援課

子ども会活動助成
港区子ども会連合会に加盟する子ども会に
指導者謝礼を助成し、年１回の子ども会連
合会統一事業を共催で開催します。

103

子ども会に加盟している３団体と
区との共催で、子ども会連合会統
一事業を11月に開催しました。当
日は、子ども会のほか４団体(消
防少年団、御成門地区委員会、神
明子ども中高生プラザ、放課ＧＯ
→クラブおなりもん)に協力いた
だき、合計参加者は、187人でし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、子ども会に指導者
謝礼を助成し、年１回の子ど
も会連合会統一事業を共催で
開催していきます。

子ども若者支
援課

保育園
（認定こども園、地
域型保育事業、港区
保育室、認証保育所
を含む）

保護者が仕事や病気など、保育の必要性に
応じた認定を受けたとき、保護者に代わっ
て児童を保育します。

104
就労などのため、家庭で保育でき
ない保護者に代わって保育できる
環境を整えました。

当初
計画
どお
り

引き続き保育が必要な保護者
が施設を利用できるよう取り
組みます。

保育課

保育課

病児・病後児保育
乳幼児が病気の回復期等にあるため、集団
保育の困難な期間、病児・病後児保育室に
おいて一時保育します。

104

令和７年１月に新たに定員8名の
病児保育室を開設したことによ
り、病児保育の受け入れ体制が拡
充され、利用可能人数が増加しま
した。これに伴い、利用者数も前
年同期比で増加しています。ま
た、受け入れができなかった児童
数は1,139人と、前年度から減少
しています。

当初
計画
以上

保護者からのニーズや供給体
制の状況を踏まえつつ、対象
者の拡大や制度全体の改善に
向けた検討を進めます。

保育支援係

子ども若者
支援係

子ども若者
支援係

子ども若者
支援係

子ども若者
支援係

保育支援係
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43

44

45

46

47

48

令和６年度は1,931件の相談があ
り、相談の多くは「育児・しつ
け」「保健・健康」などに関わる
内容でした。

当初
計画
どお
り

引き続き、区内在住の児童及
びその保護者、妊婦を対象
に、子育てや子どもの成長発
達に関する悩みや不安に寄り
添い、相談・支援を行い、適
切な専門機関や行政サービス
につなげます。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭支
援センター

子育てコーディネー
ター事業

区内在住の児童及びその保護者、妊婦を対
象に、子育てや子どもの成長発達に関する
悩みや不安に寄り添い、相談・支援を行
い、適切な専門機関や行政サービスにつな
げます。

104

ソーシャルワーク業
務
（要保護児童等の相
談、支援）

児童虐待をはじめとする要保護児童等に関
する相談・通告を受け、子どもの安全確認
や調査を迅速に行い、対応します。関係機
関との情報共有や、子どもとの面接、家庭
訪問などにより、養育状況を把握し、必要
な支援につなげます。
また、要保護・要支援家庭の保護者に対
し、医療機関と連携した保護者支援プログ
ラムを実施し、より専門的に支援します。

104

令和６年度新規相談受理件数は、
1,607件あり、その内、被虐待相
談件数は、627件でした。（虐待
通告件数は742件）
令和３年度から、虐待の相談・通
告は受付後、児童相談所ととも
に、全ケースのリスク評価を実施
し、対応機関を決定し、子どもの
安全確認や調査を迅速に行ってい
ます。
医療機関と連携し、グループ制の
子どもと大人の絆を深めるプログ
ラムＣＡＲＥを年６回実施したほ
か、専門的スキルのある心理士が
心理面接等を延べ407回実施し、
より専門性の高い個別対応を継続
的に実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、児童虐待をはじめ
とする要保護児童等に関する
相談・通告を受け、子どもの
安全確認や調査を迅速に行
い、養育状況を把握し、必要
な支援につなげます。
要保護・要支援家庭の保護者
に対し、医療機関と連携した
保護者支援プログラム等を実
施するなど、児童の養育が困
難な要支援家庭等への支援策
を充実させることで、児童虐
待の未然防止を図ります。

要保護児童対策地域
協議会事業

児童に関する地域の様々な関係機関が連携
し、ネットワークを構築することで児童虐
待の未然防止や要保護児童等の早期発見及
び適切な支援を図ります。
また、児童虐待防止等の啓発活動を実施す
るなど、児童虐待対策を推進します。

104

関係機関との連携強化に向け、要
保護児童対策地域協議会代表者会
議を１回、実務者会議を１回、個
別ケース会議を63件実施しまし
た。
子どもを守る地域ネットワーク巡
回支援事業では、公立・私立認可
保育園、公立・私立幼稚園、公立
小中学校、児童館等の179か所を
延べ326回訪問しました。
令和６年11月の「オレンジリボ
ン・児童虐待防止推進キャンペー
ン」に合わせて、区民向けの啓発
活動を実施しました。ワーク
ショップ、区施設のライトアッ
プ、デジタルサイネージの活用、
街頭での呼びかけなど、多様な手
法により児童虐待防止の重要性を
広く発信しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、要保護児童対策地
域協議会の調整機関として、
関係機関の連携強化を図り、
個別ケース検討会議をさらに
充実させます。加えて、関係
機関を訪問し、直接、課題や
不安を抱える家庭の情報を収
集し、早期に支援につなげる
ことで虐待の未然防止を図り
ます。
また、東京タワーなどを活用
した啓発活動や、参加型イベ
ントの開催を通じて、地域全
体で子どもを守る意識の醸成
を図ります。企業・団体との
連携による継続的な取り組み
も推進していきます。

子ども家庭支
援センター

養育支援訪問事業
養育の支援が必要と判断した世帯に対し
て、養育に関する専門的な指導及び助言に
基づき、必要な支援を行います。

104

養育支援訪問事業は101回実施
し、子育て世帯訪問支援事業は７
家庭、108回の利用がありまし
た。うち、食事支援は11回利用が
ありました。

当初
計画
どお
り

引き続き、家事・子育て等に
対して不安や負担を抱える子
育て家庭の居宅を、訪問支援
員が訪問し、家庭が抱える不
安や悩みを傾聴するととも
に、家事・子育て等の支援を
実施することにより、家庭や
養育環境を整え、虐待リスク
等の高まりを未然に防ぎま
す。

子ども家庭支
援センター

相談支援係
地域連携担

当

子ども家庭支援セン
ター事業

子どもと子育てに関する総合相談、子育て
講座の開催、子育てサークル等の支援を行
います。

104

子ども家庭支
援センター

運営支援係

子ども家庭
サービス係

相談支援係

令和６年度の専門相談への相談件
数は、心理士相談が1,125件、保
健師相談145件ありました。
令和３年度から委託事業となった
「親子ふれあいひろば」では、ス
タッフや子育て・まちづくり支援
プロデューサーが中心となり、親
子参加型のプログラムを毎日実施
しました。

当初
計画
どお
り

親子ふれあいひろばや親子ふ
れあいひろばの地域交流室
（カフェ）を通じて、子育て
家庭の孤立化を防ぎます。

保育課
居宅訪問型保育事業
（障害児訪問事業）

医療的ケアが必要で傷害、疾病等の程度を
勘案して集団保育が著しく困難である幼児
の居宅において、１対１の保育を行いま
す。

104
令和６年度の利用者は１名となっ
ています。

当初
計画
どお
り

引き続き、医療的ケアが必要
な園児が障害、疾病の程度に
応じて安心して保育を受ける
ことができるように事業者に
働きかけていきます。

相談支援係

子ども家庭
サービス係
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

依頼会員は581人、提供会員は126
人、活動件数は2,160件でした。

当初
計画
どお
り

令和７年４月から、１時間当
たり800円のサポート料に対
し、区が300円を上乗せする
ことで、協力会員が活動しや
すい環境を整備します。

子ども家庭支
援センター

子育てひろば・乳幼
児一時預かり

地域の子育て家庭の親とその子どもが集え
る場所を提供し、相互交流の促進や育児不
安等に関する相談、援助を行います。ま
た、理由を問わず乳幼児を一時的に預かり
ます。

105

子育てひろばあっぴぃの令和６年
度のひろば利用者数は８５，８７
１人、乳幼児一時預かり利用者数
は３７，２８６人でした。

当初
計画
どお
り

引き続き乳幼児一時預かり予
約の簡便化を図るため、LINE
による予約を充実します。

子ども家庭支
援センター

子ども相談ねっと事
業

区内在住の児童を対象に、スマートフォ
ン・携帯電話・パソコンを使って、困りご
とや不安、悩みを24時間受け付け、原則
2、3日以内（遅くとも1週間以内）に回答
します。

105

令和６年度の相談数は新規相談者
数42人、やりとり回数132回、総
登録者数287人でした。相談内容
は「友達関係」「学校関係」が多
く、学年別では中学生が中心と
なっています。

当初
計画
どお
り

相談の回答では、やり取りを
繰り返す中で子どもに寄り添
い、悩みに共感し、いくつか
のアドバイスを投げかけ、子
ども自身で答えを探してもら
えるよう、子ども達が悩みを
乗り越えていく応援をしてい
ます。

子ども家庭支
援センター

育児サポート事業
(育児サポート子む
すび）

0歳から小学6年生までの児童の育児支援が
必要な人と育児の協力をする人をマッチン
グし、子育て支援をおこないます。

105

引き続き、子育てひろば事
業、一時預かり事業等の各事
業を実施するほか、施設に親
子が集えるカフェを併設しま
す

子ども家庭支
援センター

派遣型一時保育

保護者の事情により、一時的に保育が必要
となる場合等に、児童の自宅等に保育者
（子育て支援員）を派遣して保育を行いま
す。

105
令和６年度は8,215件の利用があ
りました。

当初
計画
どお
り

みなと子育てサポー
トハウス事業

子育てひろば事業や一時預かり事業、様々
な子育て講座、子育て関連情報の提供など
を実施します。また、子育てを支援する人
材を育成し、地域における子育て家庭の交
流を支援します。

105
子育てひろば事業は17,915名、一
時預かり事業は5,469名が利用し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、子育て支援員を育
成し、一時的に保育が必要と
なる保護者へ一時保育を提供
します。

子ども家庭支
援センター

みなと子育て応援プ
ラザ（Pokke)

さまざまな子育てに関するニーズに対応す
るため、子育てひろば事業や一時預かり事
業の実施のほか、生後6か月から15歳（中
学3年生）までの子どもを夜間に預かるト
ワイライトステイ事業、生後10か月から15
歳（中学校3年生）までの子どもを宿泊を
伴い預かるショートステイ事業を実施しま
す。また、特に支援が必要な要支援家庭を
対象に、最長14日間のショートステイ事業
を実施します。

105

子育てひろば事業は20,250名、一
時預かり事業は4,876名が利用し
たほか、ショートステイ事業は
442名、トワイライトステイ事業
は1098日の利用がありました。

当初
計画
どお
り

引き続き、子育てひろば事
業、一時預かり事業等の各事
業を実施していきます。

子ども家庭支
援センター

みなと保育サポート
事業

パートタイム、育児短時間勤務等、家庭に
おける保育が困難となる児童を対象とし
て、1日8時間以内で、1か月160時間を上限
に必要な保育を実施します。

105

区内５か所で事業を実施しまし
た。令和６年度の定期利用保育は
延べ13,960人、スポット利用保育
は延べ1,582人の利用がありまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き利用者のニーズを踏
まえながら、区内５か所で事
業を実施します。
また、児童の健やかな成長を
支えるために、保育の質の向
上に取り組みます。

子ども家庭支
援センター

出産・子育て応援
メール配信事業

区内在住の妊婦と家族、3歳未満の乳幼児
の家族等を対象に、妊娠・出産・子育てに
関する情報と区の情報を定期的にメールで
配信します。

105
令和７年３月末時点の登録者数
は、妊娠期が3,972件、出産後は
6,535件、合計10,507件でした。

当初
計画
どお
り

令和７年度から「やさしい日
本語」、「父親向けメッセー
ジ」の配信を実施します。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭
サービス係

乳幼児ショートステ
イ事業

保護者が疾病や出産・仕事・家族の介護等
により、乳幼児を養育することが困難な場
合に、児童福祉施設で、短期間（7日間）
宿泊を伴う養育を行います。

105
区内３か所でショートステイ事業
を実施し、2,344日の利用があり
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、区内３か所で乳幼
児ショートステイト事業を実
施します。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭
サービス係

親支援プログラム

ファシリテーターとともに、少人数の保護
者のグループの中で自らの子育てを振り返
りながら、安心して子育てができる方法を
考える講座を実施しています。

106

令和６年度は、子ども中高生プラ
ザ２か所と子ども家庭支援セン
ターで、未就学児の保護者を対象
に親支援プログラムを実施しまし
た。

当初
計画
どお
り

子ども家庭支援センター内
で、年２回親支援プログラム
を実施します。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭
サービス係

相談支援係

子ども家庭
サービス係

子ども家庭
サービス係

子ども家庭
サービス係

子ども家庭
サービス係

子ども家庭
サービス係

子ども家庭
サービス係
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

（２）生活環境の安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課事業内容 担当係

59

60

61

62

63

64

産前産後家事・育児
支援事業

区内在住の妊娠中又は出産直後に日常生活
にお困りの家庭に対して、ホームヘルパー
又は母子専門の支援員「産後ドゥーラ」が
訪問し、家事又は育児支援を行います。

106
令和６年度は延65,688時間の利用
がありました。

当初
計画
以上

利用時間数管理システムを導
入して、産前産後家事・育児
支援事業を利用する区民の利
便性を向上させます。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭
サービス係

産後要支援母子
ショートステイ

出産直後に、家族等から母体の回復及び育
児に係る援助を受けることができない等の
理由により、体調不良や子育てに対して強
い不安や孤立感を抱えるなど特に支援を要
する母子に対して、病院、助産院等に宿泊
して、母体及び乳児のケア、授乳指導、育
児相談等の支援を行います。

106
養育環境が整っていない要支援家
庭のショートステイ利用はありま
せんでした。

当初
計画
どお
り

子育てに対して強い不安や孤
立感を抱えるなど特に支援を
要する母子に対して、適切な
事業を実施することにより、
母親の心身の負担の軽減を図
るとともに、母子の愛着関係
を形成し、自信を持って育児
に取り組むことができるよう
にすることを目的とし、児童
虐待の未然の防止を図りま
す。

子ども家庭支
援センター

相談支援係

港区地域こぞって子
育て懇談会

港区の子育て・子育ち環境向上のため、子
育て当事者と子育て支援者、学生等がとも
にネットワークを作り、多様な課題提起と
対話の場を提供します。

106

令和４年度から、既存の子育て支
援団体のネットワークを活用しつ
つ、中学生・高校生・子育て中の
方など、多様な区民の参加を得
て、子ども・おとな・地域の対話
交流を通じて新たな発見が得られ
る場として、「令和６年度港区子
ども・おとな・地域みなトーク事
業」における「みなトーク懇談
会」を、令和７年２月に開催しま
した。

当初
計画
どお
り

地域の実情やニーズに即し
た、より効果的で参加しやす
い懇談会の実現を目指し、懇
談会のテーマや運営方法を区
民主体で検討するため、区民
および子育て支援者からなる
「みなトーク実行委員会」を
立ち上げます。
あわせて、区民が日常的に活
用しやすい子育てリーフレッ
トの作成にも取り組み、情報
発信の充実と子育て支援の強
化を図っていきます。

子ども家庭支
援センター

地域連携担
当

区民向け住宅使用料
算定時の寡婦控除の
みなし適用

区民向け住宅（区営住宅、特定公共賃貸住
宅、区立住宅）の住宅使用料について、婚
姻歴のないひとり親世帯であって、児童扶
養手当の受給者の場合、寡婦（寡夫）控除
の適用があるとみなして住宅使用料を算定
します。

106

区民向け住宅（区営住宅、特定公
共賃貸住宅、区立住宅）の住宅使
用料について、婚姻歴のないひと
り親世帯であって、児童扶養手当
の受給者の場合、ひとり親控除の
適用があるとみなして住宅使用料
を算定しています。

当初
計画
どお
り

区民向け住宅（区営住宅、特
定公共賃貸住宅、区立住宅）
の住宅使用料について、婚姻
歴のないひとり親世帯であっ
て、児童扶養手当の受給者の
場合、ひとり親控除の適用が
あるとみなして住宅使用料を
算定します。

住宅課 住宅管理係

学びの未来応援家庭
教育講座

子育てや家庭学習定着等に関する講座の開
催により、家庭教育の啓発及び受講者同士
の交流を図ることで児童・生徒の養育環境
の改善を目指します。

106

令和７年２月に子ども家庭支援セ
ンター主催の「港区子ども・おと
な地域みなトーク事業」に、教育
委員会として保護者の参加を促
し、学びの未来応援家庭教育講座
としました。

当初
計画
どお
り

引き続き、子ども家庭支援セ
ンターと連携し、家庭教育講
座の充実を図ります。

教育指導担当 指導主事

学びの未来応援教員
研修

支援を必要とする学力や親子関係、療育に
課題を抱えた児童・生徒とその保護者の状
況を的確に把握し、必要な支援を早期に実
施できるよう教員を対象に研修を実施しま
す。

106

「学びの未来応援教員研修」とい
う名称ではありませんが、各小・
中学校生活指導主任を対象とした
生活指導主任会において、子ども
家庭支援センター等との連携や、
支援を必要とする学力や親子関
係、療育に課題を抱えた児童・生
徒とその保護者の状況を的確に把
握の仕方等について研修を実施し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、各小・中学校生活
指導主任を対象とした生活指
導主任会において、子ども家
庭支援センターや児童相談所
との連携や、支援を必要とす
る学力や親子関係、療育に課
題を抱えた児童・生徒とその
保護者の状況を的確に把握の
仕方等について研修を実施し
ます。

教育指導担当 指導主事
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

（２）生活環境の安定の支援

No. 事業名
掲載
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現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課事業内容 担当係

65

66

学びの未来応援ケー
ス会議

学校で解決が図れない学力や家庭教育面で
支援を必要とする対象児童・生徒につい
て、教育心理学者、スクールソーシャル
ワーカー、弁護士、医師等で構成する会議
で解決方法を検討します。

106

令和６年度は、７月に３ケース、
12月に３ケース、３月に２ケー
ス、計８ケースについて協議し、
必要に応じてスクールソーシャル
ワーカーを派遣するなど改善を図
りました。ケース会議の委員は、
小児精神科医・弁護士・子ども家
庭支援センター相談員・スクール
ソーシャルワーカー・教育指導担
当課長の５名です。

当初
計画
どお
り

引き続き、各小・中学校へ週
１回以上スクールカウンセ
ラーを配置し、各学校からの
要請に応じてスクールソー
シャルワーカーの派遣を行い
ます。
また、各小・中学校にスクー
ルソーシャルワーカーを年間
43日配置します。

教育指導担当

引き続き、経済的問題や家庭
環境等に様々な問題を抱える
家庭についてのケース会議を
実施し、対象児童・生徒及び
家庭の抱える問題の改善を図
ります。

教育指導担当

小・中学校スクール
カウンセラー及びス
クールソーシャル
ワーカー事業

各小・中学校にスクールカウンセラーを配
置し、学校教育相談体制の充実を図るとと
もに、各学校からの要請に応じて、スクー
ルソーシャルワーカーを派遣し、教育と福
祉の両面から、不登校や虐待などの問題解
決を図ります。

106

スクールカウンセラーを各小・中
学校に週１日以上配置しました。
令和６年度の配置の延べ日数は
1212日でした。
スクールソーシャルワーカーを学
校からの要請に応じて派遣しまし
た。令和６年度の派遣件数は44件
（30分を１件とします）でした。

当初
計画
どお
り

指導主事

指導主事
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

（３）経済的安定の支援

No.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課

女性のための再就職
支援セミナー・就職
面接会

ハローワーク品川と共催で、女性を対象と
した再就職に向けてのセミナーと就職面接
会を開催します。

107

女性のキャリア支援を専門とする
コンサルタントを招き、再就職を
目指す女性を対象にした就職支援
セミナーを３回(延べ103人）実施
しました。また、セミナーの最後
に,個別相談会を実施するなど、
きめ細やかな就労支援を実施しま
した。

当初
計画
どお
り

引き続き、ハローワーク品
川、東京しごと財団等と連携
をとりながら、女性のための
再就職支援につながるセミ
ナーや就職面接会を実施しま
す。

産業振興課

事業内容 担当係

経営支援係

障害児福祉手当
20歳未満で、常時介護（原則医師の診断書
に基づき判定）を必要としている者に月額
14,850円の手当を支給します。

107

20歳未満で、常時介護（原則医師
の診断書に基づき判定）を必要と
している者に月額15,690円の手当
を支給します。

当初
計画
どお
り

20歳未満で、常時介護（原則
医師の診断書に基づき判定）
を必要としている者に月額
16,100円の手当を支給しま
す。

障害者福祉課
障害者給付

係

心身障害者福祉手当

児童育成（障害）手当受給者以外で一定の
障害の程度にある者及び難病医療費助成を
受けている者に対し、受給事由に応じて
15,500円、7,750円を支給します。

107

児童育成（障害）手当受給者以外
で一定の障害の程度にある者及び
難病医療費助成を受けている者に
対し、受給事由に応じて15,500
円、7,750円を支給します。

当初
計画
どお
り

児童育成（障害）手当受給者
以外で一定の障害の程度にあ
る者及び難病医療費助成を受
けている者に対し、受給事由
に応じて15,500円、7,750円
を支給します。

障害者福祉課
障害者給付

係

重度心身障害者手当

常時複雑な配慮を必要とする精神症状を有
する知的障害、重度の身体及び知的障害、
重度の肢体不自由の者に対し、月額60,000
円の手当を支給します。

107

常時複雑な配慮を必要とする精神
症状を有する知的障害、重度の身
体及び知的障害、重度の肢体不自
由の者に対し、月額60,000円の手
当を支給します。

当初
計画
どお
り

常時複雑な配慮を必要とする
精神症状を有する知的障害、
重度の身体及び知的障害、重
度の肢体不自由の者に対し、
月額60,000円の手当を支給し
ます。

障害者福祉課
障害者給付

係

障害者総合支援法自
己負担金軽減事業

複数の障害サービス等の利用者に対し、利
用者負担額の軽減を行います。

107

世帯における利用者負担額が基準
額を超過した者に対して、申請に
基づき、給付費を償還払いしまし
た。

当初
計画
どお
り

世帯における利用者負担額が
基準額を超過した者に対し
て、申請に基づき、給付費を
償還払いします。

障害者福祉課
障害者事業
所支援係

生活保護事業
（母子加算）

居宅基準として、児童1人は21,400円、2人
の場合に2,800円加算され、3人以上の場合
に1人増すごとに1,600円加算されます。

107
子どもの人数に応じて、55人に対
して支給しました。

当初
計画
どお
り

令和６年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

生活福祉調
整係

生活福祉調
整係

生活保護事業
（児童養育加算）

第一子及び第二子の3歳に満たない児童に
対しては13,300円、3歳以上高等学校等修
了前の者については10,000円、第三子以降
は小学校修了前の児童は13,300円、小学校
修了後高等学校等修了前の児童は10,000円
支給されます。

107
子どもの人数に応じて、69人に対
して支給しました。

当初
計画
どお
り

令和６年度と同様に実施を予
定しています。

求人開拓事業
生活保護受給者に対して、職業紹介を行い
ます。

107

就労支援事業の支援対象者の条件
に適合する求人や、就労に一定の
制限があっても比較的就職しやす
い職種の求人等、支援対象者の
ニーズに合った求人の開拓を行
い、生保受給者等に、開拓した求
人情報を提供しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、就労支援事業の支
援対象者の条件に適合する求
人や、就労に一定の制限が
あっても比較的就職しやすい
職種の求人等、支援対象者の
ニーズに合った求人の開拓を
行い、生保受給者等に、開拓
した求人情報を提供します。

生活福祉調整
課

自立支援担
当

生活保護受給者への
就労支援事業

生活保護受給者に対して、就労支援員が就
労に関する様々な支援を行います。

107
生活保護受給者185人に対して、
就労支援員が就労に関する様々な
支援を行いました。

当初
計画
どお
り

引き続き、生活保護受給者に
対して、就労支援員が就労に
関する様々な支援を行いま
す。

生活福祉調整
課

自立支援担
当

生活保護受給者への
就労準備支援事業

就労に対する不安が大きかったり、他人と
のコミュニケーションが苦手なためすぐに
一般就労に就くことが難しいと見込まれる
生活保護受給者に対して、生活習慣の改善
や社会参加能力の向上などを図る支援を行
います。

108

就労に対する不安が大きかった
り、他人とのコミュニケーション
が苦手なためすぐに一般就労に就
くことが難しいと見込まれる生活
保護受給者に対して、生活習慣の
改善や社会参加能力の向上などを
図る支援を行いました。

当初
計画
どお
り

就労に対する不安が大きかっ
たり、他人とのコミュニケー
ションが苦手なためすぐに一
般就労に就くことが難しいと
見込まれる生活保護受給者に
対して、生活習慣の改善や社
会参加能力の向上などを図る
支援を行います。

生活福祉調整
課

自立支援担
当

生活保護受給者等就
労促進事業

ハローワークと連携し、生活保護受給者、
生活困窮者の就労を支援します。

108
ハローワークと連携し、生活保護
受給者、生活困窮者の就労を支援
しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、ハローワークと連
携し、生活保護受給者、生活
困窮者の就労を支援します。

生活福祉調整
課

自立支援担
当

6
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Ｒ７年度の実施予定 担当課事業内容 担当係

11

12

13

14

15

16

17

18

19

生活困窮者への就労
準備支援事業

就労に対する不安が大きかったり、他人と
のコミュニケーションが苦手なためすぐに
一般就労に就くことが難しいと見込まれる
生活困窮者に対して、生活習慣の改善や社
会参加能力の向上などを図る支援を行いま
す。

108

就労に対する不安が大きかった
り、他人とのコミュニケーション
が苦手なためすぐに一般就労に就
くことが難しいと見込まれる生活
困窮者に対して、生活習慣の改善
や社会参加能力の向上などを図る
支援を行いました。

当初
計画
どお
り

引き続き、就労に対する不安
が大きかったり、他人とのコ
ミュニケーションが苦手なた
めすぐに一般就労に就くこと
が難しいと見込まれる生活困
窮者に対して、生活習慣の改
善や社会参加能力の向上など
を図る支援を行います。

生活福祉調整
課

自立支援担
当

ひとり親家庭自立支
援教育訓練給付金事
業

ひとり親家庭の父または母が、就労する際
に必要な対象講座を受講した場合に経費の
一部を支給します。

108

ひとり親家庭の自立支援教育訓練
給付金を４件支給し、ひとり親家
庭の経済的自立の促進を図りまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、ひとり親家庭の自
立支援教育訓練給付金の問い
合わせに迅速に対応し、ひと
り親家庭の就労支援に取り組
みます。

子ども家庭支
援センター

家庭相談係

ひとり親家庭高等職
業訓練促進給付金等
事業

ひとり親家庭の父または母が、対象資格の
取得のため１年以上の養成機関に修学する
場合、高等職業訓練促進給付金を支給しま
す。

108

ひとり親家庭の高等職業訓練促進
給付金を14件支給し、就業訓練中
における生活の負担軽減を図りま
した

当初
計画
どお
り

引き続き、ひとり親家庭の高
等職業訓練促進給付金等の問
い合わせに迅速に対応し、ひ
とり親家庭の就労支援に取り
組みます。

子ども家庭支
援センター

家庭相談係

ひとり親家庭就労支
援事業

産業カウンセラーの資格を有する就労支援
員が、キャリア・カウンセリングの手法で
面接を実施し、求職情報、区の制度、ハ
ローワークの制度等を情報提供し、就労支
援を行います。

108

令和元年度まで、港区生活就労支
援センターと連携し、ひとり親家
庭就労支援事業を委託業務として
実施していましたが、令和２年度
から、業務委託を区の常勤職員及
び会計年度任用職員による運営に
変更いたしました。

当初
計画
どお
り

-
子ども家庭支
援センター

家庭相談係

学童クラブおやつ代
等助成

生活保護世帯を対象に、学童クラブのおや
つ代等を助成します。

108
生活保護世帯を対象に、学童クラ
ブのおやつ代等を助成しました。

当初
計画
どお
り

学童クラブのおやつ代及びお
楽しみ会費を公費負担としま
した。

子ども若者支
援課

子ども若者
支援係

児童扶養手当

離婚や死別等により、18歳年度末までの児
童（中度以上の障害の程度にある20歳未満
の児童を含む）を養育するひとり親または
養育者に手当を支給します。

108

離婚や死別等により、18歳年度末
までの児童（中度以上の障害の程
度にある20歳未満の児童を含む）
を養育するひとり親または養育者
に手当を支給しました。

当初
計画
どお
り

離婚や死別等により、18歳年
度末までの児童（中度以上の
障害の程度にある20歳未満の
児童を含む）を養育するひと
り親または養育者に手当を支
給します。

子ども若者支
援課

諸星

ひとり親家庭等医療
費助成

ひとり親家庭等にかかる医療費のうち、世
帯の住民税課税状況により、本人負担分の
医療費の全部、または一部（但し、入院時
の食事療養標準負担額を除く）を助成しま
す。

108

ひとり親家庭等にかかる医療費の
うち、世帯の住民税課税状況によ
り、本人負担分の医療費の全部、
または一部（但し、入院時の食事
療養標準負担額を除く）を助成し
ました。

当初
計画
どお
り

ひとり親家庭等にかかる医療
費のうち、世帯の住民税課税
状況により、本人負担分の医
療費の全部、または一部（但
し、入院時の食事療養標準負
担額を除く）を助成します。

子ども若者支
援課

川口

児童育成手当

離婚や死別等により、18歳年度末までの児
童を養育するひとり親または養育者に手当
を支給します（育成手当）。また、満20歳
未満の一定の障害がある児童の養育者に手
当を支給します（障害手当）。

108

離婚や死別等により、18歳年度末
までの児童を養育するひとり親ま
たは養育者に手当を支給します
（育成手当）。また、満20歳未満
の一定の障害がある児童の養育者
に手当を支給しました（障害手
当）。

当初
計画
どお
り

離婚や死別等により、18歳年
度末までの児童を養育するひ
とり親または養育者に手当を
支給します（育成手当）。ま
た、満20歳未満の一定の障害
がある児童の養育者に手当を
支給します（障害手当）。

子ども若者支
援課

廣畑

港区女性福祉資金貸
付

寡婦・未婚女性などの配偶者のいない女性
や要保護女性に各種資金の貸付を行いま
す。

108

給付型奨学金の拡大や高校修学費
無償化等により、区民のニーズが
著しく低下していたため、令和元

 年度末をもって廃止しました。

廃止 -
子ども家庭支
援センター

家庭相談係
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

（３）経済的安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課事業内容 担当係

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

児童手当
区内に住所を有する児童の保護者が、中学
校修了までの児童を養育しているときに手
当を支給します。

109

区内に住所を有する児童の保護者
が、18歳年度末までの児童を養育
しているときに手当を支給しまし
た。

当初
計画
どお
り

区内に住所を有する児童の保
護者が、18歳年度末までの児
童を養育しているときに手当
を支給します。

子ども若者支
援課

川口

子ども医療費助成
子どもを養育している者に対し、保険診療
の自己負担分を助成します。

109
18歳年度末までの児童を養育して
いる者に対し、保険診療の自己負
担分を助成しました。

当初
計画
どお
り

18歳年度末までの児童を養育
している者に対し、保険診療
の自己負担分を助成します。

子ども若者支
援課

中尾

保育料（減免）

収入の減少、病気や災害等での特定の支出
の著しい増加などにより、保育料の支払が
困難になった場合、保育料の減額制度が適
用されることがあります。

109

保護者からの申請に基づき、必要
に応じて保育料の減額制度を適用
し、経済的負担の軽減を図りまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き実施を予定ですが、
東京都による第一子からの基
本保育料無償化の影響等も勘
案しつつ、今後の実施方針に
ついて慎重に検討を進めてい
きます。

保育課 保育支援係

保育料　寡婦（寡
夫）みなし適用

婚姻暦のないひとり親世帯（児童扶養手当
受給者）において、保育料の税法上の寡婦
（寡夫）控除のみなし適用を行います。

109
令和３年度から住民税法が改正さ
れたため、令和３年９月分以降の
適用を終了しました。

廃止 － 保育課 保育支援係

産前産後・家事育児
支援事業

産前産後家事・育児支援サービス利用料
を、生活保護世帯は免除、住民税非課税世
帯は半額に減額します。

109

産前産後家事・育児支援サービス
利用料を、生活保護世帯は免除、
住民税非課税世帯は半額に減額し
ます。

当初
計画
どお
り

引き続き、産前産後家事・育
児支援サービス利用料を、生
活保護世帯は免除、住民税非
課税世帯は半額に減額しま
す。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭
サービス係

みなと保育サポート
利用料

生活保護世帯、住民税非課税世帯、住民税
のうち所得税割課税額が77,101円未満のひ
とり親世帯については、利用料を無料とし
ます。また、幼稚園、保育園等同一世帯の
2人以上の児童が利用している場合、2人目
以降の児童の利用料を無料とします。

109

生活保護世帯、住民税非課税世
帯、住民税のうち所得税割課税額
が77,101円未満のひとり親世帯に
ついては、利用料を無料にしまし
た。また、同一世帯の２人以上の
児童が利用している場合、２人目
以降の児童の利用料を無料にしま
した。

当初
計画
どお
り

引き続き、生活保護世帯、住
民税非課税世帯、住民税のう
ち所得税割課税額が77,101円
未満のひとり親世帯について
は、利用料を無料とします。
また、同一世帯の2人以上の
児童が利用している場合、２
人目以降の児童の利用料を無
料とします。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭
サービス係

引き続き、乳幼児ショートス
テイの利用料を、生活保護世
帯は免除、住民税非課税世帯
は半額に減額します。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭
サービス係

Pokkeトワイライト
ステイ・ショートス
テイ利用料減免

Pokkeで実施しているトワイライトステ
イ、ショートステイ利用料金を、生活保護
世帯は免除、住民税非課税世帯は半額に減
額します。

109

Pokkeで実施しているトワイライ
トステイ、ショートステイ利用料
金を、生活保護世帯は免除、住民
税非課税世帯は半額に減額しまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、Pokkeで実施して
いるトワイライトステイ、
ショートステイ利用料金を、
生活保護世帯は免除、住民税
非課税世帯は半額に減額しま
す。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭
サービス係

乳幼児ショートステ
イ事業利用料減免

乳幼児ショートステイの利用料を、生活保
護世帯は免除、住民税非課税世帯は半額に
減額します。

109

乳幼児ショートステイの利用料
を、生活保護世帯は免除、住民税
非課税世帯は半額に減額しまし
た。

当初
計画
どお
り

派遣型一時保育（病
後児保育・新生児保
育）利用料助成

派遣型一時保育において、生活保護世帯及
び住民税非課税世帯が病後時保育・新生児
保育を利用した際、生活保護世帯は利用料
の金額（1か月上限10,000円）、住民税非
課税世帯は利用料金の1／2を助成（1か月
上限10,000円）します。

109

派遣型一時保育において、生活保
護世帯及び住民税非課税世帯が病
後時保育・新生児保育を利用した
際、生活保護世帯は利用料の金額
（１か月上限10,000円）、住民税
非課税世帯は利用料金の1／2を助
成（1か月上限10,000円）しまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、派遣型一時保育に
おいて、生活保護世帯及び住
民税非課税世帯が病後時保
育・新生児保育を利用した
際、生活保護世帯は利用料の
金額（１か月上限10,000
円）、住民税非課税世帯は利
用料金の1／2を助成（1か月
上限10,000円）します。

粗大ごみ等減免措置
児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者に
対する粗大ごみ等処理手数料の減免措置を
行います。

109

各総合支所区民課やみなとリサイ
クル清掃事務所での窓口、又は郵
送での廃棄物処理手数料の減免申
請に対し、減免分粗大ごみ処理券
を交付しています。

当初
計画
どお
り

各総合支所区民課やみなとリ
サイクル清掃事務所での窓
口、又は郵送での廃棄物処理
手数料の減免申請に対し、減
免分粗大ごみ処理券を交付し
ます。

子ども家庭支
援
センター

子ども家庭
サービス係

みなとリサイ
クル清掃事務
所

計画係
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和７年３月３１日

（３）経済的安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課事業内容 担当係

30

31

32

33

34

当初
計画
どお
り

引き続き、区立小・中学校に
おいて使用する補助教材費
や、区立幼稚園における未就
園児に対する施設・園庭開放
に必要な消耗品購入経費等を
公費負担することにより、学
習活動の支援を行うとともに
保護者の負担軽減を図りま
す。

保育料算定の基礎となる区市町村民税所得
割課税額の計算に当たり、婚姻歴のないひ
とり親世帯（児童扶養手当受給者）につい
て、税法上の寡婦（寡夫）控除の適用があ
るものとみなして算定します。

110

幼稚園保育料

生活保護世帯、区市町村民税所得割非課税
世帯の子育てサポート保育料を無料とする
ほか、世帯の所得状況に応じた階層区分に
より子育てサポート保育料を決定していま
す。併せて、多子世帯の経済的負担軽減の
ため、世帯の所得状況や兄姉の年齢にかか
わらず園児が第２子以降の場合は子育てサ
ポート保育料を無料としています。

110

区立幼稚園の子育てサポート保育
料（年間利用）に関わる多子世帯
への負担軽減について、これまで
小学校３年生までの兄や姉からと
していた子どもの数え方を見直
し、令和２年度から、年齢に関わ
らず最年長の子どもを第１子と
し、第２子以降の負担軽減を実施
しました。

当初
計画
どお
り

幼稚園保育料の算定
における寡婦（寡
夫）控除みなし適用

令和３年１月１日施行の国の税制
改正により、結婚歴のないひとり
親についても、「ひとり親控除」
が適用され、税制上の控除を受け
ることが可能となったため、幼稚
園保育料の寡婦（寡夫）控除のみ
なし適用を終了しました。

廃止

学校運営支
援係

学務課

特別支援学級就学奨
励金

特別支援学級に在籍する児童・生徒の就学
に関する経済的負担を軽減するため、保護
者の負担能力に応じた就学経費を援助しま
す。

110

年度当初に港区立小・中学校を通
じて、「就学奨励事業のお知ら
せ」を特別支援学級に就学する児
童・生徒に配布し、保護者からの
申請に基づいて審査、認定を行
い、就学に必要な経費の一部を支
給することで、保護者の経済的負
担の軽減を実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き港区立・私立の特別
支援学級に就学する児童・生
徒の保護者に就学経費の一部
を援助することで経済的負担
の軽減を実施していきます。

学務課

就学援助
経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の
保護者に学用品費等の必要な援助を行いま
す。

110

当初
計画
どお
り

学習活動支援保護者
負担軽減事業

区立小・中学校において使用する補助教材
費や学校給食の精米購入費、区立幼稚園に
おける未就園児に対する施設・園庭開放に
必要な消耗品購入経費等を公費負担するこ
とにより、学習活動の支援を行うとともに
保護者の負担軽減を図っています。

110

区立小・中学校において使用する
補助教材費や区立幼稚園における
未就園児に対する施設・園庭開放
に必要な消耗品購入経費等を公費
負担することにより、学習活動の
支援を行うとともに保護者の負担
軽減を図りました。

経済的な理由で就学が困難な児
童・生徒の保護者に学用品費等の
必要な援助を行いました。

学務課

学務課

学務課
教育人事企画
課

－

学事係

学事係

経済的な理由で就学が困難な
児童・生徒の保護者に学用品
費等の必要な援助を行いま
す。

引き続き、多子世帯への経済
的な負担軽減を実施します。

学事係

学校運営支
援係
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（４）地域で子どもの未来を応援する体制の整備

No.

1

2

3

事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ７年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ７年度の実施予定 担当課

子どもの未来応援施
策理解促進事業

子どもの未来応援施策を推進するため、区
民等に対し、子どもの貧困対策に関する理
解を促進するための講座等を開催します。

110

子ども食堂運営者に対し、子ども
家庭支援センターのヤングケア
ラーコーディネーターを講師に
「ヤングケアラーの支援と連携に
ついて」を開催し、現状把握と子
どもの貧困対策に関する理解を深
めました。

当初
計画
どお
り

子ども食堂ネットワーク会員
等を対象とし、子どもの貧困
の実情と対策についての講座
およびワークショップ等を開
催します。

事業内容 担当係

子ども若者
支援係

子ども若者支
援課

当初
計画
どお
り

引き続き、子どもたちを応援
する人材の育成を図ります。
引き続き、学習支援事業にお
いて、一部学習ボランティア
が中学生、高校生の学習指導
を行います。

子ども若者支
援課

子ども若者支
援課
生活福祉調整
課

子ども若者
支援係

自立支援担
当

子ども若者
支援係

当初
計画
どお
り

港区子ども食堂ネットワーク
会員の拡大を図ります。
また、新たに子ども食堂を開
始したい事業者に向けて、子
ども食堂の立上げや運営に必
要なノウハウについて講習会
や個別相談会を実施します。
補助金については、補助対象
事業を拡大し、「区と子ども
食堂の連携による取組」（一
か所あたり年額2,060,000円
上限）、「食事や体験（学習
機会、遊び体験）の提供、子
ども用品の提供を行う事業に
要する経費」（一か所あたり
年額3,070,000円上限）の２
つの項目を新設します。

子どもの孤食解消と
保護者支援

子ども食堂運営団体と地域の民間企業が連
携するネットワーク化を推進し、そのネッ
トワークから得られた寄付金や提供物資を
子ども食堂運営団体へ循環させるシステム
を構築します。子ども食堂の開催場所や開
催回数を増やすことで、子どもの孤食解消
を図ります。

110

区民に対し、子ども食堂やフード
パントリーの開催周知を年間を通
じて行いました。
また、子ども食堂運営者向けの研
修や情報交換の場を設けました。
港区子ども食堂ネットワーク会員
やみなとリサイクル清掃事務所と
連携し、食材等の提供を行うこと
で、子ども食堂の安定的な運営を
支援しました。

学習ボランティア養
成事業

区内の子どもたちが基礎的・基本的な学力
を定着させられるように援助する学習ボラ
ンティアを養成します。

110

子ども食堂運営者が大学生と連携
して行う学習支援により、子ども
たちを応援する人材の育成を図り
ました。
学習支援事業において、講師のほ
かに一部学習ボランティアが中学
生、高校生の学習指導を行ってい
ます。
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